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第１節 基本方針 

この計画は、地震・津波が発生し、又は発生のおそれがある場合に、災害発生の防御及び

拡大防止について迅速かつ実効ある措置を期するため、災害応急対策責任者（指定地方行政

機関の長、地方公共団体の長、その他執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的

団体及び防災上重要な施設の管理者をいう。以下この章において同じ。）の行うべき業務の

大綱及び相互の連絡調整について定めることとし、その内容は次のとおりとする。 

 

１ 災害発生直前の応急対策に関する事項 

 

２ 災害発生後の応急対策に関する事項 

 

３ ヘリコプターによる災害応急対策に関する事項 

 

４ 災害派遣・広域的な応援体制に関する事項 

 

５ 救助・救急、医療及び消火活動に関する事項 

 

６ 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動に関する事項 

 

７ 避難受入れ及び情報提供活動に関する事項 

 

８ 救援物資の調達・供給活動に関する事項 

 

９ 保健衛生・防疫、遺体の対策に関する活動に関する事項 

 

１０ 応急復旧、二次災害防止活動に関する事項 

 

１１ 自発的支援の受入れに関する事項 

 

１２ 文教計画に関する事項 

 

１３ 災害救助法適用に関する事項 

 

１４ 海上における大量流出油等応急対策に関する事項
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第２節 災害発生直前の応急対策 

第１項 配備動員計画 

１ 方針 

この計画は、市内に地震・津波災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

災害応急対策の推進に万全を期すために職員の配備動員及び防災組織等に関する事項を

定める。 

 

２ 組織系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警察本部 
尾道警察署 

福山西警察署 

各機関 尾道市消防局 消防団 

広島県 

災害対策本部 

（県庁内） 

自主防災組織 

（町内会） 

広島県災害対策 

東部支部 

（東部総務事務所） 

 

尾道市災害対策本部 

（市役所内） 

℡（３８）９２１６ 
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３ 市の配備動員体制 

(1)  配備体制 

ア 体制の概要 

市の配備体制は、注意体制、警戒体制、非常体制（１号、２号）の３種類とし、市 

内に地震・津波災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、応急対策を迅速か 

つ的確に実施する。 

また、夜間及び休日の時間外における情報の収集・連絡体制を整備し、災害・危機 

事案の発生に際して、迅速に対処する。 

 

区 

分 
体 制 移 行 時 期 体制の概要及び業務内容 

注

意

体

制 

【地震】 

ａ 市内で震度４を観測したとき 

ｂ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき 

状況により、速やかに高度

の配備体制に移行できる体

制。主として情報収集及び連

絡活動 

警

戒

体

制 

【地震】 

ａ 市内で震度４を観測し、かつ相当規模の被害が発生したとき 

ｂ 市内で震度５弱を観測したとき 

ｃ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき 

【津波】 

ｃ 広島県に津波注意報が発表されたとき 

災害対策本部・支部を設置

した体制。事態の推移に伴い

直ちに非常体制に移行できる

体制。主として情報収集、連絡

活動、災害予防及び災害応急

対策 

非

常

体

制 

１ 
 
 

号 

【地震】 

ａ 市内で震度５強以上を観測したとき 

ｂ 地震発生により、大規模な火災、爆発、水難等が発生し、

市長が必要と認めたとき 

ｃ 震度５弱以上の地震が発生し、市長が必要と認めたとき 

ｄ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき 

【津波】 

ｄ 広島県に津波警報が発表されたとき 

災害対策本部・支部を設置

した体制。全庁的に、情報収

集、連絡活動、災害予防及び災

害応急対策を実施 

２ 
 
号 

【地震】 

ａ 市内で特別警報（震度６弱以上）を観測したとき 

ｂ 勤務時間外に、市内で震度５強以上の地震を観測したとき 

ｃ １号体制から体制を強化する必要があるとき 

ｄ 南海トラフ地震臨時情報が発表されたとき 

【津波】 

ｄ 広島県に大津波警報が発表されたとき 

災害対策本部・支部を設置

した体制。全庁的に、情報収

集、連絡活動、災害予防及び災

害応急対策を実施 

（注）震度は、原則として、気象庁が発表した値とする。 

 

イ 災害対策本部を設置しない程度の災害 

    災害対策本部を設置しない程度の地震災害発生については、尾道市行政組織規則 

に基づき、各主管の長においてそれぞれ災害防止にあたり、対策全般の総合調整を総 

務部長が行う。 

(ｱ)  各主管の長は、それぞれの主管業務に関する災害発生を知った場合、直ちに必 

要事項を総務部長に連絡する。 

(ｲ)  総務部長は、各主管の長からの報告を集約し、必要な指示を出し、各主管業務 

円滑に行われるよう調整する。 
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(ｳ)  災害応急対策実施後、各主管の長は、それぞれ法令に基づく被害報告、補助金 

申請事務等遅滞なく処理し、その大要を総務部長に報告する。 

ウ 災害対策本部を設置する場合 

(ｱ)  設置の決定 

     市長は、市内に地震被害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合におい 

て、総合的な対策を講じるため、必要があると認める場合、災害対策本部を設置す 

る。なお、市長が不在で連絡困難な場合には、副市長が市長に代行して災害対策本 

部を設置する。 

ａ 総務部長は、地震発生後の気象情報並びに各主管の長の報告をもとに災害対 

策本部設置について遅滞なく、市長若しくは災害対策本部設置責任者に報告し、 

災害対策本部設置について指示を受けねばならない。 

ｂ 災害対策本部設置に必要な事項は、尾道市災害対策本部設置条例に定めると

ころによる。 

ｃ 災害対策本部長は、尾道市災害対策本部規程に基づき直ちに組織動員計画を

策定し、速やかに災害応急対策を実施する。 

ｄ 動員にあたっては、職員の安全の確保に十分に配慮しつつ、災害対策本部が長

期にわたって設置させることを想定し、交代要員やローテーションなどについ

て、あらかじめ定めるよう努める。 

(ｲ)  設置基準 

ａ 津波注意報・警報が発せられたとき。 

ｂ 市内に震度５弱以上の地震が発生したとき。 

ｃ 地震発生により大規模な火災、爆発、水難等が発生し、市長が必要と認めたと 

き。 

ｄ その他市長が必要と認めたとき。 

ｅ 災害の規模、内容等必要に応じ現地対策本部を設ける。 

(ｳ)  伝達 

本部長は、本部の開設を決定したときは、直ちに班長に連絡するとともに県（危 

機管理監）に報告する。 

(ｴ)  災害対策本部の開設場所 

災害対策本部は特別の場合を除き尾道市本庁舎に置くこととし、地震・津波等の 

影響により庁舎が使用できない場合は長者原スポーツセンターに置く。但し、被災 

の状況によって、その他の施設に設置することもある。 

(ｵ)  廃止の決定 

本部長は、市内に災害が発生するおそれが解消したと認めたとき、又は災害応急 

対策がおおむね完了したと認めたときは、災害対策本部を廃止するとともに直ち 

に各班長に連絡し、また県（危機管理監）へ報告する。 

（ｶ） 廃止基準 

ａ 災害発生のおそれが解消したとき。 

ｂ 災害応急対策がおおむね完了したとき。 

ｃ その他、本部長が必要なしと認めたとき。 
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(ｷ)  災害対策本部・事務分掌 

災害対策本部・事務分掌 

部 名 
班  名 

（班長担当職） 
分  掌  事  務 構 成 員 

本 部 長 

（市   長） 

 

 

副 本 部 長 

（副 市 長） 

 

 

本 部 

（総 務 部 長） 

（企画財政部長） 

（議会事務局長） 

（因島総合支所長） 

（瀬戸田支所長） 

（御調支所長） 

（向島支所長） 

 

総 括 班 

（総 務 課 長） 

（情報システム課長） 

（因島総合支所市民生活

課長） 

（瀬戸田支所住民福祉課長） 

（御調支所まちおこし課長） 

（向島支所しまおこし課長） 

（災害対策本部要員） 

1 災害対策本部の運営に関すること。 

2 本部会議に関すること。 

3 防災会議及び関係機関との連絡調整に関すると。 

4 各部の総合調整及び連絡に関すること。 

5 気象情報の収集及び通報に関すること。 

6 各部からの災害情報及び被害報告の取りまとめに関

すること。 

7 自主防災組織の育成・指示に関すること。 

8 避難情報等に関すること。 

9 応援派遣の要請に関すること。 

10 車両の配車計画に関すること。 

11 防災ボランティアに関すること。 

12 部の庶務に関すること。 

13 支所との連絡調整及び情報伝達に関すること。 

○総 務 課 

○情報システム課 

○因島総合支所

市民生活課 

○瀬戸田支所 

住民福祉課 

○御調支所 

まちおこし課 

○向島支所 

しまおこし課 

上記各課職員 

○災害対策本部

要員 

職 員 班 

（職 員 課 長） 

1 本部職員の動員計画に関すること。 

2 応援班の編成に関すること。 

3 本部職員の宿舎及び給食に関すること。 

○職員課職員 

企 画 班 

（政 策 企 画 課 長） 

1 本部長の特令に関すること。 

2 本部長の指揮命令の伝達に関すること。 

3 担当管内の情報の収集及び応急対策に関すること。 

○政策企画課職員 

広 報 班 

（秘 書 広 報 課 長） 

（議会事務局次長） 

（選 管 事 務 局 長 ） 

（監 査 事 務 局 長 ） 

1 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

2 災害及び被害情報の広報に関すること。 

3 気象情報の周知に関すること。 

4 被災者の安否問い合わせに関すること。 

5 災害視察者、見舞者の応援に関すること。 

○秘書広報課 

○議会事務局 

○選管事務局 

○監査事務局 

上記各課職員 

経 理 班 

（財 政 課 長） 

（会 計 課 長） 

1 災害対策本部の経理に関すること。 

2 災害対策資材その他物品の購入並びに出納に関する

こと。 

3 住宅被災者に対する融資等に関すること。 

4 中小企業被災者に対する融資に関すること。 

○財政課職員 

○会計課職員 

調 査 班 

（市 民 税 課 長） 

（資 産 税 課 長） 

（収 納 課 長） 

1 住家被害の調査と罹災証明書の交付に関すること。 

○市民税課職員 

○資産税課職員 

○収納課職員 

庶 務 班 

（浦崎・百島支所長） 

1 災害情報の収集と本部への連絡に関すること。 

2 地元消防団並びに住民との連絡に関すること。 

3 住民に対する広報に関すること。 

○各支所職員 
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応 援 班 

（美  術  館  長 ） 
1 災害応急対策全般の応援に関すること 

○美 術 館 

上記各職員 

消   防   部 

（消 防 局 長） 

（消 防 団 長） 

消 防 班 

（ 消 防 局 次 長 ） 

（尾 道 消 防署 長 ） 

（尾道西消防署長） 

（因 島 消 防署 長 ） 

（ 副 団 長 ） 

1 消防、水防に関すること。 

2 災害の予防、応急対策に関すること。 

3 人命の救急救助と財産の保護に関すること。 

4 部にかかる被害調査に関すること。 

5 災害後の安全対策に関すること。 

6 災害警戒の広報及び指導に関すること。 

7 避難の指示に関すること。 

○消防局職員 

○各消防署職員 

○消 防 団 員 

応 急 対 策 部 

（建 設 部 長） 

庶 務 班 

（契 約 課 長） 

（用 地 課 長） 

（まちづくり推進課長） 

1 建築部各班の連絡調整に関すること。 

2 応急復旧資機材の調達及び保管に関すること。 

3 道路・河川・堤防・がけ崩れパトロールに関すること。 

4 部にかかる災害相談に関すること。 

5 部にかかる関係庶務に関すること。 

○契 約 課 

○用 地 課 

○まちづくり推進課 

上記各課職員 

土 木 班 

（土 木 課 長） 

（維 持 修 繕 課 長） 

（因島総合支所しまおこし

課長） 

（因島総合支所施設管理

課長） 

（御調支所まちおこし課長） 

（向島支所しまおこし課長） 

（瀬戸田支所しまおこし課長） 

1 土木関係災害の調査に関すること。 

2 農地及び農業用施設の災害対策に関すること。 

3 土木関係業者に対する協力要請に関すること。 

4 道路、河川、堤防、山崩れ等応急対策に関すること。 

5 作業隊の指揮監督に関すること。 

6 障害物の除去に関すること。 

7 市街地の損壊家屋等の対策に関すること。 

8 災害危険区域の非常警備に関すること。 

9 建築関係業者の動員に関すること。 

10 宅地の危険度判定に関すること。 

11 市街地の排水対策に関すること。 

12 ポンプ所及び樋門の保全に関すること。 

○土 木 課 

○維持修繕課 

○因島総合支所

しまおこし課 

○因島総合支所

施設管理課 

○御調支所 

まちおこし課 

○向島支所 

しまおこし課 

○瀬戸田支所 

しまおこし課 

上記各課職員 

輸 送 対 策 班 

（土 木 課 長） 

（維 持 修 繕 課 長） 

1 緊急輸送計画の企画・立案。 

2 緊急輸送に係る他機関との連絡調整。 

3 臨時輸送拠点の確保。 

○土木課職員 

○維持修繕課職員 

建 築 班 

（建 築 課 長） 

1 市有建物の災害防止と応急対策に関すること。 

2 応急住宅の建築に関すること。 

3 建物の危険度判定に関すること。 

○建築課職員 

港 湾 班 

（港 湾 振 興 課 長） 

1 港湾関係情報の収集報告に関すること。 

2 港湾関係の災害応急対策に関すること。 
○港湾振興課職員 
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福祉・医療対策部 

（福祉保健部長） 

（病院管理部長） 

（市民病院事務

部長） 

（みつぎ総合病院 

事務部長） 

災 害 救 助 班 

（社 会 福 祉 課 長） 

（高齢者福祉課長） 

（子育て支援課長） 

（因 島 福 祉 課 長） 

（御調まちおこし課長） 

（向島しまおこし課長） 

（瀬戸田支所住民福祉課長） 

1 要配慮者の避難支援及び救護に関すること。 

2 災害救助法の適用に関すること。 

3 救援物資の配給に関すること。 

4 指定避難所の設置に関すること。 

5 生業資金、更正資金に関すること。 

6 被服、寝具その他の生活必需品の給与、貸与に関す

ること。 

7 在園中の保育児の避難に関すること。 

8 災害時の応急保育に関すること。 

9 遺体の対策及び身元調査に関すること。 

10 部に係る連絡調整に関すること。 

11 義援金品の受付、配分に関すること。 

12 見舞金に関すること。 

13 部にかかる災害相談に関すること。 

○社会福祉課 

○高齢者福祉課 

○子育て支援課 

○因島福祉課 

○御調支所 

まちおこし課 

○向島支所 

しまおこし課 

○瀬戸田支所 

住民福祉課 

上記各課職員 

医 療 ・ 保 健 活 動 班 

（市民病院経営企画課長） 

（市民病院総務人事課長） 

（市民病院医事課長） 

（市民病院看護部長） 

（みつぎ総合病院事務部

次長） 

（みつぎ総合病院看護部長） 

（健康推進課長） 

（御調保健福祉センター

所長） 

1 応急医療に関すること。 

2 医師、助産師等協力要請に関すること。 

3 保健師活動に関すること。 

4 医療班の庶務経理に関すること。 

○市 民 病 院 

○みつぎ総合病院 

○健康推進課 

○御調保健福祉

センター 

上記各課職員 

市 民 生 活 部 

（市民生活部長） 

食 料 班 

（市 民 課 長） 

（保 険 年 金 課 長） 

（人権男女共同参画課長） 

1 被災者及び災害応急対策に従事する者の応急食料

の確保に関すること。 

2 被災世帯の調査に関すること。 

○市民課職員 

○保険年金課職員 

○人権男女共同参

画課職員 

衛 生 班 

（環 境 政 策 課 長） 

（清 掃 事 務 所 長） 

（衛生施設センター所長） 

（南部清掃事務所長） 

1 被災地域の塵芥及び塵芥処理に関すること。 

2 し尿処理及び塵芥処理施設の応急対策に関するこ

と。 

3 し尿処理及びし尿処理業者の動員に関すること。 

4 し尿を除く廃棄物の処理及び衛生関係に関すること。 

5 被災地域の防疫及び消毒に関すること。 

6 被災地域の飲料水（上水道を除く）の消毒に関するこ

と。 

○環境政策課 

○清 掃 事 務 所 

○衛生施設センター 

○南部清掃事務所 

上記各課職員 
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産 業 部 

（産 業 部 長） 

農 林 水 産 班 

（農 林 水 産 課 長） 

（農業委員会事務局長） 

1 農林水産関係災害情報の収集に関すること。 

2 農林水産関係被害の調査に関すること。 

3 水産施設の災害対策に関すること。 

4 農作物水産物の被害に対する事後処理等指導に関

すること。 

5 災害対策用主要食料等の調達、あっせんに関するこ

と。 

6 部にかかる災害相談に関すること。 

○農林水産課 

○農業委員会 

上記各課職員 

商 工 観 光 班 

（商 工 課 長） 

（観 光 課 長） 

1 商工業施設及び生産品並びに観光施設の被害調査

並びに応急対策に関すること。 

2 生活必需品等の調達に関すること。 

○商工課職員 

○観光課職員 

教 育 部 

（教 育 長） 

（教育総務部長） 

（学校教育部長） 

庶 務 班 

（庶 務 課 長） 

（因島瀬戸田地域教育課長） 

教 育 班 

（学校経営企画課長） 

（教 育 指 導 課 長） 

（因島瀬戸田地域教育課長） 

1 部にかかる情報の収集及び報告に関すること。 

2 学校施設及び設備の保全並びに応急対策に関する

こと。 

3 教育部の庶務に関すること。 

4 学校関係災害の調査に関すること。 

5 応急教育計画に関すること。 

6 児童及び生徒の避難に関すること。 

7 被災児童及び生徒の保護指導に関すること。 

8 学校給食に関すること。 

○庶 務 課 

○学校経営企画課 

○教育指導課 

○因島・瀬戸田 

地域教育課 

上記各課職員 

社 会 教 育 班 

（生 涯 学 習 課 長） 

（文 化 振 興 課 長） 

（因島瀬戸田地域教育課長） 

1 社会教育施設の保全並びに応急対策に関すること。 

2 文化財産等の保全に関すること。 

○生涯学習課 

○文化振興課 

○因島瀬戸田 

地域教育課 

上記各課職員 

上 下 水 道 部 

（上下水道事業管理者） 

（上下水道局長） 

庶 務 班 

（経 営 総 務 課 長） 

1 水道部門の連絡調整に関すること。 

2 水道局庶務全般に関すること。 
○経営総務課職員 

技 術 班 

（水 道 工 務課 長 ）

（浄 水 課 長） 

 

1 水道施設応急工事に関すること。 

2 水道災害の調査に関すること。 

3 緊急水源の確保、配水に関すること。 

4 水道施設の災害復旧に関すること。 

5 給水計画に関すること。 

○水道工務課職員 

○浄水課職員 

下 水 道 班 

（ 下 水 道 課 長 ） 

1  下水道施設の警戒防護に関すること。 

2  下水道施設の応急復旧工事に関すること。 

3  市街地の排水対策に関すること。 

4  ポンプ所及び樋門の保全に関すること。 

○下水道課職員 

 

(ｸ)  災害対策本部は、県の災害対策本部及び国の非常災害現地対策本部又は緊急災害 

現地対策本部等が設置された場合には、必要に応じて合同会議を開催するなど、救 

助・救急、医療及び消火活動等の関係機関と密接に連携を図る。 
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(2)  動員体制 

市災害対策本部における職員の動員は、本部長の配備の決定に基づき、以下の図で示 

す系統で伝達し動員する。また、本部長が配備を決定したとき、総括班は速やかに各班 

に伝達し、班長は班員に連絡する。また、災害対策本部各班で災害応急対策実施に当た 

って職員が不足するとき、本部長は災害対策本部内で余裕のある班から当該班と協議 

して動員派遣する。しかし、災害対策本部全体を持ってなお不足するときは、県東部支 

部に応援要請を行う。 

ア 動員の方法 

本部長が配備を決定したときは、総括班は速やかに各班に伝達し、班長は班員に連 

絡する。 

イ 勤務時間外の時の動員の伝達 

本部長は、総括班長に連絡するものとし、総括班長は各班長に、各班長は班員に速 

やかに伝達し、配備体制を整える。 

ウ 通信途絶時、交通途絶時の動員方法 

通信途絶並びに交通途絶の事態に備え、自主参集のための基準及び参集場所をあ 

らかじめ定めておく。 
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エ  系統図 

(ｱ)  勤務時間中 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  勤務時間外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  要員確保 

   災害応急対策を実施するに当たって、災害対策本部要員及び消防職（団）員等の動 

員のみでは不足するとき、及び特殊な作業のため技術力が必要なときにおける災害対 

策要員の確保について定める。 

ア  災害対策要員確保の順序 

応急対策の内容によっては、優先順位の要員に余裕があっても、他の種別要員を先 

に動員する必要があるときはこの限りではない。 

(ｱ)  災害対策本部の要員 

(ｲ)  消防職員及び消防団員 

(ｳ)  関係地区の自主防災組織に所属する住民 

(ｴ)  ウ以外の地区の自主防災組織に所属する住民 

(ｵ)  日本赤十字奉仕団員の動員 

(ｶ)  作業員の雇入れ 

(ｷ)  自衛隊 

(ｸ)  県職員 

(ｹ)  他市町からの応援 

イ 災害対策本部要員の動員は、市災害対策本部長が行う。 

ウ 自衛隊員については、「第３章の２ 第５節 自衛隊災害派遣計画」による。 

エ 県職員については、県東部支部長に依頼する。 

 

本  部  長 

配 備 決 定 

本部（総括班長） 班     長 班     員 

メール配信 
庁内電話 
庁内放送 

庁内電話 

口  頭  

本  部  長 

配 備 決 定 

本    部 

総 務 部 長 

総 務 課 長 

 

班     長 班     員 

メール配信 
ＮＴＴ 
携帯電話 

ＮＴＴ 

携帯電話 
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第２項 地震及び津波に関する情報等の伝達に関する計画 

１ 方針 

この計画は、市内に地震が発生し、又は地震による津波等の発生するおそれがある

場合において、防災関係機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、津波警

報等、地震及び津波に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。 

 

２ 地震・津波情報の収集・伝達 

(1)  県内の地震動等の観測施設 

ア 気象庁が行う地震動及び津波の観測施設  

県内には、津波地震観測装置が庄原市西城町熊野、府中市上下町矢多田、北広島町

都志見及び呉市音戸中学校の４箇所に設置され、このうち府中市上下町矢多田を除

き震度の観測を行っている。このほか計測震度計が広島市中区上八丁堀、呉市宝町、

福山市松永町、三次市十日市中、北広島町有田、東広島市黒瀬町、三原市円一町及び

広島空港前述の８箇所に整備され、震度の自動観測を行っている。 

また、広島港には巨大津波観測計（２ｍ以上の津波を検知）を設置している。 

イ 県が行う地震動の観測 

県は、県内各市町に計測震度計を設置し、震度情報を県庁に送信する震度情報ネッ

トワークシステムを整備している。 

このシステムにより、震度情報を市及び県で把握し、職員の参集や災害応急対策を

行うとともに、総務省消防庁及び広島地方気象台へ送信し、広域応援体制の確立を図

るほか、気象庁が発表する地震情報にも活用されている。 

ウ 防災科学技術研究所が行う地震動の観測 

防災科学技術研究所は、全国に全国強震動観測網（Ｋ－ＮＥＴ）を整備し、強震記

録や震度データの収集を行っている。 

この観測点のうち県内に設置された以下の２０地点について、気象庁が発表する

地震情報に活用されている。 

（三次市三次町、三次市甲奴図書館、庄原市西城町大佐、庄原市東城町、庄原市高野

町、北広島町豊平郵便局、北広島町川小田、安芸高田市向原町長田、三原市館町、

尾道市長江、尾道市因島土生町、広島市中区羽衣町、世羅町東神崎、神石高原町油

木、廿日市市大野、福山市東桜町、府中市府川町、東広島市西条栄町、呉市二河町、

竹原市中央） 

(2)  気象庁が発表する津波警報等の種類及び内容 

ア 種類 

ａ 大津波警報・津波警報：担当する津波予報区において津波による重大な災害のお

それがあると予想されるとき発表する。 

         なお、大津波警報は特別警報に位置付けられる。 

ｂ 津波注意報：担当する津波予報区において津波による災害のおそれがあると予

想されるとき発表する。 

ｃ 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 
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イ 発表基準・解説・発表される津波の高さ等 

ａ 津波警報等 

 

種類 

 

発表基準 想定される被害と取るべき行動 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（予想される津波の高さ区分） 

巨大地震の

場合の発表 

大津波警報 

（津波特別警報） 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで３ｍを

超える場合 

巨大な津波が襲い、木造家屋が全壊・

流失し、人は津波による流れに巻き込

まれます。 

沿岸部や川沿いにいる人はただちに

高台や避難ビルなど安全な場所へ避

難してください。 

津波は繰り返し襲ってきます。警報が

解除されるまで安全な場所から離れ

ないでください。 

１０ｍ超 

(10m＜予想される津波

の最大波の高さ) 

巨大 

１０ｍ 

(5ｍ＜予想される津波

の最大波の高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想される津波

の最大波の高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで１ｍを

超え３ｍ以下の場

合 

標高の低いところでは津波が襲い、

浸水被害が発生します。人は津波に

よる流れに巻き込まれます。 

津波は繰り返し襲ってきます。警報

が解除されるまで安全な場所から離

れないでください。 

３ｍ 

(1ｍ＜予想される津波

の最大波の高さ≦3ｍ) 

高い 

津波注意報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで、０．２

ｍ以上１ｍ以下の

場合であって、津

波による災害のお

それがある場合 

海の中では人は速い流れに巻き込ま

れ、また、養殖いかだが流失し小型

船舶が転覆します。 

海の中にいる人はただちに海から上

がって、海岸から離れてください。 

潮の流れが速い状態が続きますの

で、注意報が解除されるまで海に入

ったり海岸に近づいたりしないよう

にしてください。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想される津波

の最大波の高さ≦1ｍ) 

（表記し

ない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 津波予報 

（注）津波警報等の留意事項 
１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を

行う。このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさらに高くな
る可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小さくなる前
に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

２ 津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位と、
その時点に津波がなかったとした場合の潮位との差である。 

３ 地震の規模（マグニチュード）が８を超えるような巨大地震は地震の規模を 
数分内に精度よく推定することが困難であることから、推定した地震の規模が過
少に見積もられているおそれがある場合は、予想される津波の高さを定性的表現
で発表する。 

４ 沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の来 
襲に間に合わない場合がある。 

５ 津波警報等は、最新の地震・津波データの解析結果に基づき、内容を更新する
場合がある。 
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 発表基準 内容 

津
波
予
報 

津波が予想されないとき。 

（地震情報に含めて発表） 
津波の心配なしの旨を発表。 

0.2 メートル未満の海面変動が予想されたとき。 

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

高いところでも 0.2m 未満の海面変動のため被害の心

配はなく、特段の防災対応の必要がない旨を発表。 

津波注意報解除後も海面変動が継続するとき。 

（津波に関するその他の情報に含めて発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続す

る可能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水

浴などに際しては十分な留意が必要である旨を発表。 

(3)  地震及び津波に関する情報の種類と内容 

ア 伝達基準 

(ｱ)  県内で震度１以上の地震を観測したとき。 

(ｲ)  広島県に津波警報等が発表されたとき。 

(ｳ)  その他地震及び津波に関する情報を発表することが公衆の利便を増進する 

  と認められるとき。なお、公衆の利便を更に増進させるために必要があると 

認めた場合は、広島地方気象台で収集した資料及び状況を気象庁の情報に付 

加して発表する。 
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イ 地震・津波に関する情報の種類及び内容 

 情報の種類 発表基準 発表内容 

地
震
情
報
（
注
１
） 

震度速報 震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名

（全国を１８８地域に区分）と地震の揺れの検知時刻

を速報。 

震源に関する情報 

震度３以上 

（津波警報または注意報を

発表した場合は発表しな

い） 

「津波の心配がない」または「若干の海面変動があるか

もしれないが被害の心配はない」旨を付加して、地震の

発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。 

震源・震度情報 

震度１以上 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、

震度１以上を観測した地点と観測した震度を発表。 

それに加えて、震度３以上を観測した地域名と市町村

毎の観測した震度を発表。 

津波警報・注意報または若干

の海面変動が予想された時 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手してい

ない地点がある場合は、その市町村・地点名を発表。 

緊急地震速報（警報）発表時  

長周期地震動に関する観測

情報 

震度１以上を観測した地震

のうち、長周期地震動階級

１以上を観測した場合 

地域ごとの震度の最大値・長周期地震動階級の最大値

のほか、個別の観測点毎に、長周期地震動階級や長周期

地震動の周期別階級等を発表。（地震発生から１０分後

程度で 1回発表） 

遠地地震に関する情報 

マグニチュード７．０以上 

国外で発生した地震について、地震の発生時刻、発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）を、地震発生

から概ね３０分以内に発表※１。 日本や国外への津波

の影響に関しても記述して発表。 

都市部など著しい被害が発

生する可能性がある地域で

規模の大きな地震を観測し

た場合（国外で発生した大

規模噴火を覚知した場合に

も発表することがある。） 

その他の情報 

顕著な地震の震源要素を更

新した場合や地震が多発し

た場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発し

た場合の震度１以上を観測した地震回数情報等を発

表。 

推計震度分布図 震度５弱以上 
観測した各地の震度データをもとに、２５０ｍ四方ご

とに推計した震度（震度４以上）を図情報として発表。 

 情報の種類 発表内容 

津
波
情
報
（
注
２
） 

津波到達予想時刻・予想され

る津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予測時刻や予想される津波の高さを５段階の数値

（メートル単位）または２種類の定性的表現で発表 

各地の満潮時刻・津波の到達

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 実際に津波を観測した場合に、その時刻や高さを発表。 

沖合の津波観測に 

関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推定される沿岸での

津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で発表 

（注１）国外でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合にも、地震の発生時刻、発生場所（震源）、及び

その規模（マグニチュード）を、「遠地地震に関する情報」として日本や国外への津波の影響に関しても

記述し発表。 

（注２）津波情報で用いられる広島県の津波観測点は、広島港及び呉港である。（第六管区海上保安本部管理） 
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(4)  津波警報等の伝達経路 

ア 気象庁本庁は、津波警報等を発表した場合、次の経路により関係機関に通知す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ・太枠の機関は気象業務法施行令第８条第１号及び第９条の規定に基づく法定伝達機関 

・二重線の経路は、気象業務法第１５条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の 

措置が義務づけられている伝達経路 

・※印は、津波注意報の通知は行わない 

・日本放送協会広島放送局は津波警報が発令されたときに、「緊急警報信号」を発信する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N H K 広 島 放 送 局 

携 帯 電 話 事 業 者 

住 
 
 

民 

N H K 

N T T 東 日 本 又 は 西 日 本 

県警察本部※ 
広島地方気象台 

消 防 庁 

陸上自衛隊第 1 3 旅団 

中 国 地 方 整 備 局 太 田 川 河 川 事 務 所 

警 察 庁 広 島 県 警 察 関 係 警 察 署 

民 間 報 道 機 関 

中 国 運 輸 局 

市  町 

  

広 島 県 

神戸地方気象台 海上保安部署等 船 舶 第六管区海上保安本部 第 五 管 区 海 上 保 安 本 部 

気 象 庁 本 庁 

又は 

大 阪 管 区 気 象 台 
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イ 広島地方気象台は、必要と認める場合には、地震及び津波に関する情報を発表し、 

次の経路により関係機関に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四国管区警察局 

第六管区海上保安本部 関係海上保安部（署） 

（注）１ 広島地方気象台からの伝達経路のうち、実線は専用線（気象庁本庁からの伝達経路も含む）、点線は、
専用線以外の副次的な伝達経路である。（副次的な伝達経路とは、インターネット回線を利用した防災

情報提供システムをいう。） 
２ 民間報道機関は、㈱中国放送・広島テレビ放送㈱・㈱広島ホームテレビ・㈱テレビ新広島・広島エフエ
ム放送㈱・㈱中国新聞社である。 

県 警 察 本 部 関 係 警 察 署 

日本放送協会広島放送局 

中 国 運 輸 局 

民 間 報 道 機 関 

中国地方整備局太田川河川事務所 

中 国 地 方 整 備 局 河 川 部 

西 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 広 島 支 社 

海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部 

陸上自衛隊第１３旅団司令部 

広島地方気象台 広 島 県 地

域

住

民 

市 町 
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ウ ＮＴＴ西日本は、次の経路により津波警報を関係市町に伝達する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)  津波に対する自衛措置 

近地地震の発生においては、津波到達までの時間が短く、津波警報等の入手を待 

って対策を講じたのでは間に合わない場合があるので、沿岸地域の市町は、震度４ 

以上の地震が発生した場合、次の措置をとる。 

ア 津波警報等関係気象官署から、何らかの通報が届くまで、地震発生から少なく 

とも３０分間は高台等から海面の状態を監視する体制を確立しておくこと。 

イ 市町に対する津波注意報及び警報の伝達は、放送による方が早い場合が多いの 

で、地震発生から少なくとも１時間はＮＨＫ放送を聴取することとし、その責任

者を定めておくこと。 

（参考）気象業務法施行令第１０条の規定により、津波に関する気象庁の警報事 

項を適時に受けることができない状況にある地の市町長及び災害により津

波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなった地の市

町長は、津波警報を発表することができる。 

(6)  緊急地震速報が発表された場合の措置 

市は、受信した緊急地震速報をデジタル防災無線（戸別受信機を含む。）等で伝達 

可能な場合には、住民へ伝達する。 

(7)  居住者等への情報の伝達 

市及び県は、津波警報等及び津波に関する情報が、管轄区域内の居住者、観光客釣り 

客やドライバー等滞在者その他公私の団体（以下「居住者等」という。）に対して、正 

確かつ広範に伝達されるよう、次の措置を講じるよう努める。この場合において、居住 

者等が具体的にとるべき行動について、併せて示すものとする。 

ＮＴＴ西日本又は東日本 

【広島エリア】（８） 

広島市役所、大竹市役所、廿日市市消防本部、廿日市市大野支所、 

府中町役場、海田町役場、熊野町役場、坂町役場 

福山市役所 

【福山エリア】（１） 

三原市役所、三原市本郷支所、尾道市役所、尾道市因島総合支所、 

尾道市瀬戸田支所、尾道市消防局 

【尾道エリア】（６） 

呉市役所、呉市消防局、竹原消防署、東広島市役所、江田島市役所 

大崎上島町役場、大崎上島町大崎支所、大崎上島町木江支所 

【呉エリア】（８） 

ＮＴＴ西日本中国支店 
※ファクシミリ網による一斉同報方式 
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ア 聴覚障害者や外国人に対する情報伝達として、津波警報等及び津波に関する情報 

の伝達経路及び方法を明示した看板等を設置する。 

イ 観光施設、宿泊施設等の施設管理者に対しては、デジタル防災無線の戸別受信機等 

の伝達手段を確保に努める。 

屋外にいる者に対しては、同報無線の屋外拡声子局、サイレン、電光掲示板等によ 

り伝達するよう努める。 

ウ 海水浴場の施設管理者は、監視施設等へラジオ、戸別受信機等の情報収集機器及び 

拡声器、放送設備、サイレン津波フラッグ等の情報伝達機器を配備し、迅速な情報収 

集及び伝達を行うものとする。 

(8)  船舶関係者（荷役船、作業船、漁船、プレジャーボート）及び養殖事業者等に対す 

る伝達各海上保安部（署）からの情報伝達と併せて各媒体を活用して伝達する。 

(9)  船舶、漁船等の固定、港外退避などの措置 

港湾や漁港に停泊、又は係留中の船舶は、津波の満ち潮によって陸上に打ち上げられ、 

引き潮によって漂流・転覆するおそれがある。したがって、港湾・漁港管理者は、漁業 

協同組合や船舶管理者との協議に基づき、緊急連絡網及び漁業無線により連絡して措 

置をとるよう要請することとして、津波避難誘導計画の策定に努める。 

(10) 情報の伝達方法 

市は、津波警報等及び情報の伝達手段として、デジタル防災無線の整備を促進すると 

ともに、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、広報車、半鐘、サイレン、テレビ 

（ＣＡＴＶ含む。）、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（登録制メール、 

緊急速報メールを含む。）、ワンセグ、インターネット、アマチュア無線等多様な通信手 

段を確保し、また、迅速な避難行動がとれるよう、統一的な図記号等を利用したわかり 

やすい誘導表示板の設置等避難場所、避難路の周知を図るものとする。この場合におい 

て、高齢者や障害者等の災害時要配慮者となりうる者や一時滞在者等に対する伝達に 

ついて十分考慮するものとする。 
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第３項 住民等の避難誘導に関する計画 

１ 方針 

地震により、建築物、工作物の破損や広範囲な火災、がけ崩れ、土石流、津波等が発生

した場合には、市長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施責任者は、必要

に応じ避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。 

特に、市長は、災害発生時において適切な措置をとるため、あらかじめ指定緊急避難場

所等の指定を行い、平素から住民への周知徹底を図るとともに、住民を含めた訓練に努め

ることとする。 

この計画では、避難の指示等、避難誘導について定める。 

 

２ 避難の指示等 

(1)  指示する者 

避難の措置の実施責任者は、関係法令の規定に基づき、次により避難の指示等を行 

う。 

ア 市長の措置 

(ｱ)  市長は、火災、がけ崩れ、土石流、津波等の事態が発生し、又は発生のおそれ 

があり、住民の生命、身体に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やか 

に立退きの避難指示等を発令する。 

なお、避難指示等を発令したときは、速やかに、その旨を知事に報告する。 

(ｲ)  市長は、強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感じ 

て避難の必要を認める場合若しくは大津波警報・津波警報を覚知した場合は、速 

やかに避難指示等を発令する。 

なお、津波警報等の覚地により避難指示等を発令する場合には、津波警報等で 

発表される津波高に応じた発令対象区域を定め発令することとする。 

(ｳ)  地震の発生により、降雨等による二次災害のおそれのある地域については、雨 

量・水位等による避難指示等を発する基準を設けておく。 

イ 警察官及び海上保安官の措置 

警察官及び海上保安官は、地震災害の発生により、住民の生命、身体に危険を及 

ぼすおそれのある事態が発生し、市長が措置を行ういとまがないとき又は市長から 

要請があったとき、若しくは住民の生命、身体に危険が切迫していると自ら認める 

ときは、直ちに当該地域住民に対し立退きを指示する。 

ウ 自衛官の措置 

(ｱ)  災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しよ 

うとしている場合において、市長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場 

合に限り、警戒区域を設定し、災害応急対策従事者以外の者の立ち入り制限、禁 

止又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちにその旨を市長に通知しな

ければならない。 

(ｲ)  災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合 

で、警察官がその場にいないときに限り、危険な場所にいる住民に避難の指示を 

することができる。 
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エ 知事又はその命を受けた職員 

(ｱ)  知事又はその命を受けた職員は、洪水若しくは高潮の氾濫又は地すべりの危険

が著しく切迫していると認めるときは、危険な地域の住民に対し、立退きを指示 

する。 

(ｲ)  災害の発生により市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった

ときは、市長が実施すべき避難指示等の措置の全部又は一部を知事が代わって実

施しなければならない。 

(2)  避難指示等の内容 

市長等避難指示等を発令する者は、次の内容を明示して実施する。 

ア 避難対象地域 

イ 避難指示等の発令理由 

ウ 避難先及び避難経路 

エ 避難の方法及び携行品 

オ その他必要な事項 

(3)  住民への周知及び関係機関への連絡 

避難の指示等をした者又は機関は、速やかに当該地域の住民に対して、その内容を 

周知するとともに、関係各機関に対して連絡する。 

ア 住民への周知徹底 

避難の措置を実施したときは、当該実施者は速やかにその内容を市ホームペー 

ジ、尾道市公式ＬＩＮＥ、防災アプリ、尾道市役所災害情報発信ツイッタ―、デジ

タル防災無線、災害情報共有システム（Ｌアラート）、広報車、半鐘、サイレン、

テレビ（ワンセグを含む。）、ラジオ（コミュニティ FM放送を含む。）、携帯電話

（登録制メール、緊急速報メールを含む。）、ＣＡＴＶ、インターネット、アマチュ

ア無線など、情報の受け手に応じて多種多様な手段を通じ又は直接住民に伝達す

る。また、必要に応じて、防災関係機関及び自主防災組織等の協力を得て住民への

周知徹底を図る。この場合において、高齢者や障害者等の避難行動要支援者や一時

滞在者等に対する伝達について十分考慮するものとする。 

イ 関係機関の相互連絡 

市、県、県警察、自衛隊及び海上保安庁は、避難の措置を行ったときはその内容 

について相互に連絡通報する。 

(4)  防災上重要な施設の避難対策 

病院、学校、劇場、百貨店、旅館、工場及びその他防災上重要な施設の管理者は、 

あらかじめ広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図における津波の浸水域・浸

水深・到達時間等を参考に避難場所、避難経路、誘導責任者及び指示伝達方法につい

て定めた避難計画を作成し、市長が避難指示等を発令した場合には、これらの施設に

出入りする者等を速やかに安全な場所に避難させ、その者の安全の確保に努める。そ

の際、避難行動要支援者の避難に特に配慮するものとする。 

幼稚園、小・中学校等保護を必要とする園児・児童・生徒等がいる学校（以下「学 

校等」という。）並びに病院及び社会福祉施設等（以下「病院等」という。）において

は、特に次の事項に留意し、避難対策の徹底を図る。 

ア 学校等においては、園児・児童・生徒等を避難させる場合に備えて、平素から教

育、保健、衛生及び給食の実施方法について定める。 

イ 病院等においては、患者又は入所者を他の医療機関又は安全な場所に集団的に避

難させる場合に備えて、平素から受入れ施設の確保、移送の方法、保健、衛生及び

入院患者又は入所者に対する必要な措置について定める。 
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３ 津波避難のための事前の準備 

(1)  津波浸水想定図等の作成及び周知 

居住者等が津波来襲時に迅速かつ的確な避難を行うことができるように、県が作成

した広島県津波浸水想定図をもとに、市は避難地、避難路等を示す津波ハザードマップ 

作成を行い、住民等に周知するものとする。津波ハザードマップ作成にあたっては、県

へ必要な情報の提供を求める。 

(2)  避難場所・避難路の選定 

ア 基本原則 

市は、居住者等が津波来襲時に迅速かつ的確な避難を行うことができるよう広島 

県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図等を基に、避難場所、避難路を事前に選定 

又は見直しを行うものとする。選定に当たっては、地域の状況を十分考慮するものと 

する。 

なお、津波災害を想定した避難場所の選定に当たって、高台等地盤の高い場所への 

避難に３０分以上の時間を要する沿岸地域等においては、堅牢かつ耐震性、津波に対 

する性能を十分確保した高層建物の中・高層階を避難場所に利用する津波避難ビル 

等を確保するものとする。津波到達が早く、避難に必要な時間の確保が困難と想定さ 

れる場合は、更なる津波避難ビルの確保等の措置に努める。 

この場合において、想定される津波波高を考慮し、避難は、原則として３階以上と 

する。 

また、必要に応じて、整備方針等を作成し、避難路・避難階段等の整備を行うもの 

とする。 

選定した避難場所・避難路について、平素から広報等により住民への周知徹底を図 

ることとする。 

また、あらかじめ選定した避難場所、避難路沿い等に統一的な図記号等を利用した 

わかりやすい誘導表示板、案内標識、標高板、海抜表示シート等を設置して、速やか 

に避難できるようにしておくものとする。 

イ 避難場所・避難路の選定基準 

津波災害を想定した避難場所・避難路の選定基準は、おおむね次による。 

(ｱ)  避難場所 

ａ 津波により避難が必要となることが想定される地域（以下「避難対象地域」と 

いう。）から外れていること。（広島県津波浸水想定図を参考とする。） 

ｂ 十分な地盤標高を有すること。 

ｃ 原則としてオープンスペースであること。ただし、耐震性が確保されている建 

物は指定することができる。（昭和５６年の新耐震設計基準に基づき建築された 

建物、耐震補強済みの建物を指定することが望ましい。） 

ｄ 周辺に山・がけ崩れ、危険物貯蔵所等の危険箇所がないこと。 

ｅ 予想される津波よりも大きな津波が発生する場合も考えられることから更に 

避難できる場所があること。 

ｆ 避難者一人あたり十分なスペースが確保されていること（最低限１人当たり 

１㎡以上を確保すること）。 

ｇ 夜間照明及び情報機器（伝達・収集）等を備えていること。 

ｈ 避難場所表示があり、入口等が明確であること。 

ｉ 一晩程度宿泊できる設備（毛布等）、飲食料等が備蓄されていることが望まし 

い。 

 



地震・津波対策編 第３章の２ 第２節 

 - 274 - 

(ｲ)  津波避難ビル 

津波避難ビルの選定基準はおおむね次による。 

ａ ３階建て以上かつ耐震性（昭和５６年の新耐震設計基準に基づき建築された

建物、耐震補強済みの建物を指定することが望ましい。）を有してＲＣ（鉄筋コ

ンクリート）又はＳＲＣ（鉄筋鉄骨コンクリート）構造であること（津波の高さ

や地域の状況によっては２階建ても選定できる）。 

ｂ 海岸に直接面していないこと。 

ｃ 収容スペースとして、１人当たり１㎡以上を確保すること。 

ｄ 避難路等に面していること。 

ｅ 夜間照明や情報機器が備わっていること。 

ｆ 外部から避難が可能な階段があること。 

なお、周辺に適切な避難場所、津波避難ビル等がない場合は、高台の民家や民 

有地（畑や山林等）を避難目標地点として、利用するものとする。この場合にお 

いて、所有者の理解を得ておくとともに、避難階段等（津波避難ビルの場合は非 

常階段等の外階段）を整備しておく必要がある。 

(ｳ)  避難路 

避難路の選定基準は、おおむね次による。 

ａ 山・がけ崩れ、建物の倒壊、転倒・落下物等による危険が少なく、避難者数等 

を考慮して、幅員が広いこと。特に、観光客等の多数の避難者が見込まれる地域 

にあっては、十分な幅員が確保されていること。 

ｂ 橋梁等を有する道路を指定する場合は、その耐震性が確保されていること。 

ｃ 防潮堤や胸壁等の避難障害物を回避する対策（例えば階段等の設置）が図られ 

ていること。 

ｄ 原則として、海岸・河川沿いの道路ではないこと。 

ｅ 津波の進行方向と同方向とすること。（海岸方向にある避難場所へ向かっての 

避難をするような避難路の選定は原則として行わない。） 

ｆ 避難途中での津波の来襲に対応するため、避難路に面した津波避難ビルが確 

保されていることが望ましい。 

ｇ 家屋の倒壊、火災の発生、橋梁等の落下等の事態にも対応できるように、近隣 

に迂回路を確保できる道路を選定することが望ましい。 

ｈ 円滑な避難ができるよう避難誘導標識や同報無線等が設置されていること。 

ｉ 夜間の避難も考慮し、夜間照明等が設置されていること。 

ｊ 階段、急な坂道等には手すり等が設置されている事が望ましい。 

(3)  津波避難計画の作成 

市は、避難対象地域を明示するとともに、避難対象地域別の避難場所、避難路等、 

具体的な避難実施に関して、広島県地震被害想定及び広島県津波浸水想定図における 

津波の浸水域・浸水深・到達時間及び津波災害の特性に応じた津波避難計画を作成す 

るものとする。なお、避難対象地区の選定に当たっては、各種防災施設の整備の状 

況や被害想定の実施等による検証を通じて避難計画を見直していくものとする。さら 

に、住民や防災上重要な施設の管理者等が作成する地域ごとの津波避難計画に関して 

必要な支援を行うものとする。 
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４ 避難の誘導 

(1)  避難誘導に当たる者 

ア 市職員、警察官、消防職員、消防団員その他の避難措置の実施者 

イ 自主防災組織のリーダー等 

(2)  避難誘導の方法 

ア 避難場所・避難路沿いの要点等に誘導に当たる職員等を配置し、あるいは案内標識 

を設置するなどして、住民の速やかな避難を図る。 

なお、あらかじめ指定緊急避難場所を選定した市長は、指定緊急避難場所、避難路 

沿い等に案内標識を設置して、速やかに避難できるようにしておくものとする。 

イ 避難は、幼少児、女性、高齢者及び障害者を優先する。 

ウ 高齢者、障害者等自力で避難の困難な避難行動要支援者に関しては、事前に援助者 

を決めておく等の避難支援プラン（全体計画・個別計画）を作成して支援体制を整備 

し、危険が切迫する前に避難できるよう配慮する。 

また、観光客及び外国人等の避難に当たっても、自主防災組織、消防団、近隣住民 

と連携を図りながら避難誘導を行えるよう、避難の連絡方法や避難補助の方法をあ 

らかじめ定めておくものとする。 

エ 避難指示に従わない者については、極力説得して任意に避難するよう指導する。 

オ 避難場所又は避難路に障害物あるいは危険物がある場合は、市長の指示のもとに 

当該物件の除去、保安その他必要な措置を講じ、避難の円滑を図る。 

カ 交通孤立地区等が生じた場合、ヘリコプター、船舶による避難についても検討し、 

必要に応じ実施するものとする。 

(3)  再避難の措置 

   誘導に当たる関係防災機関及び職員等は、正確な情報把握に努め、避難場所や避難経 

路の状況が悪化した場合には、機を失することなく再避難等の措置を講ずる。 
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第３節 災害発生後の応急対策 

第１項 災害情報計画 

１ 方針 

この計画は、市内に地震が発生し、又は地震による津波等が発生した場合において、

防災関係機関が災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、地震及び津波に関する

災害情報、その他災害に関する情報の収集及び伝達に関して必要な事項を定める。 

 

２ 情報の収集伝達手段 

地震・津波災害情報等の収集及び伝達手段は次のとおりである。 

(1)  情報の収集手段 

ア 住民からの電話、口頭による情報 

  イ パトロール車等による巡回 

  ウ 防災行政無線による収集 

  エ 消防局、警察署からの電話等による通報 

オ その他地元関係機関からの電話等による通報 

カ タクシー会社等無線施設所有者からの情報 

キ マスコミの報道 

ク 広島県震度情報ネットワークシステムの活用 

ケ 広島県防災情報システムの活用 

コ Ｗｅｂ会議システムの活用 

  サ ＳＮＳ等による情報   

  シ 航空機、無人航空機、高所監視カメラ等による目視、撮影等 

(2)  関係機関への伝達手段 

ア 電話、口頭による報告 

  イ 防災行政無線の活用 

  ウ 県総合行政通信網（防災行政無線、衛星通信）の活用 

エ コミュニティＦＭ放送、ケーブルテレビ放送の活用 

  オ 市登録制メール、緊急速報メールの活用 

カ Ｗｅｂ会議システムの活用 

キ ＳＮＳ等の活用 

(3)  その他の収集伝達手段 

インターネット等の情報ネットワークを活用するなど、より細かな情報を正確かつ迅

速に収集伝達するシステムの構築に努めるものとする。 

(4)  市内部の情報収集伝達手段  

関係各課又は消防局は、災害発生情報及びその後の対応状況を迅速に総務部総務 

課へ尾道市災害情報共有システム、ＩＰ無線機、電話等により連絡するものとする。 

 

３  情報の収集伝達経路 

(1)  通常の場合（県が災対本部を設置していない場合）の経路 

ア 災害の予防、未然防止又は拡大防止のための情報 

(ｱ)  基本法第５４条第４項の規定により、災害が発生するおそれのある異常な現 

象について通報を受けた市は、速やかにその旨を県危機管理監に通報する。 

また、緊急な対応を要する場合は、同時に関係のある県地方機関に通報する。 
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(ｲ)  前記(ｱ)の通報を受けた県危機管理監は、災害の予防、未然防止又は拡大防 

止のため必要がある場合は、関係のある指定行政機関の長及び指定地方行政機

関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共

機関、公共的団体並びに防災上重要施設の管理者（以下「災害応急対策責任者」

という。）に通報するとともに、関係のある県各局（部）課を経て県地方機関に

通知する。 

また、原則として、覚知後３０分以内で可能な限り早く、分かる範囲で、国

（総務省消防庁）や必要に応じて自衛隊等に通報し、初動体制に万全を期する。 

県は、市からの報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、

市町からの報告を待たずして情報を入手したときは、直ちに消防庁に対して報

告を行う。 

なお、県が国（総務省消防庁）へ報告すべき災害は、次のとおりである。 

ａ 一般基準 

(a)  災害救助法の適用基準に合致するもの 

(b)  県又は市が災害対策本部を設置したもの 

(c)  災害が２都道府県以上にまたがるもので本県における被害は軽微であって 

も、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

(d)  気象業務法第１３条の２に規定する津波に係る特別警報が発表されたもの 

     (e)  自衛隊に災害派遣を要請したもの 

ｂ 個別基準 

(a)  地震 

      ① 地震が発生し、県又は市町の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

② 人的被害又は住家被害を生じたもの 

(b)  津波 

① 津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

② 津波により人的被害又は住家被害が生じたもの 

ｃ 社会的影響基準 

「ａ 一般基準」、「ｂ 個別基準」に該当しない災害であっても、報道機関

に取り上げられる等、社会的影響度が高いと認められるもの 

(ｳ)  前記(ｱ)の通報を受けた県地方機関は、速やかに応急対策を実施する 

とともに、関係のある県各局（部）課に報告し、必要に応じて県各局（部）課は

県危機管理監に報告する。 

イ その他の情報 

災害応急対策責任者は、災害に関係のある事実又は情報を知ったとき、及び自 

己の管理する施設が災害を受けたときは、その情報及び被害の概況並びに災害に 

対してとった措置の大要を県危機管理監に通報する。 

県危機管理監は、必要と認めた場合は、関係のある他の災害応急対策責任者に 

通報するとともに、関係各課を経て県地方機関に通知する。 

ウ 災害に関する民間団体への通知 

前記ア、イの経路により情報を受けた関係機関は、必要と認めたときは、関係 

のある民間団体に通報する。 

エ 災害応急対策責任者相互の被害状況の情報交換 

災害応急対策責任者は、災害に関する情報の収集に努めるとともに、災害に関 

係のある事故又は情報を知ったとき及び自己の管理する施設が被害を受けたとき 

は、被害の状況及びその災害に対してとった措置をできるだけ相互に通報しあう。 
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(2)  県が災害対策本部を設置した場合の経路 

県が災害対策本部（情報連絡班）を設置した場合の災害情報の収集伝達は、次の経路

によって行うものとする。 

 

 

 

４ 地震・津波災害発生及び被害状況報告・通報 

地震・津波災害が発生した場合は、応急対策を迅速に実施するため、市は災害対策

基本法及びその他関係法令の規定に基づき、県に対し災害発生報告及び被害状況報告

を速やかに実施する。 

なお、報告は原則として、広島県防災情報システム（被害情報管理機能）を利用し

て行う。 

また、地震・津波発生直後については、被害規模に関する概括的情報を含め、把握

できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。おって、報告は県へ行うことを原則

とするが、市内で震度５強以上を記録したもの及び前記ｂ(b)のうち、死者又は行方不

明者が生じたものについては、直接、総務省消防庁へも報告することとする。 

県に報告できない場合にあっては、直接内閣総理大臣（総務省消防庁経由）へ報告

するものとする。 

市及び県は、必要に応じ、収集した被災現場の画像情報を、中央防災無線網等を活

用し、官邸及び政府本部を含む防災関係機関への共有を図るものとする。 

(1)  災害発生報告 

応急対策実施のため、基本法第５３条第１項の規定により行う報告で、災害発 

生状況の迅速な把握を主眼とする。 

ア 伝達経路 

災害発生報告は、次の経路により行う。（災害対策本部が設置されていない場合 

は、「県災害対策本部」は、「県危機管理監」と読み替える。） 

内 閣 総 理 大 臣 

（ 総 務 省 消 防 庁 経 由 ） 

指 定 地 方 行 政 機 関 

指 定 公 共 機 関 

指 定 地 方 公 共 機 関 

陸 上 自 衛 隊 第 １ ３ 旅 団 司 令 部 

海 上 自 衛 隊 呉 地 方 総 監 部 

県 災 害 対 策 本 部 県災害対策本部各支部 尾 道 市 

住
民
・
公
共
団
体
・
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

消 防 機 関 

県 立 学 校 県 教 育 委 員 会 教育事務所 

県 警 察 本 部 警 察 署 

県 関 係 各 課 
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※内閣総理大臣への報告先（以下この節において同じ） 

総務省消防庁 

イ 地震・津波災害発生報告の様式 

   地震・津波災害発生報告は、原則として、広島県防災情報システムにて、発生日時、

場所、人の被害、住家等の被害の有無、対応している措置について迅速に報告するも

のとする。 

  ウ 地震発生報告の処理 

    災害対策本部（災害対策本部が設置されていない場合は危機管理監）は、報告 

の内容を関係各課に連絡するものとし、連絡を受けた関係各課は、必要に応じ関係 

地方機関を通じて所要の調査を行う。 

エ 消防機関への通報が殺到した場合の報告 

地震等により、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防機関への 

通報が殺到した場合、その状況を直ちに総務省消防庁及び県に対し報告するもの 

とする。 

この場合、即報の迅速性を確保するため、消防局から直接、電話、ファクシミ 

リ等最も迅速な方法により報告するものとする。 

オ 県に報告することができない場合の災害発生の報告 

県に報告できない場合の災害発生の報告先は、内閣総理大臣（総務省消防庁経 

由）とする。 

なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行うも 

のとする。 

       区 分 

回線別 平日（９：３０～１８：１５） 

※応急対策室 

左 記 以 外 

※ 宿 直 室 

ＮＴＴ回線 

電 話 ０３－５２５３－７５２７ ０３－５２５３－７７７７ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３７ ０３－５２５３－７５５３ 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電 話 ７－０４８－５００－９０－４９０１３ ７－０４８－５００－９０－４９１０１～４９０１３ 

ＦＡＸ ７－０４８－５００－９０－４９０３３ ７－０４８－５００－９０－４９０３６ 

（県に報告できない場合） 

内 閣 総 理 大 臣 

（総務省消防庁経由） 

県 災 害 対 策 本 部 

（ 情 報 連 絡 班 ） 

県関係地方機関（災害対策支部） 

各支部 
県関係局（部）課

尾

道

市 
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（表１）用 語 の 定 義 

人
の
被
害 

死 者 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認でき

ない が、死亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」と

は、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担によ

る疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律

第 82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの（実際に

は災害弔慰金が支給されていないものも含めるが、当該災害が原因で所

在が不明なものは除く。）とする。 

行 方 不 明 者 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 

重 傷 者 
当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１か月以上の治療を要する見込みの者とする。 

軽 傷 者 

当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１か月未満で治療できる見込みの者とする。 

安 否 不 明 者 当人と連絡がとれず安否がわからない者とする。 

住
家
被
害 

住 家 

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かどうかを問わない。 

全 壊 

（全焼・流失） 

 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家

全 部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だし

く、補 修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、

住家の損 壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面

積の７０％以 上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家 全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が５０％以上に達した 程度のものとする。 

半    壊  

（半焼） 

 

住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

で、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積２０％以上７０％未満の

もの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害

割合で表し、その住家の損害割合が２０％以上５０％未満のものとする。 

一 部 破 損 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程

度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなもの

は除く。 

床 上 浸 水 
住家の床より上に浸水したもの、及び全壊・半壊には該当しないが、

土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

床 下 浸 水 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位とする。 
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非
住
家
被
害 

非 住 家 

住家以外の建物をいう。なお、官公庁、学校、病院、公民館、神社、仏

閣などは非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住して

いるときは、当該部分は住家とする。 

公 共 建 物 

官公庁、学校、病院、公民館、幼稚園等の公用又は公共の用に供する

建物とする。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

※ 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

公
共
土
木
施
設 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）に

よる国庫負担の対象となる施設とする。 

道 路 被 害 

高速自動車道、一般国道、県道及び市町道の一部が損壊し、車両の通行

が不能となった程度の被害とする。 

橋 梁 被 害 

市町村道以上の道路に架設した橋の一部又は全部が流失し、一般の渡橋

が不能となった程度の被害とする。 

河 川 被 害 

河川法（昭和３９年法律第１６７号）が適用され、もしくは準用され

る河川もしくはその他の河川、又はこれらのものの維持管理上必要な堤

防、護岸、水利、床止その他の施設もしくは沿岸を保全するために防護す

ることを必要とする河岸の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 

砂防設備被害 

砂防法（明治３０年法律第２９号）第１条に規定する砂防設備、同法第

３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条

の２の規定によって同法が準用される天然の河岸の被害で、復旧工事を要

する程度のものとする。 

すべり防止 

施 設 被 害 

地すべり等防止法にいう地すべり防止施設の被害で、復旧工事を要す

る程度のものとする。 

急傾斜地崩壊 

防止施設被害 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律にいう急傾斜地崩壊

防止施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 

治山施設被害 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にいう林地荒廃防止施設（治

山施設）の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 

港湾施設被害 港湾法にいう港湾施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 

漁港施設被害 

漁港漁場整備法にいう漁港施設の被害で、復旧工事を要する程度のもの

とする。 

海 岸 被 害 海岸又は海岸施設の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 
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農
林
水
産
施
設 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭

和２５年法律第１６９号）による補助対象となる施設とする。 

田畑の流失埋没 

田畑の耕土が流失、砂利等のたい積、畦畔の崩壊等により耕作が不能

になったものとする。 

田 畑 の 冠 水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

溜池・水路決壊 溜池及び水路の堤防の被害で、復旧工事を要する程度のものとする。 

そ
の
他 

農 産 被 害 

農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物

等の被害とする。 

林 産 被 害 

農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害

とする。 

水 産 被 害 

農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被

害とする。 

商 工 被 害 建物以外の商工被害で例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 

土 石 流 

土石流危険渓流において土石流等が発生したもの又は土石流危険渓流

以外において、土砂流出により、負傷者以上の人的被害、公共施設及び住

宅に一部破損以上の被害を受けたもの及び被害を受ける恐れが生じたも

のとする。  

地 す べ り 地すべりが発生したものとする。 

が け 崩 れ  

急傾斜地崩壊危険箇所において斜面崩壊が発生したもの又は急傾斜地

崩壊危険箇所以外において斜面崩壊が発生した場合で、がけ崩れにより、

負傷者以上の人的被害、公共施設及び住宅に一部破損以上の被害を受けた

ものとする。 

鉄 軌 道 被 害 電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

被 害 船 舶 

ろ、かいろのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能

となったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなけ

れば航行できない程度の被害を受けたものとする。 

清掃施設被害 ごみ処理及びし尿処理施設の被害とする。 

都市施設被害 

街路、公園等、下水道施設、都市排水施設で、地方公共団体の維持管理

に属するものの被害とする。（維持管理に属することとなるものを含む。） 

自 然 公 園 等 

施 設 被 害 

自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）、広島県立自然公園条例及び

広島県自然環境保全条例に定める施設等の被害で、施設利用が不能となっ

た程度のものとする。 

水道（断水） 

上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点

における戸数とする。 
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そ
の
他 

電話（不通） 

災害により通話不能となった電話の回線数のうち、最も多く通話不能

となった時点における回線数とする。 

電気（停電） 

災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数

とする。 

ガス（停止） 

一般ガス導管事業又はガス小売事業で供給停止となっている戸数のう

ち、最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀等 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

そ の 他 各項に該当しない被害とする。 

罹 災 世 帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持で

きなくなった生計を一にしている世帯とする。 

例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので、共同生活

を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また、同一家屋

の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

罹 災 者 罹災世帯の構成員とする。 

被 害 総 額 物的被害の概算額とする。（千円単位） 

火 災 発 生 火災発生件数については、地震によるもののみ報告するものとする。 
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(2)  被害状況の報告及び通報 

応急対策の実施及び災害復旧のため、関係法令等の規定により行う報告及び通報で、

応急対策の実施及び復旧の措置を講ずるに必要な被害状況を把握することを主眼とす

る。 

ア 伝達経路 

被害状況報告及び通報は、次の経路により行う。 

（県が災害対策本部を設置していない場合は危機管理監） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 被害状況の報告等 

(ｱ)  人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害状況及び火災、津波、 

土砂災害の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報

を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。特に、行方不明者の

数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報であるため、住民登録の有無

にかかわらず、市の区域（海上を含む。）内で行方不明となった者について、県警

察等関係機関の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。 

また、行方不明者として把握した者が、他の市町村に住民登録を行っていること

が判明した場合には、当該登録地の市町村又は都道府県（外国人のうち、旅行者な

ど住民登録の対象外の者は直接又は必要に応じ外務省を通じて在京大使館等）に

連絡するものとする。 

(ｲ)  地震発生直後については、県災害対策本部（災害対策本部を設置していない 

場合は、県危機管理監）は、市から収集した情報及び自ら把握した被害規模に関す

る概括的な情報を総務省消防庁へ報告する。 

(ｳ)  県災害対策本部（災害対策本部を設置していない場合は、県危機管理監）は、前

記アの災害発生報告及び被害状況報告に基づき、定期的に被害状況を取りまとめ

て、災害応急対策及び災害復旧に資する。 

(ｴ)  県災害対策本部（災害対策本部を設置していない場合は、県危機管理監）は、被

害状況取りまとめの結果を、基本法第５３条第２項の規定により、内閣総理大臣

（総務省消防庁経由）に報告するほか、必要に応じて政府及び関係機関の援助を要

請するための報告を行う。 

 

 

県 警 察 本 部 

尾 道 市 

（
県
に
報
告
で
き
な
い
場
合
） 

警 察 署 

県 関 係 地 方 機 関 

（ 県 災 害 対 策 本 部 各 支 部 ） 

県 災 害 対 策 本 部 

（ 情 報 連 絡 班 ） 

内 閣 総 理 大 臣 

（ 総 務 省 消 防 庁 経 由 ） 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

公 共 的 団 体 及 び 防 災 上 重 要 な 施 設 の 管 理 者 

関係各課 
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ウ 県に報告することができない場合の被害状況の報告 

県に報告できない場合の被害状況の報告先は、内閣総理大臣（総務省消防庁経 

由）とする。 

なお、県と連絡がとれるようになった後の報告については、県に対して行うも 

のとする。 

エ 人の被害についての速報 

市、県警察本部及び各消防本部が、災害による人の被害についての情報を入手

した場合は、広島県防災情報システムを利用して、速やかに県災害対策本部（災

害対策本部が設置されていない場合は県危機管理監）に伝達する。 

人的被害の数（死者・行方不明者数）については、県が一元的に集約、調整を

行うものとする。その際、県は、関係機関が把握している人的被害の数について

積極的に収集し、一方、関係機関は県に連絡するものとする。当該情報が得られ

た際は、県は、関係機関との連携のもと、整理・突合・精査を行い、直ちに消防

庁へ報告するものとする。 

また、県は、人的被害の数について広報を行う際には、市と密接に連携しなが

ら適切に行うものとする。 

 

 

 

県が災害対策本部を設置する前の連絡先 

危機管理監 

・ ＴＥＬ    ０８２－２２８－２１５９、２１６４、０９９９（直通） 

・             ０８２－２２３－４４３４ 

・ ＦＡＸ    ０８２－２２７－２１２２ 

・ 衛星電話   ７－７－１０１－２３５１～２３５８ 

※衛星電話は、本庁舎及び支所の内線電話も通話可能 

       衛星ＦＡＸ操作の手順 

       ＦＡＸの内線指定 ボタンを押してから 

       ７－ポーズボタン－１０１－１１９ 

 

県が災害対策本部を設置したときの連絡先 

情報連絡班 

・ ＴＥＬ   ０８２－２２８－４４８３（直通） 

・ ＦＡＸ   ０８２－２２７－２１２２ 

・ 衛星電話  ７－７－１０１－２０６０～２０６８ 

 

 

 

 

県災害対策本部 

（情報連絡班） 

尾 道 市 

県 警 察 本 部 

（人の被災状況） 

内 閣 総 理 大 臣 

（消防庁経由） 

消 防 本 部 

（人の被災状況） 

（人の被災状況） 
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《参考 広島県震度情報ネットワークシステムの概要》 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

システムの概要 
○ 県内に設置されている計測震度計等から、震度情報が市町や消防本部などで表示・印字されるとともに、県庁に送

信されます。 
○ 県庁では、県内で観測した震度情報を収集するとともに、自動的に総務省消防庁、広島地方気象台、全市町及び県

警本部に震度情報を送信します。 
○ また、広島県防災情報システムを通じて、県建設事務所・支所等にも情報を提供しています。 
 

システムの概要 
○ 県内に設置されている計測震度計等から、震度情報が市町や消防本部などで表示・印字されるとともに、県庁に送

信されます。 
○ 県庁では、県内で観測した震度情報を収集するとともに、自動的に総務省消防庁、広島地方気象台、全市町及び県

警本部に震度情報を送信します。 
○ また、広島県防災情報システムを通じて、県建設事務所・支所等にも情報を提供しています。 
 

システムの概要 
○ 県内に設置されている計測震度計等から、震度情報が市町や消防本部などで表示・印字されるとともに、県庁に送

信されます。 
○ 県庁では、県内で観測した震度情報を収集するとともに、自動的に総務省消防庁、広島地方気象台、全市町及び県

警本部に震度情報を送信します。 
○ また、広島県防災情報システムを通じて、県建設事務所・支所等にも情報を提供しています。 
 

広島県震度情報ネットワークシステムの構成 
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広島県震度情報ネットワークシステム 

震 度 計 設 置 位 置 図 
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［地震・津波に関する情報発表の概念図］ 

 

※1 津波警報等を震度速報より早く発表する場合あり。 

※2 地震情報に若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない旨を付加して発表した後、津波 

予報で海面変動が予想される津波予報区を発表する。 

※3 津波警報等を発表している津波予報区以外で、海面変動が予想される津波予報区に発表する。 

 

 

 

地震発生 

震度速報 ※1 

 震度３以上で発表  

津波による災害のおそれがあると予想

される場合 

津波警報・注意報 ※1 

津波予報 ※3 

（若干の海面変動） 

津波到達予想時刻・予想される津波の高

さに関する情報 

各地の満潮時刻・津波到達 

予想時刻に関する情報 

津波予報 ※2 

（若干の海面変動） 

震源･震度に関する情報 

推計震度分布図 

 震度５弱以上で発表  

震源に関する情報 

 震度３以上で発表  

震源・震度に関する情報 

各地の震度に関する情報 

   

震源に関する情報 

 震度３以上で発表  

（津波の心配なし） 

各地の震度に関する情報 

  

震源・震度に関する情報 

  震度３以上で発表  

推計震度分布図 

 震度５弱以上で発表  

推計震度分布図 

 震度５弱以上で発表  

津波観測に関する情報 

津波による災害のおそれがないと予想される場合 

海面変動あり 津波なし 

各地の震度に関する情報 

 震度１以上で発表  

震度１以上の観測なしでも発表 

震度１以上の観測なしでも発表 

（津波の心配なし） 

（津波の心配なし） 

緊急地震速報（警報） 

 震度５弱以上が予測された時に発表  

（若干の海面変動）※2 

（若干の海面変動）※2 

（若干の海面変動）※2 

沖合の津波観測に関する情報 

震度１以上で発表 震度１以上で発表 
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気象庁震度階級関連解説表 

使用にあたっての留意事項 

(1)  気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計 

による観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのよ

うな現象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震

度が決定されるものではありません。 

(2)  地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点で 

の観測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。 

また、中高層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中 

でも、階や場所によって揺れの強さが異なります。 

(3)  震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の

１回あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、

地盤の状況により被害は異なります。 

(4)  この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られ

るものを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる

場合もあります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけ

ではありません。 

(5)  この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5年程

度で定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等

によって実状と合わなくなった場合には変更します。 

(6)  この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副 

詞・形容詞を用いています。 

用語 意味 

まれに 

わずか 

大半 

ほとんど 

極めて少ない。めったにない。 

数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

半分以上。ほとんどよりは少ない。 

全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 

が（も）いる 
当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数

量・程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われて

いる場合に使用。 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、こ

れらは「震度○相当」と表現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 



地震・津波対策編 第３章の２ 第３節 

 - 290 - 

人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

０ 
人は揺れを感じないが、震度計には

記録される。 
－ － 

１ 
屋内で静かにしている人の中には、

揺れをわずかに感じる人がいる。 
－ － 

２ 

屋内で静かにしている人の大半が、

揺れを感じる。眠っている人の中には、

目を覚ます人もいる。 

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ

る。 
－ 

３ 

屋内にいる人のほとんどが、揺れを

感じる。歩いている人の中には、揺れ

を感じる人もいる。眠っている人の大

半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てることがあ

る。 
電線が少し揺れる。 

４ 

ほとんどの人が驚く。歩いている人

のほとんどが、揺れを感じる。眠って

いる人のほとんどが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚

にある食器類は音を立てる。座りの悪い置

物が、倒れることがある。 

電線が大きく揺れる。自動車を運

転していて、揺れに気付く人がい

る。 

５弱 
大半の人が、恐怖を覚え、物につか

まりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、棚

にある食器類、書棚の本が落ちることがあ

る。座りの悪い置物の大半が倒れる。固定

していない家具が移動することがあり、不

安定なものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる

ことがある。電柱が揺れるのがわか

る。道路に被害が生じることがあ

る。 

５強 

大半の人が、物につかまらないと歩

くことが難しいなど、行動に支障を感

じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレビが台から落ちること

がある。固定していない家具が倒れること

がある。 

窓ガラスが割れて落ちることが

ある。補強されていないブロック塀

が崩れることがある。据付けが不十

分な自動販売機が倒れることがあ

る。自動車の運転が困難となり、停

止する車もある。 

６弱 立っていることが困難になる。 

固定していない家具の大半が移動し、倒

れるものもある。ドアが開かなくなること

がある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下することがある。 

６強 

立っていることができず、はわない

と動くことができない。揺れにほんろ

うされ、動くこともできず、飛ばされ

ることもある。 

固定していない家具のほとんどが移動

し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下する建物が多くなる。補強されて

いないブロック塀のほとんどが崩

れる。 

７ 
固定していない家具のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛ぶこともある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、落

下する建物がさらに多くなる。補強

されていないブロック塀も破損す

るものがある。 
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木造建物（住宅）の状況 

震度階級 
木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５弱 － 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 

５強 － 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

６弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ

とがある。 

壁などのひび割れ。亀裂が多くなる。壁などに大きなひび

割れ・亀裂が入ることがある。瓦が落下したり、建物が傾い

たりすることがある。倒れるものもある。 

６強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。 

壁などの大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。傾

くものや、倒れるものが多くなる。 

７ 
壁などにひび割れ・亀裂が多くなる。まれに傾

くことがある。 
傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注１） 木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い

傾向があり、昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が

高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建

築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診

断により把握することができる。 

（注２） この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上げ壁（ラ

ス・金網下地を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル

等が剥離し、落下しやすくなる。 

（注３） 木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩

手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害の少ない事例もある。 

鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度階級 
鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

５強 － 
壁・梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入

ることがある。 

６弱 
壁・梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。 

壁・梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多

くなる。 

６強 
壁・梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が多くなる。 

壁・梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひび割

れ・亀裂がみられることがある。１階あるいは中間階の

柱が崩れ、倒れるものがある。 

７ 

壁・梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

がさらに多くなる。１階あるいは中間階が変形し、

まれに傾くものがある。 

壁・梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X状のひび割

れ・亀裂が多くなる。１階あるいは中間階の柱が崩れ、

倒れるものが多くなる。 

（注１） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56

年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。し

かし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年

代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断に

より把握することができる。 

（注２） 鉄筋コンクリート造建物の耐震性は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひ

び割れがみられることがある。 
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地盤・斜面等の状況 

震度階級 地盤の状況 斜面等の状況 

５弱 
亀裂※１や液状化※２が生じることがある。 落石やがけ崩れが発生することがある。 

５強 

６弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

６強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が

発生することがある※３。 ７ 

※１ 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※２ 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面か

らの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる。下水管やマンホールが浮き上がる、建

物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。 

※３ 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることが

ある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱以上の揺れで遮断装置が作動し、

ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガスの供給が止まることがある※。 

断水、停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、高速道

路の規則等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見合わ

せ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認のための基準は、事業者

や地域によって異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等による

安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることがあ

る。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、通信の

事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。 

エレベーターの停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のため自動停

止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※ 震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止

することがある。 



地震・津波対策編 第３章の２ 第３節 

 - 293 - 

大規模構造物への影響 

長周期地震動※

による超高層

ビルの揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比

べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に

対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱い OA 機器な

どが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況と

なる可能性がある。 

石油タンクの

スロッシング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現

象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間を

有する施設の

天井等の破損、

脱落 

体育館、屋内プールなどの大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に

大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落する

ことがある。 

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平

野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。 
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第２項 通信運用計画 

１ 方針 

市、県及びその他防災関係機関は、地震・津波時の通信連絡を迅速かつ円滑に実施する

ため、広島県総合行政通信網の活用、公衆電気通信設備の優先利用及び防災関係機関保有

の無線通信施設などの適切な利用により、非常通信の確保を図る。 

 

２ 広島県総合行政通信網の活用 

  市及び県は、広島県総合行政通信網の活用により、地震・津波時における迅速かつ的確

な通信連絡の確保を図る。 

  広島県総合行政通信網は、県庁と地方機関庁舎とを地上系多重回線で結ぶとともに、県

庁と市及び消防本部とは、衛星系回線で構成した通信網である。 

また、この通信網は、災害時には優先的に通信を確保するため、通信回線の統制機能を

有するとともに、地域衛星通信ネットワークに加入している全国の地球局と音声、ファク

シミリ、データ、映像の受発信機能を有するものである。 

 

３ 公衆電気通信設備の優先利用 

(1)  加入電話の優先利用の申込み 

   防災関係機関は、応急対策の実施等について緊急かつ特別の必要に備えて、災害対 

策用電話について「災害時優先電話」として、あらかじめＮＴＴ西日本に申込みを行 

い、承認を受けておくものとする。 

また、災害対策用電話について変更があった場合は、速やかにＮＴＴ西日本に変更 

を申込み、承認を受けておくものとする。 

優先扱い申込先 申込みダイヤル番号 

１１６センター 「１１６」 

(2)  非常電報・緊急電報の申込み 

区  分 応 答 先 申込みダイヤル番号 

非常・緊急電話 電報センター 「１１５」 

(3)  特設公衆電話（無償）の要請 

   防災関係機関は、災害救助法等が適用された場合等に、避難場所等に設置する特公衆 

電話（無償）を要請する。 

要   請   先 電  話  番  号 

ＮＴＴ西日本中国支店設備部災害対策室 ０８２－５１１－１３７７ 

(4)  臨時電話（有償）等の申込み 

防災関係機関は、必要に応じ、３０日以内の利用期間を指定して、加入電話の提供を

受けるための契約電話（有料）を申込む。 

ア 固定電話 

申   込   先 申込みダイヤル番号 

１１６センター 「１１６」 

  イ 携帯電話 

申   込   先 電  話  番  号 

株式会社ドコモＣＳモバイルレンタ

ルセンター 
０１２０－６８０－１００ 
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４ 有線通信等が途絶した場合における代替措置 

有線通信等が途絶した場合、防災関係機関は、次により通信の確保を図り、災害応急

対策の迅速な実施を図るものとする。 

(1)  防災関係機関設置の無線通信施設の利用 

有線通信が途絶した場合は、防災関係機関の設置する無線による非常通信を優先す 

る。 

非常通信は、無線局の免許人が自ら発受するほか、災害対策関係機関からの依頼に応 

じて非常無線通信を発信する。 

また、無線局の免許人は、災害対策関係機関以外の者から人命の救助に関するもの、 

及び急迫の危険若しくは緊急措置に関する通報の依頼を受けた場合には、必要に応じ 

て非常無線通信を発信する。 

なお、市においては、防災関係機関以外の者の所有する無線局について、あらかじめ 

その実態を把握するとともに、その利用について協議し、マニュアル等を作成しておく 

ものとする。 

(2)  県庁統制局の代替機能の確保 

地震・津波による被害により、県総合行政通信網の県庁統制局が使用できなくなった 

場合に備えて、代替通信機能の確保に努めるものとする。 

(3)  防災相互通信用無線局の使用 

災害時には、異なる免許人の無線局間で通信ができるように共通の周波数を持った 

防災相互通信無線局を活用する。 

ア 設置状況 

中国地方における防災相互通信無線局の設置は、中国管区警察局、中国地方整備局、 

第六管区海上保安本部の各地方機関及び中国地方各県の自治体の一部である。 

イ 通信方法 

各無線局を防災相互通信用のチャンネルに切り替える。ただし、この使用は通信相 

手も同様のチャンネルにしておく必要がある。 

（例）ぼうさいひろしま１１７の場合 

チャンネル１（通常）をチャンネル２に切り替える。 

(4)  放送機関に対する放送の依頼 

知事及び市長は、緊急を要する場合で、かつ、特別の必要があるときは、放送機関に、 

災害に関する通知、要請、伝達、警告及び予警報等の放送を、あらかじめ協議して定め 

た手続きにより、依頼する。なお、市は、知事を通じて依頼するものとする。 

知事と放送機関との放送要請に関する協定は次のとおりである。 

ア 県と日本放送協会との災害時における放送要請に関する協定 

協定年月日     昭和 53年 12 月 21 日 

協 定 者   甲 広島県知事   宮 澤  弘 

乙 日本放送協会    

中国本部長   大 泉  利 道 

 

イ 県と民間放送機関との災害時における放送要請に関する協定 

(ｱ)  協定年月日     昭和 56 年３月 20日 

協 定 者    甲 広島県知事   宮 澤  弘 

乙 株式会社中国放送 

取締役社長   山 本  満 夫 

広島テレビ放送株式会社 
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取締役社長   河 村  郷 四 

株式会社広島ホームテレビ 

代表取締役   宮 田  正 明 

株式会社テレビ新広島 

取締役社長   金 光  武 夫 

(ｲ)  協定年月日     昭和 58 年５月１日 

協 定 者    甲 広島県知事   竹 下  虎之助 

乙 広島エフエム放送株式会社 

取締役社長   松 田  耕 平 

協定の内容は、いずれも広島県地域防災計画附属資料（以下「附属資料」という。） 

に掲載されている。 

(5)  アマチュア無線の活用 

アマチュア無線局の実用通信（個人的な通信技術の興味によって行う通信以外の通 

信）は、通常時は禁じられているが、災害時において通信手段が途絶した際には、市及

び県は、非常通信として、これを活用することを図るものとする。 

ア 市 

市は、平素から地域内のアマチュア無線局の状況を把握するよう努めるとともに、 

災害時における非常通信の協力を依頼する。 

イ 県 

県は、広島県アマチュア無線赤十字奉仕団及び社団法人日本アマチュア無線連盟 

広島県支部に対して、災害時における非常通信の協力を依頼する。 

(6)  移動体通信設備の利用 

防災関係機関は、各種の情報連絡を行うために移動体通信設備（携帯電話）等の有効 

利用による緊急連絡手段の確保を図る。 

(7)  非常通信協議会の活用 

非常通信を確保するため、中国地方非常通信協議会を中心とする関係機関の無線施 

設を利用する。 

 

５ 通信施設の応急対策 

(1)  公衆通信 

ＮＴＴグループ会社は、関連会社と協力し、災害時において可能な限り電気通信サー 

ビスを維持し、重要通信をそ通させるよう、防災業務の推進と防災体制の確立を図ると 

ともに、応急復旧を迅速かつ的確に実施し、通信サービスの確保を図る。 

ア 通信の利用制限 

災害等により通信のそ通が著しく輻輳し、困難となった場合、電気通信事業法に基 

づき、通信の利用を制限（規制）する措置を行う。 

イ 非常通信の確保 

(ｱ)  特設公衆電話の設置 

災害救助法が適用された場合、孤立地域及び避難場所等への特設公衆電話の設 

置に努める。 

(ｲ)  公衆電話の無料化 

広域停電時には、既設公衆電話の無料化に努める。 

ウ 通信設備の応急復旧 

災害を受けた通信設備は、災害対策用機器を活用し、できるだけ早くかつ的確に復 

旧を実施する。 
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エ 災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web 171」の運用 

震度６弱以上の地震発生時や災害の発生により安否連絡が多発すると想定される

場合等に、災害用伝言ダイヤル「171」及び災害用伝言板「Web 171」の提供を運用す

る。 

オ 広報活動（拡大防止策） 

(ｱ)  広報車による広報活動を行う。広報する主な内容は次のとおりとする。 

ａ 被災地域と被災模様 

ｂ 復旧のための措置と復旧見込時期 

(ｲ)  必要に応じて、テレビ・ラジオ等による放送を報道機関に、また防災無線等によ 

る放送を行政機関に依頼するものとする。 

(2)  専用通信 

市、県、県警察、気象庁、国土交通省、海上保安庁、西日本旅客鉄道株式会社、西日 

本高速道路株式会社、更に電力、ガス会社等の無線を用いた専用通信は、災害時の情報 

連絡網として極めて重要な役割を持っている。 

各機関は次の点に留意して、災害時に有効、適切な措置を行うものとする。 

ア 要員の確保 

専用通信施設の点検、応急復旧に必要な要員の確保を図る。 

イ 応急用資機材の確保 

非常用電源（自家発電用施設、電池等）、移動無線機、可搬形無線機等の仮回線用 

資機材など、応急用資機材の確保充実を図るとともに、平常時においてもこれらの点

検整備を行う。 

(3)  放送 

地震及びこれに伴う二次災害の発生によって放送設備が故障し、放送が中断する場 

合に備えて、放送をできるだけ速やかに再開できるように、次のような対策の推進に努

める。 

ア 放送所が被災しても放送が継続できるように、可能な限り放送所内に最小限の予 

備の放送設備を設ける。 

イ 中波放送については、可能な限り非常用放送設備を設ける。 

ウ 放送番組中継回線及び防災関係機関との連絡回線が不通となった場合は、臨時無 

線回線の設定など放送の継続や災害情報の収集が確保できるよう措置する。 

 

６ 通信施設の機能確認及び運用訓練 

通信施設を保有する機関は、災害時等において迅速かつ的確に通信運用が行われるよ

う、定期的に機能確認を実施するとともに、平素から操作方法等の訓練を実施するものと

する。 

 

７ 通信機器の供給の確保 

市及び県は、災害応急対策に必要な通信機器について、必要に応じて、中国総合通信局

に応急貸与を要請する。 

また、貸与された通信機器は、適切に配分する。 

 

８ 通信設備の電源の確保 

市及び県は、災害発生による通信設備の電源供給停止時の応急電源確保のため、必要に

応じて、中国総合通信局に移動電源車の貸与を要請する。 
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第４節 ヘリコプターによる災害応急対策 

１ 方針 

大規模災害時においては、道路の損壊、建物や電柱の損壊により道路の通行が困難ある

いは、孤立集落が生じることが予想されることから、機動性に優れたヘリコプターを活用

した災害応急対策について定める。  

 

２ 活動体制 

県内の防災関係機関が所有するヘリコプターとしては、県の防災ヘリコプター、広島市

の消防ヘリコプターのほか、県警察及び海上保安庁のヘリコプターがある。 

また、大規模災害時等には他の都道府県及び消防機関の消防・防災ヘリコプターによる

応援を受けるものとする。 

さらに、災害派遣要請により自衛隊のヘリコプターの支援を受けることができる。 

これらのヘリコプターを有効に活用するため情報収集、救助・救急、消火、医療等の各

種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関し、県災害対策本部内に航空機の運用

を調整する部署（航空運用調整班）を設置し、必要な調整を行うものとする。 

航空運用調整班は、国交省、自衛隊、海上保安庁、県警察、広島市消防局等航空機運用

関係機関の参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任

務の調整などを行うものとする。 

 

３ 活動内容 

  防災関係機関のヘリコプターについては、その特性を十分活用し、次の各号に掲げる活

動を行う。 

(1)  被災状況等の偵察、情報収集活動 

(2)  救急・救助活動 

(3)  救援隊・医師等の人員搬送 

(4)  救援物資・資機材等の搬送 

(5)  林野火災における空中消火 

(6)  その他特にヘリコプターの活用が有効と認められる活動 

 

４ 活動拠点の確保 

市及び県は、ヘリコプターによる災害応急対策活動を円滑に行うため、次の各号に掲げ

る項目を実施する。 

(1)  関係機関と連携して災害拠点病院や防災活動の拠点となるその他の重要な施設に緊 

急輸送ヘリポートを計画的に整備する。 

(2)  緊急時に着陸できる臨時ヘリポートの候補地を把握し、市においては離着陸時の安 

全性を確保するための支援を行う。 

 

５ 支援要請 

(1)  市長は、ヘリコプターによる災害応急支援が必要となったときは、県及び広島市へ 

支援要請する。市長から支援要請を受けた県及び広島市は、公共性、緊急性、非代替性

を勘案し、ヘリコプターによる支援の有効性及び必要性が認められる場合に支援を行

うものとする。 
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(2)  支援要請方法は次の図による。 

ア 通常災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 大規模災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 各機関への対応要請 

(1)  県警察 

県は、必要に応じてヘリコプターテレビによる映像の配信を県警察に要請するとと 

もに、救助活動等の調整を行う。 

(2)  海上保安庁 

県は、海上保安庁ヘリコプターによる応急対策活動が必要な場合には、第六管区海 

上保安本部へ出動を要請する。 

(3)  自衛隊 

   県は、「第３章の２ 第５節 自衛隊災害派遣計画」に基づき要請する。 

(4)  他県応援ヘリコプター 

市及び県は、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱（総務省消防 

庁）」、「緊急消防援助隊運用要綱」等に基づき、消防庁長官に対し、応援要請する。 

広島市消防局通信指令室 
（②出動ヘリ決定） 

県危機管理監 
尾道市 

尾道市消防局 

①出動要請 

県防災航空センター 
（④出動可否決定） 

③要請の連絡 

④要請書 FAX ⑤出動の報告 

⑤出動の通知 

③要請及び 
出動ヘリの連絡 

④要請書 FAX 

広島市消防航空隊 

③出動ヘリ回答 

③要請の指令 
④要請書 FAX ⑤出動の報告 

④要請書 FAX 

尾道市 
尾道市消防局 

①要請窓口一元化通知 

②出動要請 

③出動ヘリ回答 

県災害対策本部 
（航空運用調整班） 

県防災航空センター 

③要請の指令 ④出動の通知 

③要請の指令 ④出動の通知 

広島市消防航空隊 
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県は、「中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定（平成２３ 年３月１日締結）」、 

「広島県・愛媛県消防防災ヘリコプター相互応援協定（令和２年９月１１日締結）」に 

基づき、関係県知事に対し、応援要請する。 

 

７ 臨時ヘリポートの準備 

災害派遣を要請した場合、市は次の事項に留意して受入れ体制に万全を期すこと。 

(1)  離着陸の風圧により巻き上げられる危険性のあるものを撤去し、砂じんの舞い上が 

るおそれがあるときは、十分に散水する。 

また、積雪時は、除雪又は圧雪する。 

(2)  離着陸時は、安全確保のために関係者以外の者を接近させないようにする。 

(3)  臨時ヘリポートにおける指揮所、物資集積場所などの配置については、地理的条件 

に応じた機能的配置を考慮するとともに、事前に派遣部隊などと調整をすること。 

(4)  風向風速を上空から確認判断できるように、臨時ヘリポート近くに吹き流し又は旗 

をたてる。これが準備できない場合でも、航空機の進入方向を示す発煙筒を焚く。 

(5)  着陸地点には次図を標準とした ○Ｈ  を表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  物資を空輸する場合は、物資計量のための計量器を準備する。 

(7)  ヘリポートの使用に当たっては、市災害対策本部及び施設など管理者に連絡する。 

(8)  ヘリポートを選定する際は、避難場所及び避難所との競合をさける。

  

斜線内は通常白色（石灰） 

積雪時は赤色とする。 

0.3m以上 

0.45m 
以上 

３m以上 

進入方向 

進入方向 

２m 

４m以上 
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別 紙 

１ 臨時ヘリポートの設定基準 

 臨時ヘリポートの設定基準（地積）は、次のとおりである。 

区分 
消防・防災ヘリコプター 

警察、海上保安庁ヘリコプター 
設定基準（地積） 

小・ 

中型 

 

 
広島県防災航空隊 アグスタＡＷ１３９ 

 

広島市消防航空隊 ＡＳ３６５Ｎ３ 

 
広島県警察航空隊 ＡＳ３６５Ｎ２ 

 

 

 

第六管区海上保安本部 広島航空基地  

アグスタＡＷ１３９ 

 

陸上自衛隊 ＵＨ－１ 

 

大型 

 

 

陸上自衛隊 ＣＨ－４７ 

 

 

海上自衛隊 ＵＨ－６０ 

 

 

海上自衛隊 ＭＣＨ－１０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20m 

20m 

着陸帯 

着陸点 
40m 

40m 

250mm 250m

ｍm 

14° 14° 

35m 

250m 250m 

14° 

着陸帯 

着陸点 
100m 

14° 

35m 

100m 
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第５節 災害派遣・広域的な応援体制 

第１項 自衛隊災害派遣計画 

１ 方針 

 陸上自衛隊第１３旅団長及び海上自衛隊呉地方総監等（以下「旅団長等」という。）は、

自衛隊法(昭和２９年法律第１６５号)第８３条及び災害対策基本法第６８条の２の規定

により、知事、第六管区海上保安本部長及び広島空港長（以下「要請者」という。）から

部隊等の派遣要請があり、事態やむを得ないと認める場合、又はその事態に照らし特に緊

急を要し、要請を待ついとまがないと認められる場合は、速やかに部隊等を派遣して、災

害救助活動を実施する。 

 

２ 自主派遣の基準 

自主派遣の基準は、次のとおりである。 

(1)  災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報 

収集を行う必要があると認められること。 

(2)  災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認めら 

れる場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められること。 

(3)  海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が 

明確な場合に、当該救援活動が人命救助に関するものであること。 

(4)  その他災害に際し、前記(1)から(3)に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待 

ついとまがないと認められること。 

この場合においても、部隊等の長は、できる限り早急に知事等に連絡し、密接な連絡 

調整のもとに、適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努めるものとする。 

 

３ 災害派遣部隊の活動 

災害派遣部隊は、緊急性、公共性を重視して関係機関と緊密な連携のもと、相互に協力

して次の救援活動を実施する。 

(1)  被害状況の把握及び通報 

空中等からの偵察により、被災状況を的確に把握し、必要に応じて防災関係機関に通 

報する。 

なお、震度５弱以上の地震に際し、部隊等は、航空機等により当該災害の発生地域等 

の情報収集を行うとともに、その情報を、必要に応じ、県に伝達する。県は、自衛隊に 

対して、的確な災害情報の提供に努める。 

(2)  遭難者等の遭難救助 

行方不明者、負傷者が発生した場合は、原則として他の救援活動等に優先して捜索、 

救助を行う。 

(3)  人員及び救援物資の緊急輸送 

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、 

救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。 

特に緊急を要すると認められるものについては、航空機による輸送を行う。 

(4)  炊飯及び給水支援 

特に要請があった場合、又は旅団長等若しくは派遣部隊の長が必要と認める場合は、 

給食及び給水支援を行う。 
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(5)  道路及び水路の啓開 

緊急交通路及び避難場所等への道路及び水路を重点に、障害物を除去し道路及び水 

路の確保に当たる。 

(6)  水防活動 

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。 

(7)  その他 

その他臨機の必要に応じ、避難者の誘導、通信、医療、消防等の支援について、自衛 

隊の能力で対処可能な範囲で、所要の活動を行う。 

  

４ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとして

いる場合において、市長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の市

長の職権を行うことができる。この場合において、市長の職権を行ったときは、直ちにそ

の旨を市長に通知しなければならない。 

(1)  警戒区域の設定、立ち入り制限・禁止、退去命令 

(2)  市の区域内の他人の土地等の一時使用等 

(3)  現場の被災工作物等の除去等 

(4)  市の区域内の住民等を応急措置の業務に従事させること。 

 

５ 災害派遣要請の手続等 

(1)  派遣要請の手続 

要請に当たっては、自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１０６条の規定

に基づく、所定事項を記載した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要す

るときは、電話等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行うことができる。 

要請文書には、次の事項を記載する。 

ア  災害の情況及び派遣を要請する事由 

イ  派遣を希望する期間 

ウ  派遣を希望する区域及び活動内容 

エ  その他参考となるべき事項 

(2)  派遣要請先、要請者連絡先及び連絡方法 

ア  要請先及び連絡方法 

(ｱ)  陸上自衛隊第１３旅団長 

     陸上自衛隊第１３旅団司令部 安芸郡海田町寿町２－１ 

           第３部（防衛班） 

      電話 ０８２－８２２－３１０１  内線２４１０ 

     （夜間・土日・祝日等）        内線２４４０（当直幕僚） 

(ｲ)  海上自衛隊呉地方総監 

     海上自衛隊呉地方総監部防衛部 呉市幸町８－１ 

             オペレーション 

      電話 ０８２３－２２－５５１１ 

内線２８２３、２２２２（当直） 
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(ｳ)  航空自衛隊西部航空方面隊司令官 

     航空自衛隊西部航空方面隊 福岡県春日市原町３－１－１ 

            司令部防衛部運用課 

      電話 ０９２－５８１－４０３１  内線２３４８ 

         （課業時間外）内線２２０３（ＳＯＣ当直） 

イ 要請者連絡先及び連絡方法 

(ｱ)  県危機管理監危機管理課 広島市中区基町１０－５２ 

       電話 ０８２－２２８－２１１１  内線２７８３～２７８６ 

         ０８２－２２８－２１５９  （直通） 

         ０８２－５１１－６７２０  （直通） 

(ｲ)  第六管区海上保安本部 広島市南区宇品海岸三丁目１０－１７ 

       電話 ０８２－２５１－５１１１ 内線３２７１～３２７５ 

         ０８２－２５１－５１１５、５１１６ （直通）（当直） 

(ｳ)  大阪航空局広島空港事務所 三原市本郷町善入寺６４－３４ 

     電話 ０８４８－８６－８６５０ 

(3)  災害派遣の要請の要求等 

ア 市長は、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、知事に自衛隊の災害派 

遣の要請をするよう求めることができる。 

イ 市町長は、前記アの要求ができない場合には、その旨及び災害の状況を防衛大臣又は 

その指定するもの（陸上自衛隊第１３旅団長、海上自衛隊呉地方総監等）に通知すること

ができる。この場合において、当該通知を受けた防衛大臣等は、その事態に照らし特に緊

急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、自主派遣等をすることができ

る。 

ウ 市長は、前期イの通知をしたときは、速やかに知事に通知しなければならない。 

(4)  生活関連支援活動に係る協定 

倒壊家屋の処理等の生活関連支援活動において、被災者の財産権等にかかわる支援 

活動については、地震・津波発生後、要請者と旅団長等が事前に協議し、協定書 

 

６ 災害派遣部隊の受け入れ 

(1)  自衛隊の災害派遣が決定したときは、要請者は、市又は関係機関の長に、派遣部隊の 

受け入れ体制を整備させるとともに、必要に応じて派遣部隊と市又は関係機関との連 

絡に当たる職員を現地に派遣する。 

(2)  災害派遣を依頼した市又は関係機関の長は、派遣部隊の受け入れに必要な次の事項 

について万全を期すこととする。 

ア 派遣部隊到着前 

(ｱ)  市及び関係機関における派遣部隊等の受け入れ担当連絡部署（職員）の指定及 

び配置（平常時からの指定及び配置を含む。） 

(ｲ)  派遣部隊指揮所及び連絡員が市及び関係機関と緊密な連絡をとるに必要かつ適 

切な施設（場所）の提供 

(ｳ)  派遣部隊の宿営地及び駐車場等の準備（平常時から宿営地候補地の検討を含む。） 

(ｴ)  派遣部隊が到着後速やかに救援目的の活動を開始できるよう、必要な資機材等 

の準備 

(ｵ)  臨時ヘリポートの設定（第３章の２第４節ヘリコプターによる災害応急対策計 

画による。） 

(ｶ)  艦艇が使用できる岸壁の準備（接岸可能な岸壁の検討） 
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イ 派遣部隊到着後 

(ｱ)  派遣部隊を迅速に目的地に誘導する。 

(ｲ)  他の関係機関の救援活動との重複を避け、最も効果的な救援活動が分担できる 

よう、派遣部隊指揮官と協議する。 

(ｳ)  派遣部隊指揮官、編成装備、到着日時、活動内容及び作業進捗状況等を知事等に 

報告する。 

 

７ 派遣に要する経費の負担 

部隊等が派遣された場合、次の各号に掲げる経費は自衛隊において負担し、それ以外の

経費は、それぞれの災害応急対策責任者の負担とする。 

(1)  部隊の輸送費（民間の輸送力（フェリー等を含む。）を利用する場合及び有料道路の 

通行を除く。） 

(2)  隊員の給与 

(3)  隊員の食料費 

(4)  その他の部隊に直接必要な経費 

 

８ 災害派遣部隊の撤収要請 

(1)  要請者は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めた場合は、自衛隊の撤収を要請 

する。 

(2)  災害派遣命令者は、前項の要請があった場合又は派遣の必要がなくなったと認める 

場合は、速やかに部隊等の撤収を命ずる。 
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第２項 相互応援協力計画 

１ 方針 

大規模な地震・津波等の発生時においては、本市単独で地震に対する防災活動を速やか

に行うことについて困難が想定されるが、消防、救出はもとより、食料や医療、資機材等

の供給や要員の派遣等についても、場合によっては本市を超えた広域的な応援体制に協

力を要請する必要も考えられる。この場合、広域応援協定を締結し、応援を要請する場合

の基準や手続きを明確化するとともに、応援を受け入れる場合の役割分担等の体制整備

等についてもあらかじめ十分協議し、万全な体制の整備を図る。 

 

２ 実施内容 

 市、県、県警察、防災関係機関は必要に応じて、他の機関に協力を要請し、応急措置等

を迅速かつ円滑に遂行する。 

(1)  市 

ア 知事等に対する応援要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し、原則 

として次の事項を示し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。なお、原 

則として文書により行うこととするが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、 

迅速な方法で行い、事後速やかに文書を提出する。 

(ｱ)  災害の状況及び応援を必要とする理由 

(ｲ)  応援を必要とする職種別人員 

(ｳ)  応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等 

(ｴ)  応援を必要とする場所及び応援場所への経路 

(ｵ)  応援を必要とする期間 

(ｶ)  その他必要な事項 

イ 他の市町長に対する応援要請 

市長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県内全市町によ 

る災害時の相互応援に関する協定等に基づき他の市町長に応援を求める。 

また、応援を求められた市町長は、県が行う市町間の調整に留意するとともに必要 

な応援を行う。 

ウ 緊急消防援助隊の応援等の要請のための連絡 

市長は、大規模災害により、自らの市の消防力だけでは対応できず、大規模な消防 

の応援等を受ける必要があると判断したときは、「広島県緊急消防援助隊受援計画」

に基づき、速やかに県知事に当該応援等が必要である旨の連絡を行うものとする。  

(2)  県 

ア 他の都道府県に対する応援要請 

知事は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害時の相互応 

援に関する協定（「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」、「中国五

県災害等発生時の広域支援に関する協定」、「中国・四国地方の災害等発生時の広域支

援に関する協定」、「関西広域連合と中国地方知事会との災害時の相互応援に関する

協定」）に基づき応援を要請する。 

また、災害時の相互応援に関する協定以外の場合にも、国と協力し、「応急対策職 

員派遣制度」に基づき、他の地方公共団体による被災市町への応援に関する調整を実

施するものとする。 
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イ 市町に対する応援 

(ｱ)  知事は、県内において大規模災害が発生した場合、直ちに、被災した市町の災害 

対策本部に連絡員を派遣して情報を収集し、市町から災害応急対策を実施するた 

めの応援を求められた場合又は応援を行う必要が認められる場合は、県の災害応

急対策の実施との調整を図りながら、必要な支援を行う。 

(ｲ)  知事は、被災市町の行う災害応急対策の的確かつ円滑な実施を確保するため、 

他の市町長に対し、原則として次の事項を示して被災市町の災害応急対策の実施

状況を勘案しながら、被災市町に対する応援について必要な指示又は調整を行う。 

ａ 災害の状況及び応援を必要とする理由 

ｂ 応援を必要とする職種別人員 

ｃ 応援を必要とする資機材、物資等の品名・数量等 

ｄ 応援を必要とする場所及び応援場所への経路 

ｅ 応援を必要とする期間 

ｆ その他必要な事項 

ウ 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施の要請 

知事は、県内における災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、必 

要があると認めるときは、原則として次の事項を明らかにして、指定行政機関の長若

しくは指定地方行政機関の長に対し応急措置の実施を要請する。なお、原則として文

書により行うこととするが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な方法

で行い、事後速やかに文書を提出する。 

(ｱ)  災害の状況及び応援を必要とする理由 

(ｲ)  応援を必要とする職種別人員 

(ｳ)  応援を必要とする資機材、装備、物資等の品名・数量等 

(ｴ)  応援を必要とする場所及び応援場所への経路 

(ｵ)  応援を必要とする期間 

(ｶ)  その他必要な事項 

エ 緊急消防援助隊の応援等 

知事は、大規模災害により、県内の消防力だけでは対応できず、緊急消防援助隊の 

応援等が必要な非常事態であると判断したときは、「広島県緊急消防援助隊受援計画」

に基づき、消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の応援等を要請する。 

 

 

 

 

  総務省消防庁 

       区 分 

回線別 

平日（9:30～18:15） 

※応急対策室 

左 記 以 外 

※ 宿 直 室 

ＮＴＴ回線 
電 話 03-5253-7527 03-5253-7777 

ＦＡＸ 03-5253-7537 03-5253-7553 

消防防災無線 
電 話 7-90-49013 7-90-49101～49103 

ＦＡＸ 7-90-49033 7-90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電 話 77-048-500-90-49013 77-048-500-90-49101～49103 

ＦＡＸ 77-048-500-90-49033 77-048-500-90-49036 
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(3)  県警察 

県公安委員会は、県内警備力を持って災害に対処することができない場合、警察庁又

は他の都道府県警察に対し、警察災害派遣隊等の援助要請を行う。 

(4)  第六管区海上保安本部 

関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、

海上における災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、陸上における救助・

救急活動等について支援するほか、次に掲げる支援活動を実施する。この場合、応急医

療能力及び宿泊能力を強化した災害対応型巡視船の活用について配慮する。 

ア 医療活動場所の提供について要請があったときは、医務室を設備しているヘリコ

プター搭載型巡視船等を当たらせる。 

イ 災害応急対策の従事者の宿泊について要請があったときは、ヘリコプター搭載型

巡視船等を当たらせる。 

(5)  防災関係機関 

ア 防災関係機関の長は、当該防災関係機関の災害応急対策を実施するため必要があ

ると認めるときは、県に対し、原則として次の事項を示し応援を求め、又は市若しく

は他の防災関係機関の応援のあっ旋を依頼する。なお、原則として文書により行うこ

ととするが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な方法で行い、事後速

やかに文書を提出する。 

(ｱ)  災害の状況及び応援を必要とする理由 

(ｲ)  応援を必要とする機関名（あっ旋を求める場合） 

(ｳ)  応援を必要とする職種別人員 

(ｴ)  応援を必要とする資機材、装備、物資等の品名・数量等 

(ｵ)  応援を必要とする場所及び応援場所への経路 

(ｶ)  応援を必要とする期間 

(ｷ)  その他必要な事項 

イ 防災関係機関相互の協力 

(ｱ)  各機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの災害応急対策の実 

施に支障のない限り、協力又は便宜を供与する。 

(ｲ) 各機関の協力業務の内容は、「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」 

に定める範囲とする。 

(ｳ)  各機関相互の協力が円滑に行われるよう、事前に協議を行っておく。 

(ｴ)  県は、各機関の間で相互協力のあっ旋をする。 

 

３ 民間団体等への応援要請 

災害応急対策の実施に際し、日赤奉仕団並びに町内会等の民間組織の活用を図り、万全

を期しておく。 

(1)  奉仕団は災害応急対策の実施に際し、下記団体をもって編成する。 

ア 日本赤十字奉仕団 

イ 町内会 

ウ 女性会 

(2)  奉仕作業 

ア 炊き出し奉仕・・・被災者の炊き出しを行う。 

イ 避難所奉仕・・・・避難所に収容した被災者の世話をする。 

ウ 物資配給奉仕・・・食料、医療その他の給与物資を受けて被災者に配給する。 
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４ 相互応援協定等の締結 

各防災関係機関は、災害時における相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ他の関

係機関と相互応援に関する協定などを締結するとともに、共同訓練の実施、平常時から担

当部署の指定、体制の整備などに努めるものとする。 

  

５ 応援要員の受け入れ体制 

防災関係機関が災害応急対策を実施するに際して、各機関が県外から必要な応援要員

等を導入した場合、知事及び市長は、これらの要員や資機材のための宿泊施設、駐車場等

について、各機関の要請に応じて可能な限り、準備、あっせんする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペース

の適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

６ 応急措置の代行 

災害が発生した場合において、被災により市がその全部又は大部分の事務を行うこと

が不可能になった場合、県は、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、警戒

区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制

限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限、他人の土地等を一時使用

し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急

措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務

に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市に代わって行うも

のとする。 

被災により、市及び県が、その全部又は大部分の事務を行うことが不可能となった場合

は、国は、応急措置を実施するため市に与えられた権限のうち、他人の土地等を一時使用

し、又は土石等を使用し、若しくは収用する権限及び現場の災害を受けた工作物等で応急

措置の実施の支障となるものの除去等をする権限並びに現場にある者を応急措置の業務

に従事させる権限により実施すべき応急措置の全部または一部を、市に代わって行うも

のとする。 

 

７ 被災地への職員の派遣 

市及び県は、職員派遣に備え、災害対応業務ごとに、あらかじめ派遣職員名簿を作成す

るなどして、速やかに応援職員を派遣できる体制を整備するものとする。 

また、被災地へ応援職員を派遣する場合は、被災地域での居住・勤務経験や災害対応経

験等を考慮した職員の選定に努めるものとする。 

さらに、応援職員の派遣に当たっては、国及び地方公共団体は、派遣職員の健康管理や

感染症対策を徹底するものとする。 

なお、被災地への応援職員派遣は、派遣元となる市職員の人材育成を通じた災害対応力

の向上につながることから、積極的な応援職員派遣に努めるものとする。 

県職員は、被災市町に赴いた際には、災害対応の進捗状況等を的確に把握するとともに、

その状況に応じて、被災市町から積極的に人的支援ニーズを把握し、関係省庁及び都道府

県との情報共有を図り、必要な職員の応援が迅速に行われるよう努める。 
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第３項 防災拠点に関する計画 

１ 方針 

この計画は、地震・津波発生時における災害対策活動の拠点施設を整備し、救援物資の

輸送及び救援部隊集結のための拠点を指定配置するに当たり、必要な事項を定める。 

 

２ 広島県防災拠点施設 

(1)  施設の機能 

ア  食料、生活必需品、防災資機材の備蓄拠点機能 

災害に備え、被災者用物資として毛布や非常食料など、また、救助用資機材として 

バールやハンマーなどを備蓄する。 

イ  救援物資の集積・搬送拠点機能 

災害時に県内外から寄せられる大量の救援物資を集積し被災地へ搬送する。 

ウ  救援部隊の集結・後方支援拠点機能 

災害時には遠隔地からの救援部隊の集結場所となる。また、救援部隊の待機・休息 

スペースを確保する。 

エ  防災航空センター機能 

ヘリコプターによる消防防災活動を実施する防災航空センターを整備。 

なお、大規模災害時には、他の防災関係機関からの応援ヘリが飛来することが想定 

されるため、応援ヘリの駐機、格納のためのスペースを確保する。 

オ 災害対策本部代替拠点機能 

災害等により、県庁舎が使用できない場合に、災害対策本部として活動ができる機 

能を確保する。 

(2)  施設の特徴 

ア 備蓄倉庫、防災広場と防災航空センターを一体的に整備しているため、救援物資の 

緊急輸送の即応が可能である。 

イ 県中央に位置し、広島空港に隣接しているため、県内各地へ短時間で物資の搬送が 

可能である。 
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(3)  施設の管理運営 

区 分 内    容 管 理 運 営 

平 常 時 

・防災に関する広報啓発 

・備蓄資機材等の管理等 

危機管理監、防災航空センター 

健康福祉局 

・防災ヘリコプターの運航 防災航空センター 

災害発生時 

・災害対策本部との連絡調整 

・備蓄物資搬入・搬出作業 

・救援物資の仕分け・一次保管作業 

・応援要員・ボランティア受入等 

災害対策本部実施部防災拠点班 

（危機管理監、健康福祉局等） 

・防災ヘリコプターの運航 災害対策本部事務局 

【本部設置時】 

・災害対策本部事務局事務 

（災害対策運営要領参照） 

災害対策本部事務局 
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(4)  施設の概要 

施 設 名 称 広島県防災拠点施設 

場     所 〒７２９－０４１６ 三原市本郷町善入寺９４－２２ 

連  絡  先 

０８４８－８６－８９３１（ＴＥＬ） 

０８４８－８６－８９３２（ 〃 ） 

０８４８－８６－８９３３（ＦＡＸ） 

敷 地 面 積 約２４、９１８㎡ 

構 
 

成 
 

施 
 

設 
 

等 

      

※ 

備蓄倉庫棟 

鉄骨造１階建て 

床面積４、４８２㎡ 

物資の備蓄 

救援物資の集積・搬送 

 

主

な

備

蓄

物

資 

 食 料 品：クラッカー、液体ミルク、粉ミルク、離乳食、 

アルファ化米 

 生活必需品：毛布、紙おむつ（幼児用、成人用）、 

生理用品、簡易トイレ（凝固剤、収納袋） 

 防災資機材：主な備蓄物資 

防災資機材：【地域住民用】 

          ビニールシート、一輪車、バール、ハンマー、 

のこ、金てこ、ＲＣバール、救助ロープ、防塵メガ 

ネ、防塵マスク、ケブラー手袋、絶縁ボルトグリッ 

パー、油圧ジャッキ、土のう袋 

【防災拠点用】 

          畳（緊急畳）、毛布（真空パック）、ビニールシー 

ト、ヘルメット、軍手、雨具、ウォーターコンテナ、 

カセットコンロ、石油ストーブ、扇風機、救急箱、 

災害用敷マット 

※ 

管 理 棟 鉄骨造２階建て 

床面積約１、８８３㎡ 

防災航空センター事務室、会議室、 

防災室、多目的室 

ヘリ格納庫 防災ヘリコプター格納庫 

防災広場 約８、５００㎡ 
救援物資の仕分け作業スペース 

救援部隊の集結スペース 

駐 車 場 約２、８００㎡ 防災活動用の駐車場 

※ 免震構造（特殊ゴム等で構成される免震装置により地震時の建築物の揺れを小 

さくする構造） 

３ 救援拠点 

(1)  拠点の指定及び開設 

防災拠点施設を補完し、被災地における災害対策活動を迅速かつ効果的に実施す 

るため、県は、既存の公園や体育館等の施設をあらかじめ救援拠点として指定し、災

害発生時に必要に応じて開設する。 

ア 救援物資輸送拠点 

県外から送られてくる大量の救援物資の受け入れ及び搬送のための拠点とする。 
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イ 救援部隊集結拠点 

倒壊家屋等からの救出活動を迅速かつ効率的に行うための救援部隊の集結拠点と

する。 

(2)  配置計画 

ア 救援物資輸送拠点 

種    類 施      設 対象地域 箇 所 数 

陸上対応 

① 救援物資搬入 

② 救援物資一次保管用建屋 

③ 臨時ヘリポート用広場 

④ その他（会議室、仮眠室等） 

西   部 ３箇所 

中 央 部 １箇所 

東   部 ２箇所 

北   部 １箇所 

計 ７箇所 

海上対応 

① 輸送船接岸用バース 

② 救援物資搬入・搬出用広場 

③ 救援物資一時保管用建屋 

④ 臨時ヘリポート用広場 

⑤ その他（会議室、仮眠室等） 

広 島 港 ３箇所 

呉   港 ３箇所 

竹 原 港 １箇所 

大 西 港 １箇所 

尾道糸崎港 ２箇所 

福 山 港 １箇所 

計 １１箇所 

合      計 １８箇所 

イ 救援部隊集結拠点 

種  類 施      設 配置場所 箇 所 数 

警  察 

 

①救援部隊集結用広場 

 

②その他（会議室、仮眠室等） 

広島市周辺 

呉 市周辺 

尾道市周辺 

福山市周辺 

三次市周辺 

６箇所（広島市周辺２

箇所、その他各１箇

所） 

消  防 
  １６箇所 

（各１~６箇所） 

自 衛 隊 

６箇所（広島市周辺２

箇所、その他各１箇

所） 

ウ 尾道市内における救護物資輸送拠点 

 

 

施設名称 所在地 施設の種類 施設管理者 床面積 

びんご 

運動公園 

尾道市栗原町

997 

体育館、屋内テニス

場 

広島県東部 

建設事務所 

三原支所管理課 

○体育館（1814.4 ㎡） 

○屋内テニス場（3563.44

㎡） 
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(3)  拠点施設の運営 

ア 救援物資輸送拠点 

市、ボランティア、広島県トラック協会等の協力を得て、県が運営する。 

イ 救援部隊集結拠点 

救援部隊である警察、消防、自衛隊において、独自に計画運営を行う。
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第６節 救助・救急、医療及び消火活動 

第１項 救出計画 

１ 方針 

地震・津波による家屋等の崩壊、がけ崩れ及び津波等により多数の要救出者が発生した

場合には、市、県、警察、海上保安部及びその他の防災関係機関等は、相互に協力し、迅

速かつ的確に救出活動を実施する。なお、被災現地においては、原則として、市長が、救

出活動の指揮をとるものとする。 

 

２ 陸上における救出 

(1)  市 

ア 消防職（団）員等による救出隊を編成するとともに、救出に必要な車両舟艇、特殊 

機械器具その他の資機材を調達し、迅速かつ的確に救出活動を実施する。 

イ 市による救出が困難なときは、速やかに警察署に連絡し、合同して救出に当たる。 

ウ 前項によってもなお救出が困難であり、かつ、救出作業に必要な車両舟艇、特殊機 

械器具等の調達を要するときは、原則として次の事項を示して県及び他の市町に応

援を要請し、必要な場合には、県に対して自衛隊の派遣を要求する。なお、原則とし

て文書により行うこととなるが、そのいとまのないときは、口頭又は電話等、迅速な

方法で行い、事後速やかに文書を提出する。 

（県及び他の市町に応援要請する場合） 

(ｱ)  災害の状況及び応援を必要とする理由 

(ｲ)  応援を必要とする期間 

(ｳ)  応援を必要とする人員、車両舟艇、特殊機器、航空機その他資機材の概数 

(ｴ)  応援を必要とする区域及び活動内容 

(ｵ)  その他参考となるべき事項 

（自衛隊に派遣要請する場合） 

「自衛隊災害派遣計画」参照 

エ 救護機関及び県警察と連携協力し、負傷者の救護搬送等の応急措置を行う。 

(2)  県 

ア 知事は、市から負傷者等の救出活動について応援を求められたときは、その状況に 

応じて、次の措置を迅速かつ的確に講ずる。 

(ｱ)  他の市町長に対し応援を指示する。 

(ｲ)  自衛隊に対し派遣を要請する。 

(ｳ)  救出活動の総合調整を行う。 

イ 災害救助法に基づく県の実施事項については、「災害救助法適用計画」による。 

(3)  県警察 

地震・津波災害発生時において、自ら必要と認めた場合、又は市及び県から要請があ 

った場合には、市及びその他の関係機関と協力して、次の措置を迅速かつ的確に講ずる。 

ア 被災者の発見、死傷者の有無の確認、負傷者の速やかな救出・救助 

イ 消防機関及び救援機関と連携協力し、負傷者の救護搬送等の応急措置 

ウ 行方不明者がある場合には、速やかな捜索活動 

エ 救出救助活動を図るために必要な交通規制等の所要の措置 
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(4)  自主防災組織、事業所等 

自主防災組織及び事業所等は、次により自主的に救出活動を行うものとする。 

なお、市は、自主防災組織及び事業所等に対して、平素から自主的な救出活動に関す

る啓発を行うものとする。 

ア 自主防災組織及び事業者内の被害状況を調査し、要救出者等の早期発見に努める。 

イ 要救出者等を発見した場合は、迅速に救助活動を開始するとともに、消防機関又は 

警察等に連絡し、早期救出に努める。 

ウ 可能な限り、市、消防機関、警察と連絡をとり、その指導を受けるものとする。 

(5)  自衛隊 

県の要請に基づき救出活動を実施する。詳細は、「自衛隊災害派遣計画」による。 

 

３ 海上における救出 

(1)  市長及び消防局長 

市長及び消防局長は、関係防災機関と連携をとりつつ、消防及び救難救護を行う。 

(2)  第六管区海上保安本部 

海難救助等を行うに当たっては、地震・津波災害の規模等に応じて合理的な計画をた 

て、次に掲げる措置を講ずる。 

その際、救助・救急活動において使用する資機材については、原則として携行するも 

のとするが、必要に応じて、民間の協力等を求めることにより、必要な資機材を確保し、

効率的な救助・救急活動を行うものとする。 

ア 船舶の海難、人身事故等が発生したときは、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊 

により、その捜索救助を行う。 

イ 船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇、特殊救難隊又は機動 

防除隊により、その消火を行うとともに、必要に応じて、地方公共団体に協力を要請 

する。 

ウ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて、火災、 

爆発及びガス中毒等の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

エ 救助・救急活動等にあたっては、検知器具による危険範囲の確認、火気使用制限等 

の危険防止措置を講じ、火災、爆発及びガス中毒、大規模地震に伴う余震・津波等二

次災害の防止を図る。 

(3)  県警察 

海上における被災者に対して、県警察は第六管区海上保安本部、市及びその他防災関 

係機関と連携協力し、次の措置を講ずる。 

ア ヘリコプター等による被災者の発見、救出・救助 

イ 行方不明者がある場合は、沿岸の関係警察等への発見を求める手配 

(4)  自衛隊 

県の要請に基づき救出活動を実施する。詳細は、「自衛隊災害派遣計画」による。 

 

４ 惨事ストレス対策 

救出活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとす 

る。 

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとす

る。 
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５ 部隊間の活動調整 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調

整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及

び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。 

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図

りつつ、連携して活動するものとする。 

 

６ 活動時における感染症対策 

 災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、職員の健康管理や感染

症対策を徹底する。 
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第２項 医療、救護計画 

１ 方針 

地震・津波のため、傷病者の多発等により医療機関の受入可能な患者数を超えたり、被

災地の医療機関の多くが損壊し、医療機能が著しく低下した場合など、被災地の医療能力

だけでは、全ての傷病者に対応できない場合においても、入院中の患者を含め住民に、十

分な医療救護、助産が提供できるよう医療救護活動等に必要な事項を定める。 

 

２ 医療救護体制等の整備（平常時） 

(1)  市、関係医師会、地域災害拠点病院（厚生連尾道総合病院）及び防災関係機関は、平 

時から、迅速かつ的確な医療救護活動や公衆衛生活動が実施できるよう体制の整備、人

材育成を図るものとする。 

(2)  市、関係医師会、地域災害拠点病院（厚生連尾道総合病院）及び防災関係機関は、あ 

らかじめ連携に必要な情報等を共有しておくとともに、連携強化のための協議・訓練・

研修等を行うものとする。 

(3)  災害拠点病院は、平常時から防災関係機関や他の災害拠点病院および近隣医療機関 

との連携関係を構築するとともに、災害時に速やかに情報共有できるよう広域災害・救 

急医療情報システム（以下「ＥＭＩＳ」という。）等の操作訓練等を実施する。 

 

３ 災害時における実施責任者及び実施内容 

(1)  行政の対応 

ア 市 

(ｱ)  市は、地震・津波災害時には、関係医師会との間で締結された「災害時の医療救 

護活動に関する協定」（以下「協定」という。）に基づき、医療機関との連携のもと

に医療救護活動を実施するとともに地域災害拠点病院との連携も図る。 

(ｲ)  市の医療救護活動のみで対処できない場合は、直ちに県等に協力を要請する。 

(ｳ)  災害救助法が適用された場合、知事が医療救護活動を行う責務を有するが、同 

法第１３条及び同法施行令第１７条の規定により知事が委任した場合は、市長が 

実施責任者となる。 

(ｴ)  被災地の住民の安全を守るために避難所・救護所を開設し、保健所や医師会と 

の協働により医療ニーズを把握する。 

(ｵ)  災害時の二次的な健康被害を予防するため、保健師等による公衆衛生活動を実 

施する。 

イ 県 

【第Ⅰステージ（災害発生直後の被災地域及び避難所開設時の支援）】 

(ｱ)  地震・津波災害時には県災害対策本部を速やかに立上げ、保健医療福祉活動の 

総合調整を行うための本部（以下「保健医療福祉調整本部」）を設置し、保健医療

福祉活動チームの派遣調整、医療救護活動に関する情報の連携、整理及び分析等の

保健医療福祉活動の総合調整を行うとともに、必要に応じて防災関係機関等への

情報を提供する。 

また、その調整に当たっては、被災地の保健医療福祉ニーズの把握、保健医療福

祉活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う災害医療コーディネーター、

災害薬事コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンを配置する。 

(ｲ)  ＥＭＩＳの活用等により、医療機関の被災状況、被災者の医療ニーズ等に関す 

る情報を総合的に把握し、情報を共有する。 
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(ｳ)  市からの要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、日本赤十字社広島県 

支部、災害拠点病院、広島県医師会等に医療救護活動を要請するとともに、医療救 

護班調整本部を設置し、各関係機関との情報共有、連絡調整を行う。 

(ｴ)  災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）の出動を要請した場合、県災 

害対策本部の指揮下にＤＭＡＴ県調整本部を設置する。また、県災害対策本部に設

置する合同対策会議等に統括ＤＭＡＴを受入れ、自衛隊や消防機関等防災関係機

関と医療救護活動について調整を行う。 

(ｵ)  県内ＤＭＡＴでの対応が困難な場合、統括ＤＭＡＴの判断を踏まえ、厚生労働 

省に他都道府県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

(ｶ)  「災害時における広島県ドクターヘリの運航に係る要領」に基づきドクターヘ 

リの災害運用を決定した場合は、一時的に平時のドクターヘリの運航を停止し、災 

害対策本部の消防班にドクターヘリ調整部を設置し、他の防災関係機関のヘリコ 

プターとの調整のもと出動する。 

(ｷ)  災害派遣精神医療チーム（以下「ＤＰＡＴ」という。）の出動を要請した場合、

県災害対策本部の指揮下に広島 DPAT 調整本部を設置し、必要に応じて活動拠点本

部を設置するとともに、広島ＤＰＡＴの指揮・調整、精神保健医療福祉に関する被

災情報の収集、関係機関との連絡調整等を行う。 

(ｸ)  県内ＤＰＡＴでの対応が困難な場合、広島ＤＰＡＴ統括者の判断を踏まえ、Ｄ 

ＰＡＴ事務局へ他都道府県ＤＰＡＴの派遣を要請する。 

(ｹ)  被災状況に応じ、その地域内における救急医療から保健衛生等の時間の経過に

伴う被災者の保健医療福祉ニーズの変化を踏まえた活動に留意するものとする。 

(ｺ)  避難所に保健所職員で構成する調査班を派遣し、状況把握を行うとともに、必 

要に応じて複数の専門職からなる災害時公衆衛生チーム及びＤＰＡＴの派遣を行

う。 

(ｻ)  県立病院は、治療中の患者等の安全の確保はもとより、他の災害拠点病院等と 

連携し、ＤＭＡＴ、医療救護班等による医療救護活動の実施や患者の受入に対応す 

るものとする。 

(ｼ)  県保健所は、災害対策支部を設置し、近隣医療機関等の被災状況を確認するな 

ど、被害状況の収集に努める。また、管内の医療救護活動に関する調整を行う。 

(ｽ)  避難所における保健所職員による状況把握や市町からの情報収集に基づき、災 

害派遣福祉チーム（以下「ＤＷＡＴ」という。）の派遣について検討するとともに、 

災害福祉支援ネットワーク事務局と情報を共有する。 

【第Ⅱステージ（被災地の医療機関、避難所の支援）】 

(ｱ)  大規模災害発生時には、保健医療福祉活動の総合調整を行うための本部（以下 

「保健医療福祉調整本部」）を設置するとともに、保健医療福祉調整本部長が必要 

と認めた場合に、被災市町が所在する厚生環境事務所・保健所（支所）に現地保健

医療福祉調整本部を設置し、保健医療福祉活動チームの派遣調整、医療救護活動に

関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整を行うととも

に、必要に応じて防災関係機関等への情報を提供する。 

また、その調整に当たっては、被災地に保健医療福祉ニーズの把握、保健医療福

祉活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う災害医療コーディネーター、

災害薬事コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンを配置する。 

(ｲ)  市町の要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、日本赤十字社広島県支 

部、災害拠点病院、広島県医師会等に医療救護活動を要請するとともに、医療救護 

班調整本部を設置し、各関係機関との情報共有、連絡調整を行う。 
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(ｳ)  必要に応じて複数の専門職からなる災害時公衆衛生チーム、ＤＰＡＴ、広島Ｊ 

ＲＡＴ（広島災害リハビリテーション推進協議会）、ＤＷＡＴの派遣を行う。 

(ｴ)  人工透析など生命維持のために継続した医療が必要な慢性疾患の患者が、交通 

   遮断等で通院が困難となっている場合は、航空機や船舶を利用した患者の広域搬 

送や医薬品の輸送等によって適切な受療体制を確保するため、警察、消防、自衛隊、 

海上保安庁、船舶運航事業者など関係機関との調整を行う。 

(ｵ)  急性期医療（ＤＭＡＴ等）から中長期的な医療救護や公衆衛生等を担うチーム 

に対して円滑な引継ぎを行う。 

(ｶ)  ＤＷＡＴの出動を要請した場合、県災害対策本部の指揮下に広島ＤＷＡＴ調整 

本部を設置し、必要に応じて活動拠点本部を設置するとともに、広島ＤＷＡＴの指 

揮・調整、福祉ニーズに関する被災情報の収集、関係機関との連絡調整等を行う。 

(ｷ)  県内ＤＷＡＴでの対応が困難な場合、広島ＤＷＡＴ統括者の判断を踏まえ、厚 

生労働省へ他都道府県ＤＷＡＴの派遣を要請する。 

(ｸ)  避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制御支援 

チーム（ＤＩＣＴ）、広島県感染症医療支援チーム等の派遣を迅速に要請するもの

とする。 

ウ 中国四国厚生局 

県の要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、独立行政法人国立病院機構 

との連絡調整を実施する。（災害時における医療の提供） 

(2)  地域医療機関の対応 

ア 地域災害拠点病院（厚生連尾道総合病院） 

(ｱ)  病院で定める災害対応計画に従い、速やかに自院の被災、稼働状況を確認し、入 

院患者の安全確保を図るとともに、職員の参集・患者受入体制の構築を行う。 

(ｲ)  機能喪失等により患者搬送等の必要が生じた場合は、県と密接に連携を図りな 

がら、院内ＤＭＡＴ及び参集する院外ＤＭＡＴと協力し、患者搬送など必要な対応 

を行う。 

(ｳ)  自院の被害が少なく、県からの医療救護活動要請があった場合又は自ら必要と 

認める場合には、県と密接に連携を図りながら、重篤患者の受入やＤＭＡＴの派遣 

等による医療救護活動の実施に対応する。 

(ｴ)  自院がＤＭＡＴ活動拠点本部となる場合には、統括ＤＭＡＴを受入れ、医療救 

護活動の調整を行うとともに、参集する院外ＤＭＡＴの支援の下で医療救護活動 

を実施する。 

(ｵ)  自院及び近隣医療機関の被災・稼動状況などの情報をＥＭＩＳへの登録などに 

より提供する。 

イ 尾道市医師会 

(ｱ)  尾道市医師会災害対策マニュアルに基づき、災害対策本部を尾道市医師会に立 

上げる。 

(ｲ)  自院の診療能力を確認の上、診療継続できるか判断し、班編成した班長が医師 

会災害対策本部へ連絡する。 

(ｳ)  被災者の医療ニーズ及び市からの要請等により、医師会災害対策本部が医療救 

護班の派遣を判断する。 

(3)  圏域外の医療関連機関の対応 

ア 国立病院機構 

県の派遣要請があった場合又は自ら必要と認めたときは、医療救護班派遣等によ 

る医療救護活動を実施する。 
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イ 日本赤十字社広島県支部 

県又は市の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「日本赤十字社法 

（昭和２７年法 律第３０５号）」及び「災害救助又は応援の実施に関する委託契約 

書（平成１８年１２月１４日）」に基づき、医療救護班の派遣等による医療救護活動 

を実施する。 

ウ 広島県医師会 

(ｱ)  県又は市の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「災害時の医療 

救護活動に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。また、必要に応じて 

公衆衛生活動に協力する。 

(ｲ)  日本医師会災害医療チーム（以下「ＪＭＡＴ」という。）の支援が求められる場 

合は、広島県医師会として広島県災害対策本部保健医療福祉調整本部や被災した

市区郡地区医師会、日本医師会等の関係機関と緊密な連携を図りながらＪＭＡＴ

による支援を要請するとともに、医療救護活動調整の支援に努める。 

エ 広島県看護協会 

(ｱ)  県又は市の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「広島県災害時 

公衆衛生チームへの協力に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。 

(ｲ)  他の都道府県等からの支援が必要であると県及び国が判断した場合は、日本看

護協会との「災害支援ナース派遣に関する協定書」等に基づき、他の都道府県から

の災害支援ナースの派遣に係る調整を行うとともに、日本看護協会等の関係機関

と連携を図りながら、医療救護活動の支援に努める。 

オ 広島県薬剤師会 

県又は市の要請があった場合は、「災害時の医薬品等供給調整及び医療救護活動に 

関する協定書」に基づき、災害薬事コーディネーターによる医薬品等の供給調整及び

医療救護活動を実施する。 

カ 広島県歯科医師会 

県又は市の要請があった場合もしくは自ら必要と認めたときは、「広島県災害時公 

衆衛生チームへの協力に関する協定書」に基づき医療救護活動を実施する。 

 

４ 医療救護等の活動内容 

(1)  医療救護 

【基本原則】 

ア 県内７つの二次保健医療圏をそれぞれの「災害医療圏」とし、災害時の活動単位と 

する。 

イ 医療救護活動を円滑に実施するため、県及び災害医療圏毎に「災害医療コーディネ 

ーター」や「災害薬事コーディネーター」を整備し、必要に応じて県（保健所を含む）

や市に助言や支援を行う等、医療救護活動の調整を図る。 

ウ 県災害対策本部（県保健医療福祉調整本部）には、必要に応じて県内の統括ＤＭＡ 

Ｔ、ＤＭＡＴ隊員医師、日赤災害医療コーディネートチーム（日本赤十字社広島県支

部連絡調整員）、県医師会担当役員、県外から支援の統括ＤＭＡＴ等が参画し、情報

収集やＤＭＡＴ、医療救護班の調整を行う等、医療救護活動の調整を図る。 

エ 医療救護活動に当たっては、保健医療福祉調整本部が県災害対策本部や現地災害 

対策本部の情報を整理するとともに医療機関の総合調整を行い、広島県災害時医療

救護活動マニュアルに従って、迅速かつ適切な活動を実施する。 
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① ＤＭＡＴ・ドクターヘリ 

【第Ⅰステージ】 

ア 被災地で活動するＤＭＡＴは、原則として、被災地域内の災害拠点病院等に設置さ 

れるＤＭＡＴ活動拠点本部に参集し、病院支援、域内搬送、現場活動を行う。 

イ 広域医療搬送の要請を受けたＤＭＡＴは、広域医療搬送拠点に参集し、主にＳＣＵ 

での活動、航空機内の医療活動、ＳＣＵへの患者搬送を行う。 

ウ 被災地に派遣されたドクターヘリは、医師・看護師等医療従事者の派遣、患者の後

方病院への搬送、医薬品等医療器材の輸送等を行う。 

【第Ⅱステージ】 

ア 統括ＤＭＡＴが被災地域内の医療機関及び避難所において、継続支援が必要であ

ると判断した場合は、病院支援や域内搬送支援等の医療救護活動を継続する。 

イ 県ＤＭＡＴ調整本部がＤＭＡＴ活動の終了を判断した時は、ＤＭＡＴ県調整本部

を解散する。 

ウ ドクターヘリ調整部で継続運用が必要であると判断した時は、患者の後方病院搬

送等を実施する。 

エ ドクターヘリの運用を終了する場合は、ドクターヘリ調整部を解散し、平時の運航

体制を再開する。 

② 医療救護班 

【第Ⅰステージ】 

ア 医療救護班の派遣が可能な施設は、県又は市の派遣要請があった場合もしくは自

ら必要と認める場合には、ＥＭＩＳに入力する。 

イ 医療救護班の出動は、県又は市が調整・連絡する。なお、調整・連絡にあたっては、

必要に応じて、切れ目のない医療救護を実施する観点から、ＤＭＡＴメンバーと連携

するとともに、災害医療コーディネーター等の助言や支援を受けるものとする。 

ウ 最初に現場到着した医療救護班の医師は、消防関係諸機関の現場指揮本部（コマン

ドポスト）の構成員となり、災害規模の把握、情報収集・発信、エリア設定、医療救

護活動の統括に協力する。 

エ 後続の医療救護班は、現場指揮に従って各活動拠点等で、ＤＭＡＴ、救急隊員とと

もに３Ｔ活動（トリアージ、治療、搬送）を実施する。 

オ 医療救護班が撤収する時期については、県又は市が必要に応じて災害医療コーデ

ィネーター等の助言を受けながら判断する。 

カ 救護に必要な医薬品及び衛生材料で、現地又は救助機関で確保できないものがあ

るときは、県、市において、あらかじめ定めた医療薬品卸業者との調達の方法により、

あっせん確保に努める。 

【第Ⅱステージ】 

ア 市は必要に応じて避難所等に救護所を設けるものとする。 

イ 医療救護班の派遣が可能な施設は、県又は市町の派遣要請があった場合もしくは

自ら必要と認める場合には、EMIS に入力する。 

ウ 医療救護班の出動は、県又は市町が調整・連絡する。なお、調整・連絡にあたって

は、必要に応じて、DMAT メンバーと連携するとともに、災害医療コーディネーター

等の助言や支援を受けるものとする。 

エ 医療救護班は、避難所において、被災者の健康管理、公衆衛生対策を必要に応じて

実施する。生活環境の悪化に伴う内科的疾患や災害後の精神的ストレス対策、慢性疾

患の管理が中心となる。特に、肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)の予防や慢性

疾患の管理は重要となり、巡回診療を必要に応じて実施する。 
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オ その他必要に応じて、医療救護班は、避難所又は近隣において、被災者に対し、巡

回診療やニーズ調査、生活指導などを実施する。 

カ 医療救護班が撤収する時期については、県又は市が必要に応じて災害医療コーデ

ィネーター等の助言を受けながら判断し、連絡する。 

キ 救護に必要な医薬品及び衛生材料で、現地又は救助機関で確保できないものがあ

るときは、県、市において、あらかじめ定めた医療薬品卸業者との調達の方法より、

あっせん確保に努める。 

(2)  ＤＰＡＴの派遣 

ア 災害時の精神科医療の提供及び精神保健活動の支援を行うため、必要に応じて、医 

師、看護師等により組織するＤＰＡＴを被災地に派遣する。 

イ ＤＰＡＴが不足するときは、県内医療機関、他都道府県等に対して、ＤＰＡＴの編 

成及び派遣を求める。 

ウ ＤＰＡＴの派遣・受入れを行う場合、その調整を行うとともに活動場所の確保等を 

図る。 

(3)  公衆衛生活動 

① 災害時公衆衛生チーム 

ア 公衆衛生に係る専門家で構成するチームを編成し、災害による被災者に対して、 

公衆衛生上の観点から必要な調査や支援を行う。 

イ 県保健所職員からなる調査班を先行して避難所等に派遣し、公衆衛生上のニーズ 

の収集や必要な公衆衛生スタッフの職種、人数などの状況把握を行う。 

ウ 調査班の調査結果に基づき、必要なニーズに対応した複数の専門職種からなる保 

健衛生班を編成し、避難所等に派遣する。 

エ 保健衛生班は、医療救護班と連携し、被災者へのリハビリや心のケアなどの支援活 

動を実施する。 

② こども支援チーム 

ア 災害時の子供の心のケアのため、必要に応じて、医師、臨床心理士等により組織 

するこども支援チームを被災地に派遣する。 

イ 必要に応じて被災地の近隣等に相談窓口を設置して被災児童に係る相談を受け付

け、地域住民の利便性を確保する。 

ウ 学校、保育所及び幼稚園等、子供の支援に係る関係機関の従事者向け研修会の開催 

等により子供の心のケアの実践に係る対応力の向上を図る。 

③  保健師 

ア 統括保健師は、保健師が行う活動の総合調整を行う。 

イ 県保健所保健師は、災害時公衆衛生チームの一員として活動すると共に、被災市町 

の保健師が行う活動を支援する。 

 

５ 医薬品・医療資機材（以下「医薬品等」という。）の確保 

(1)  地震・津波発生後初期段階への対応 

市及び県は、家屋倒壊等による負傷者を想定して、平常時から包帯、ガーゼ、三角巾、 

副木、消毒薬、輸液等の外科的治療薬等の確保に努めるものとする。また、県は、重篤

患者の救命に必要な医療資機材等については、特に災害拠点病院への備蓄を推進する

ものとする。 

備蓄医薬品等の管理については、備蓄先医療機関又は県医師会等に協力を依頼する

ものとする。 
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(2)  地震・津波発生後中期以降への対応 

避難場所の被災者に対するいわゆる家庭の常備薬（風邪薬、胃腸薬、解熱鎮痛剤等） 

等については、県薬剤師会、県医薬品卸協同組合等の協力により、流通時等の在庫を供

給源とする。 

なお、県は、前記(1)の場合も含め、医療救護活動に必要な医薬品等に不足が生じ 

た場合又は市からの要請があった場合は、関係業者等から速やかに調達できるよう努

めるものとする。 

(3)  救援医薬品等の集積 

県は、被災地外からの救援医薬品等について、専用の集積場所を指定するものとする。 

 

６ 救護所設置の広報 

救護所を開設した場合は、速やかに県災害対策本部に報告するとともに、住民に救護所

開設の広報を行う。 

 

７ 惨事ストレス対策 

医療・救護活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるもの

とする。 

 

８ 部隊間の活動調整 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊等とも密接に情報共有を図

りつつ、連携して活動するものとする。 

 

９ 保健活動 

(1)  情報収集 

災害対策本部等から避難所の開設状況、避難者の状況等市内の被災状況を情報収

集し、保健活動の活動体制を立てる。 

(2)  避難所における保健活動 

ア 避難者の心身の健康状態の確認及び医療・保健・福祉ニーズの把握を行う。 

イ 避難者のニーズにより、関係機関へ連絡調整を行う。 

ウ エコノミークラス症候群、生活不活発病、感染症、ストレス、便秘等疾病予防のた 

めの健康教育・健康相談及び栄養相談を行う。 

エ 避難所における生活環境の把握及び必要な調整を行う。 

オ 上記の活動において、職員の活動体制の整備を行うと共に、県及び保健所等応援機 

関との連絡調整を行う。 

(3)  避難所外における保健活動 

ア 被災地域において、被災者の心身の健康状態の確認及び医療・保健・福祉ニーズの 

把握を行う。 

イ 被災者のニーズにより、関係機関へ連絡調整を行う。 

ウ 感染症、ストレス等災害による健康障害の予防のため、巡回健康相談を行う。 

エ 被災者のストレスに対する心のケアを行うと共に、必要時県及び保健所を通じて、

専門機関へ連絡調整を行う。 

オ 活動において、必要に応じて市内の区長会・町内会、民生委員児童委員、地域包括

支援センター等地域の関係機関と連絡調整を行う。 
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第３項 消防計画 

１ 方針 

大規模な地震・津波発生時における出火防止、初期消火及び延焼阻止等の消火活動を迅

速かつ円滑に実施するため、平素から、地域住民による自主防災組織の育成・指導を行う

とともに、消防機関の活動体制及び消防相互応援体制等の整備充実を図るものとする。県

は、これら市の消防活動が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 消防活動体制の整備 

(1)  市は、地震・津波発生時の火災防止のため、次の事項について、平素から広報等を通 

じ住民・自主防災組織・事業所等（以下「住民等」という。）に周知しておく。 

ア 出火防止及び初期消火 

住民等は、自らの生命、身体及び財産を守るため、出火防止及び初期消火に努める。 

イ 火災の拡大防止 

地震・津波により火災が発生した場合は、住民等は、お互いに協力して可能な限り 

の消火活動を行い、火災の拡大防止に努める。特に危険物等を取り扱う事業所につい

ては、二次災害の防止に努める。 

(2)  消防機関は、次の事項について、あらかじめ消防体制を整備しておくものとする。 

ア 地震・津波発生直後の消防職（団）員の初動体制、初期消火活動の実施計画を定め 

る。 

イ 地震・津波発生直後に、住民に対して出火防止及び火災の延焼状況等を迅速に広報 

するため、広報の要領、広報班の編成について定める。 

ウ 地震・津波発生直後の火災を早期に発見するとともに、防火水槽の破損及び道路の 

通行状況等を迅速に把握できるよう情報収集の体制を定める。 

エ 地震・津波発生時には、水道管の破損や停電等による長時間の給水停止が想定され 

ることから、防火水槽や耐震性貯水槽の設置等を推進するほか、河川、池、水路等の

自然水利を積極的に活用するため、取水場所の整備等を行い、消防水利の多元化を図

る。 

 

３ 実施方法 

別冊（附属資料）記載の尾道市消防計画に定めるところによる。 

 

４ 事業所等の活動 

消防局長は、事業所等に対し、次の措置を講ずるよう指導するものとする。 

(1)  火災予防措置 

ＬＰガス、都市ガス、高圧ガス、石油類等の供給の遮断、ガス、石油類、毒物、劇物 

等異常発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講じる。 

(2)  火災が発生した場合の措置 

ア 事業所等の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

イ 必要に応じて事業所内関係者等の避難誘導を行う。 
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(3)  災害拡大防止措置 

ＬＰガス、都市ガス、高圧ガス、火薬類、石油類、毒物、劇物等を取り扱う事業所に 

おいて、異常が発生し、災害が拡大するおそれがある場合は、次の措置を講じる。 

ア 周辺の地域住民に対し、避難に必要な情報を伝達する。 

イ 警察及び消防機関等関係機関へ速やかに情報を連絡する。 

ウ 立入禁止等の必要な防災措置を講じる。 

 

５ 相互応援体制の整備 

消防局長は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき締結さ

れた「広島県内広域消防相互応援協定」（１９８７年１０月１日締結）により、県内で発

生した災害に対して、その消防力を活用して、消防機関相互の応援協力体制の強化を図る。 

 

６ 広域災害発生時における県の措置 

(1)  知事は、地震・津波災害が広域に及び、市において被害状況の把握が困難と認めたと 

きは、県警察、自衛隊及び第六管区海上保安本部に対し、その状況に対応してヘリコプ 

ターによる火災の発生状況等の偵察を依頼し、偵察結果を関係市町に連絡する。 

(2)  知事は、地震・津波災害が広域に及び緊急の必要があるときは、市長、消防局長に対 

し、消防相互応援の実施、その他災害の防御の措置に関し、必要な指示をする。 

(3)  知事は、地震・津波による災害が拡大し、県内の消防力だけでは対応できず、緊急消 

防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断したときは、「広島県緊急消防援助隊

受援計画」に基づき、消防庁長官に対し、次の事項を明らかにして、緊急消防援助隊の

応援等について要請する。 

ア 災害の概況 

イ 出動を希望する区域及び活動内容 

ウ 緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

 

７ 惨事ストレス対策 

消防活動等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとす

る。 

消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を要請するものとす

る。 

 

８ 部隊間の活動調整 

災害現場で活動する警察・消防・海上保安庁・自衛隊の部隊は、必要に応じて、合同調

整所を設置し、活動エリア・内容・手順、情報通信手段等について、部隊間の情報共有及

び活動調整、必要に応じた部隊間の相互協力を行う。 

また、災害現場で活動する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等とも密接に情報共有を図

りつつ、連携して活動するものとする。 
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第４項 水防計画 

１ 方針 

地震・津波が発生した場合には、堤防に亀裂が生じ、水門、樋門、ダム及びため池等が

損傷あるいは破損するおそれがあるため、これらの施設の管理者は地震・津波発生時には

防災関係機関と相互に協力し、速やかに応急対策を実施する。 

なお、水防活動の場合の水防組織並びに水防活動の具体的内容については、尾道市水防

計画の定める内容による。 

 

２ 応急対策 

(1)  河川、海岸、ダム、ため池等の管理者 

ア 地震・津波の発生に起因して堤防、ダム、ため池等の破損による津波や洪水の来襲 

が予想され、著しい危険が切迫していると認められるときは、市長、知事、その命を

受けた職員又は水防管理者は、必要とする区域の居住者に対し、水防法（昭和２４年

法律第１９３号）第２２条による避難のための立退きの指示を行う。 

なお、この処理を行う場合は、その旨を当該地域を管轄する警察署長に通知する。 

イ 河川、海岸、ダム、ため池、水門、樋門及び防潮扉等の管理者は、地震発生後、直 

ちに所管施設の被害状況を点検把握し、応急措置を講ずる。 

また、速やかに被害状況、措置状況等の状況を関係機関に連絡する。 

(2)  水防管理団体 

水防管理団体は、地震・津波発生後直ちに区域内の河川、海岸、ダム、ため池等を巡 

視するとともに、水防上危険な箇所を発見したときは、直ちに当該施設の管理者に連絡

して必要な措置を講ずるよう求めるものとするが、緊急を要する場合には、水門、樋門、

こう門及び防潮扉（以下「防潮扉等」という。）の操作その他適宜に水防活動を行う。 

 

３ 津波、高潮対策 

津波警報等を入手したとき、あるいは市域に震度４以上の地震が発生し、津波又は高潮

が来襲するおそれがあると判断した場合は、次の措置をとる。 

(1)  防潮扉等の管理者等 

ア 防潮扉等の管理、操作担当者及び各区域の水位、潮位観測人等は、津波警報等を入

手したとき、又はラジオ、テレビ等により津波警報等を知ったときは、水位、潮位の

変動を監視し、水門・陸閘管理の手引に基づき防潮扉等の開閉を行う。 

イ 水位、潮位の変動があったときは、水位、潮位の変動状況、措置状況等を速やかに

関係機関に通報する。 

(2)  水防管理団体  

ア 各区域内の監視、警戒及び防潮扉等の管理者への連絡通報 

イ 水防に必要な資機材の点検整備 

ウ 防潮扉等の遅滞のない操作及び防潮扉等の管理者に対する閉鎖の応援 

エ 水防管理団体相互の協力及び応援 

 

４ 水防活動の応援要請 

(1)  水防管理者は、水防上必要があるときは、他の水防管理者に対し応援を要請する。 

(2)  水防管理者は、必要があるときは、警察官の出動を求める。 
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第５項 危険物等災害応急対策計画 

１ 方針 

 危険物、高圧ガス、火薬類及び毒物劇物等の危険性の高い物質（以下「危険物等」とい

う。）を製造、貯蔵又は取り扱いを行う事業所においては、危険物等の流出、出火、爆発

等の災害が発生した場合、自衛消防組織等の活動により、被害を最小限度にとどめ、周辺

地域に対する被害の拡大を防止するものとする。 

 また、関係行政機関は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、高圧ガス保安法（昭和

２６年法律第２０４号）、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）及び毒物及び劇物

取締法（昭和２５年法律第３０３号）等の関係法令の定めるところにより所要の措置を行

う。 

なお、地震・津波の発生に備え、事業所においては、平素から関係法令の遵守及び自主

保安体制の確立に努める一方、関係行政機関は、これらに対して、必要な指導を行う。 

  

２ 危険物災害応急対策 

関係行政機関は、消防法に定める危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う事業所に対し、

地震・津波による災害の発生を阻止するため次の措置を行う。 

(1)  市 

ア 関係事業所の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、次に掲げる

措置を実施させる。 

(ｱ)  危険物の流出あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止措置 

(ｲ)  危険物の流出、出火、爆発等の防止措置 

(ｳ)  危険物施設の応急点検 

(ｴ)  異常が認められた施設の応急措置 

イ 施設の管理者と密接な連絡をとり、災害の拡大を防止するための消防活動、負傷者

等の救出、警戒区域の設定、広報活動及び避難の指示等必要な応急対策を実施する。 

(2)  県 

関係機関と密接な連絡をとり、必要な措置を講ずる。 

(3)  県警察 

危険物に係る火災等の災害が発生した場合、又は危険物施設に及ぶおそれのある火

災等の災害が発生した場合には、消防機関等と連携して、次の措置を行う。 

ア 負傷者の救出及び救護 

イ 警戒区域の設定及び同区域への立ち入り制限、禁止等の措置 

ウ その他状況により必要と認められる応急対策 

(4)  第六管区海上保安本部 

ア 情報の収集及び連絡・通報を行うとともに、関係機関及び地方公共団体の災害応急

対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支

障を来たさない範囲において、陸上における救助・救急活動等について支援する。 

イ 海上に油等の危険物が流出した場合には、消防機関等と連携を密にして、次の措置

を行う。 

(ｱ)  危険物荷役中の船舶に対する荷役の中止 

(ｲ)  油の防除作業に係る指導及び巡視船艇等による応急防除 

(ｳ)  付近海域にある者に対し火気使用の制限若しくは禁止 

(ｴ)  付近海域にある船舶の退去若しくは進入中止 

(ｵ)  危険物積載船舶の移動命令、航行制限又は禁止 
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(ｶ)  海上の治安の維持及びその他状況により必要と認められる応急対策 

 

３ 高圧ガス及び火薬類災害応急対策 

関係行政機関は、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律（昭和４２年法律第１４９号）に定める高圧ガス並びに火薬類取締法に定める

火薬類を製造、販売、貯蔵、消費及び移動又は運搬する事業所に対し、地震・津波による

災害の発生を阻止するため次の措置を実施する。 

(1)  市 

施設の管理責任者等と密接な連絡をとり、災害の拡大を防止するための消火活動、負

傷者等の救出、警戒区域の設定、火気使用禁止の広報及び避難の指示等必要な応急対策

を行う。 

(2)  県（県から事務を移譲された市を含む）、中国四国産業保安監督部 

関係機関と連絡をとり、施設の使用停止、高圧ガスの移動停止又は火薬類の運搬停止

等の緊急措置を講ずる。 

(3)  県警察 

高圧ガスの漏出、火災、爆発及び火薬類の爆発等の災害が発生した場合、又は高圧ガ

ス及び火薬類に係る災害の発生のおそれがある場合には、消防機関等と連携して次の

措置を講ずる。 

ア 負傷者の救出及び救護 

イ 警戒区域の設定及び同区域への立ち入り制限、禁止等の措置 

ウ その他状況により必要と認められる応急対策 

(4)  第六管区海上保安本部 

ア 情報の収集及び連絡・通報を行うとともに、関係機関及び地方公共団体の災害応急

対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支

障を来たさない範囲において、陸上における救助・救急活動等について支援する。 

イ 災害が海上に及ぶ場合には、消防機関等と連携を密にして、次の措置を行う。 

(ｱ)  危険物荷役中の船舶に対する荷役の中止 

(ｲ)  付近海域にある者に対し火気使用の制限若しくは禁止 

(ｳ)  付近海域にある船舶の退去若しくは進入中止 

(ｴ)  危険物積載船舶の移動命令、航行制限又は禁止 

(ｵ)  海上の治安の維持及びその他状況により必要と認められる応急対策 

 

４ 毒物劇物災害応急対策 

関係行政機関は、毒物及び劇物取締法に定める毒物劇物を製造、販売及び業務上取り扱

う事業所に対し、地震・津波による災害の発生を阻止するため、次の措置を実施する。 

(1)  市 

県、保健所、警察署及び消防本部と速やかに連絡をとることとするが、緊急を要する

場合には、施設の管理者及び毒物劇物取扱責任者等と密接な連携をとり、災害の拡大を

防止するための消防活動、負傷者等の救出、警戒区域の設定、広報活動及び避難の指示

等必要な応急対策を行う。 

(2)  県 

関係機関と密接な連携をとり、毒物劇物の流出等のおそれのある作業等の停止措置

及び流出漏洩事故等の発生した場合は、その事業所に対し、当該毒物劇物の回収又は毒

性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずる。 
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(3)  県警察 

毒物劇物に係る流出漏洩事故等が発生した場合、又は毒物劇物関係施設に及ぶおそ

れのある火災等が発生した場合には、消防機関等と連携して、次の措置を行う。 

ア 負傷者の救出及び救護 

イ 警戒区域の設定及び同区域への立ち入り制限又は禁止等の措置 

ウ その他状況により必要と認められる応急対策 

(4)  第六管区海上保安本部 

ア 情報の収集及び連絡・通報を行うとともに、関係機関及び地方公共団体の災害応急

対策が円滑に実施されるよう、要請に基づき、海上における災害応急対策の実施に支

障を来たさない範囲において、陸上における救助・救急活動等について支援する。 

イ 災害が海上に及ぶ場合には、消防機関等と連携を密にして、次の措置を行う。 

(ｱ)  危険物荷役中の船舶に対する荷役の中止 

（ｲ） ある者に対し火気使用の制限若しくは禁止 

(ｳ)  付近海域にある船舶の退去若しくは進入中止 

(ｴ)  危険物積載船舶の移動命令、航行制限又は禁止 

(ｵ)  海上の治安の維持及びその他状況により必要と認められる応急対策 
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第７節 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 

第１項 警備、交通規制、交通確保計画 

１ 方針 

地震・津波発生時における、住民の生命、安全及び財産を保護し、公共の安全と秩序を

維持するため、県警察及び第六管区海上保安本部は、それぞれの所管にかかわる警備活動

を実施する。 

また、避難救出、緊急物資の輸送及び消防活動等の災害応急対策が的確かつ円滑に行わ

れるようにするため、速やかに適切な交通規制を行い、交通の混乱を未然に防止する。 

さらに、道路管理者等その他の関係機関においても、障害物の除去等を行い、交通確保

に努めるものとする。 

 

２ 警備対策 

(1)  県警察の警備対策 

県警察は、関係機関及び自主防犯組織等と密接な連絡、連携を図り、迅速、的確かつ

効果的な警備対策を推進し、被災地及びその周辺における住民の生命、身体、財産の保

護、交通秩序の維持、各種犯罪の予防及び検挙その他公共の安全と秩序を維持して、治

安に万全を期するものとする。 

ア 警備活動 

県警察は、「防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱」に定める活動を行う

ため、次の警備体制等をとるものとする。 

(ｱ)  警備要員の参集 

警察職員は、地震・津波の発生を知ったときは、警察本部長の定めるところによ

り参集し、災害警備活動に従事する。 

(ｲ)  災害警備対策本部等の設置  

県警察は、地震・津波が発生した場合には、警察本部に警察本部長を長とする災

害警備対策本部を、また、各警察署に署長を長とする署災害警備対策本部等を設置

し、警備体制を確立する。 

イ 警備部隊の編成及び部隊運用 

地震・津波が発生し又は発生するおそれがあるときは、警察本部長の定めるところ

により警備部隊の編成を行い、迅速かつ的確な部隊の運用を行う。 

(2)  六管区海上保安本部の治安維持対策 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇等及び

航空機により、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防、取締りを行う。 

イ 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

 

３ 陸上交通の確保 

(1)  災害時における交通の規制 

県公安委員会は、道路の被害及び交通状況の把握に努め、地震・津波が発生し、又は    

まさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確かつ円滑に行うため

に緊急の必要があると認めるときは、区域又は道路の区間を指定して、緊急通行車両

（災害対策基本法施行令「昭和３７年政令第２８８号」第３２条の２で定める、道路交

通法「昭和３５年法律第１０５号」第３９条第１項の緊急自動車及び災害対策に従事す
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る者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他災害応急対策を実施するため運

転中の車両。以下同じ。）以外の車両の通行を禁止又は制限することができる。 

ア 被災地及び周辺における優先通行 

緊急通行車両であっても、人命救助及び消火活動に従事する車両の通行を最優先

する。 

イ 緊急交通路の確保 

被災地及びその周辺に通じる主要道路については、緊急通行車両の交通路（以下

「緊急交通路」という。）として指定するとともに、発災後、区域又は道路の区間を

指定して緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、緊急交通路を確保する。 

また、当該の区域又は道路の区間については、緊急通行車両以外の車両の走行を抑

制する。 

ウ 県内への車両の流入制限 

隣接県に通じる中国縦貫自動車道、中国横断自動車道、山陽自動車道、国道２号、 

国道５４号、国道１８３号等主要道路については、隣接県又は近接県による指導・広

報により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限し、県内への車両の流入を

極力制限する。 

このため、県内の主要交差点、隣接県境及び高速道路の各インターチェンジ等必要 

な箇所に交通検問所を設置する。 

(2)  運転者に対する指導、広報 

県公安委員会は、一般国道、主要地方道等管内の幹線道路を主体に、幹線道路の主要 

交差点にできるだけ多くの警察官を配置するとともに、道路交通交通情報板や立看板

等のあらゆる広報媒体を利用して、通行禁止に係る区域・区間やう回路等の周知を図る

とともに、「運転者のとるべき措置」として、次の事項を遵守するよう指導、広報を行

う。 

ア 走行中の車両 

(ｱ)  速やかに、車両を通行禁止の区域又は区間以外の場所に移動すること。速やか 

な移動が困難な場合は、車両をできる限り道路の左側端に寄せ、緊急通行車両の妨 

害とならない方法で駐車すること。 

(ｲ)  移動、駐車後は、カーラジオ等により、地震・津波情報や交通規制情報を聴取し

その情報や周囲の状況に応じて行動すること。 

(ｳ)  車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 

やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて駐車し、エンジ

ンを止め、エンジンキーは付けたままとするか運転席などの車内の分かりやすい

場所に置いておくこととし、窓を閉め、ドアロックはしないこと。駐車するときは、

避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しない

こと。 

イ 避難のための車両 

避難は、原則として徒歩で行い、車両を使用しないこと。 

(3)  路上の障害物除去等 

ア 県公安委員会は、基本法に基づき、緊急車両以外の車両の通行を禁止又は制限しよ 

うとするときには、あらかじめ当該道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（以下「道

路管理者等」という。以下この項において同じ。）に通知するとともに、連携して通

行禁止区域等における障害物の除去及び応急復旧等を優先的に実施する。 

イ 警察官は、通行禁止区域等における緊急通行車両の通行を確保するため、車両その

他の物件の占有者、所有者又は管理者に対して、これを道路外の場所へ移動すること
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を命じることができる。 

なお、命令の相手方が現場にいない等により、当該措置等を命ずることができない 

ときは、警察官は自ら当該措置等をとることができる。 

また、警察官が現場にいない場合に限り、自衛官又は消防吏員は、当該措置をとる 

ことができる。 

ウ 道路管理者等は、障害物除去による道路啓開、応急復旧等を迅速に行うため、道路

管理者等相互の連携の下、あらかじめ道路啓開等の計画の内容を把握する。 

エ 道路管理者等は、災害が発生した場合、緊急の必要があるときは、道路区間を指定 

して、緊急通行車両の通行を確保するための必要な措置を当該車両その他の物件の

占有者、所有者又は管理者（以下「車両等の占有者等」という。）に命ずることがで

きる。 

(ｱ)  道路区間の指定及び占有者等への車両等の移動命令 

道路管理者等は、道路の状況等を勘案し、車両の移動等の措置が必要となる区間 

が不足なく含まれるよう留意して道路区間を指定し、車両等の占有者に対し、車両

等の移動命令をすることができる。 

(ｲ)  指定道路区間の周知 

道路管理者等は、道路の区間を指定したときは、指定道路区間内に周知しなけれ

ばならない。 

(ｳ)  車両等の移動 

道路管理者等は、①占有者等への移動命令、又は②道路管理者自らによる移動の

いずれかの方法により車両等の移動を行うことができる。 

なお、道路管理者等はやむを得ない限度で、車両その他の物件を破損することが

できる。 

(ｴ)  土地の一時利用 

道路管理者等は、車両等の移動の措置をとるために、やむを得ないときは、必要

な限度で、他人の土地を一時使用し、または竹木その他の障害物を処分できる。 

(ｵ)  損失補償 

道路管理者等は、車両移動や土地の一時使用等により、損失が発生した場合は、

損失を補償しなければならない。 

(4)  通行禁止又は制限に関する広報 

県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止又は制限を行った場合には、直

ちに居住者等に対して、その禁止又は制限の対象、区域及び期間を記載した標示の設置

と広報幕等による現場広報を行うとともに、県警察本部、日本道路交通情報センター、

交通管制センター、道路管理者、報道機関等を通じて、交通規制状況、う回路状況、車

両の使用抑制、運転者のとるべき措置等について、徹底した広報を実施する。 

(5)  関係機関との連携 

ア 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車両の通行禁止又は制限を行った場合は、道 

路管理者等の関係機関や警備業協会等の関係団体との間で、相互に緊密な連携を保 

ち適切な交通規制を行うものとし、その状況を災害対策本部へ通報するものとする。 

イ 県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等 

に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間における指定若しくは命令又は

措置をとるべきことを要請する。 

ウ 県公安委員会は、交通規制のため車両が滞留し、その場で長時間停止することに 

なった場合には、関係機関・団体と協力して、その解消に適切な対応措置を講ずる。 

エ 通行妨害車両等の排除については、一般社団法人日本自動車連盟中国本部広島支 
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部（以下「ＪＡＦ」という。）と「災害時における通行妨害車両等の排除活動に関 

する協定」を締結していることから、ＪＡＦに対して協力を要請する。 

(6)  緊急通行車両又は緊急輸送車両の確認、及び規制除外車両の事前届出及び確認 

県公安委員会は、災害応急対策として緊急の必要があると認め、緊急通行車両以外の

車両の通行禁止又は制限を、区域又は道路の区間を指定して行った場合、災害対策基本

法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対法」という。）、大規模地震対策特別措置法

（昭和５３年法律第７３号。以下「地震法」という。）、原子力災害対策特別措置法（平

成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）の規定に基づく、緊急通行車両又

は緊急輸送車両（以下「緊急通行車両等」という。）の確認、及び災対法第７６条第１

項の規定に基づく通行の禁止又は制限から除外する車両（以下「規制除外車両」という。）

のうち、大規模災害後、速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両の一

部の車両の事前届出及び確認を、県公安委員会（交通規制課、各警察署、高速道路交通

警察隊）又は県知事（県民活動課）において行う。 

なお、本事務において確認した車両に交付され、災対法施行令第３２条の２の規定に

より、前記通行の禁止又は制限が行われた道路を通行するに際し掲示しなければなら

ない「緊急通行車両確認標章（以下この項において「標章」という。）」の様式は、別記

のとおりである。 

(7)  緊急通行車両等の確認 

県公安委員会は、県知事と連絡を取りつつ、災害応急対策活動の円滑な推進に資する

ため、緊急通行車両等として使用される計画がある車両であることについて、災害が発

生し、又は正に発生しようとしている時において災対法施行令第３３条第１項等の規

定に係る確認の手続きを行う。 

また、同条第２項等に基づき、災対法第５０条第２項に規定される災害応急対策を実

施しなければならない者（指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体

の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により

災害応急対策の実施の責任を有する者（以下この項において「指定行政機関等」とい

う。））等の車両については、災害等の事態発生前においても緊急通行車両等であること

の確認を実施する。 

なお、災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交官関係の車両（以下「自衛隊車両等」

という。）であって、道路運送車両法（昭和２６ 年法律第１８５ 号）の規定による番

号標以外のものを付しているものについては、規制除外車両として整理し、規制の対象

から除外するが、標章の掲示は不要とする。 

ア  対象とする車両  

(ｱ)  災対法の規定に基づく緊急通行車両等 

大規模災害発生時において、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基

づき、災対法第５０条第１項に規定する次の災害応急対策を実施するために使用

される計画がある車両 

・  警報の発令及び伝達並びに避難の指示等に関する事項 

・ 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

・ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

・ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

・ 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

・ 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する 

事項 

・  犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 
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・ 緊急輸送の確保に関する事項 

・ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する事項 

(ｲ)  地震法の規定に基づく緊急輸送車両 

警戒宣言発令時において地震法第３条第１項の規定に基づき地震防災対策強化 

地域に指定された地域を管轄する都道府県又はこれに隣接する都道府県を輸送経

路として地震法第２１条第１項の次に掲げる地震防災応急対策に係る緊急輸送を

行う計画がある車両 

・ 地震予知情報の伝達及び避難の指示等に関する事項 

・ 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

・ 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項 

・ 施設及び設備の整備及び点検に関する事項 

・ 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそ

れのある地域における社会秩序の維持に関する事項 

・ 緊急輸送の確保に関する事項 

・ 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防

疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の

整備に関する事項 

・ その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事項 

(ｳ)  原災法の規定により読み替えて適用される基本法の規定に基づく緊急通行車両 

原子力緊急事態宣言発令時において原災法第２６条第１項の次に掲げる緊急事

態応急対策を実施するために使用される計画がある車両 

・ 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の指示等

に関する事項 

・ 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項 

・ 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

・ 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項 

・ 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩

序の維持に関する事項 

・ 緊急輸送の確保に関する事項 

・ 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射

性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項 

・ その他原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止を図

るための措置に関する事項 

イ 確認の取扱場所 

県公安委員会は、緊急通行車両等であることの確認を、次に掲げる場所において取 

り扱うものとし、確認したものについて緊急通行車両確認証明書等及び標章を交付

する。 

(ｱ)  災害が発生し、又は正に発生しようとしている時における確認（災対法施行令第

３３条第１項等） 

・  県警察本部（交通部交通規制課） 

・  県下各警察署 

・  交通検問所 

(ｲ)  災害発生前における確認（災対法施行令第３３条第２項等） 

・  当該車両の使用の本拠を管轄する警察署 
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(8)  規制除外車両の事前届出・確認 

ア 規制除外車両 

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに

使用される車両であって、県公安委員会の意思決定により災対法の規定に基づく交

通規制等が行われた緊急交通路の通行を認めるものについてについては、規制除外

車両として取扱う。 

イ 規制対象除外車両の事前届出 

県公安委員会は、規制除外車両のうち、大規模災害発生後速やかに緊急交通路の通

行を認めることが適切である車両については、規制除外車両であることの確認に係

る事前届出を行わせる。 

なお、災害対策に従事する自衛隊車両等であって、道路運送車両法の規定による番

号標以外のものを付しているものについては、前２(7)のとおり標章の掲示を不要と

するため、事前届出及び確認の対象としない。 

ウ 事前届出の対象とする車両 

次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両等に該当しないもの。 

(ｱ)  医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両 

(ｲ)  医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両 

(ｳ)  患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

(ｴ)  建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

エ 規制除外車両の事前届出手続 

(ｱ)  取扱場所 

車両の使用の本拠を管轄する警察署 

(ｲ)  規制除外車両事前届出済証の交付 

県公安委員会は、事前届出があった車両について、規制除外車両に該当すると認

められるものについては、規制除外車両事前届出済証（以下「除外届出済証」とい

う。）を交付する。 

オ 規制除外車両の確認手続 

県公安委員会は、災害等が発生し、緊急交通路が指定して緊急通行車両等以外の車

両の通行を禁止又は制限した時、規制除外車両について確認するものとし、規制除外

車両と認められるものについて規制除外車両確認証明書及び標章を交付する。 

なお、規制除外車両の範囲やその拡大については、全国的斉一を図る必要があるこ

とから、個別に警察庁と調整する。 

(ｱ)  確認の取扱場所 

・  警察本部（交通部交通規制課） 

・  県下各警察署 

・  交通検問所 

(ｲ)  除外届出済証の取扱い 

規制除外車両の確認申出時に、当該車両に係る除外届出済証が添付されたもの

については、事前届出を行っていないものの申出に優先して取り扱う。 
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別記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 備考 １ 色彩は、記号を黄色、緑色及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番

号」、「有効期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並

びに年、月及び日を表示する部分を白色、地を銀色とする。 

    ２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すもの 

とする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

  

緊 急 
有効期限        年      月 

１
５
 

２１ 
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４ 海上交通 

(1)  交通規制等 

第六管区海上保安本部は、海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずる

ものとする。 

ア 津波による危険が予想される海域に係る港及び沿岸付近にある船舶に対し、港外、

沖合等安全な海域への避難を勧告するとともに、必要に応じて入港を制限し、又は港

内に停泊中の船舶に対して移動を命ずる等の所定の規制を行う。 

イ 船舶交通のふくそうが予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、

指導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

ウ 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそれがある

ときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

エ 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生ず

るおそれがあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に

対し、これらの除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを

命じ、又は勧告する。 

オ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁及び航路標識の状況、関係

機関との連絡手段等、船舶の安全な運航に必要と考えられる情報について、無線等を

通じ船舶への情報提供を行う。 

カ 水路の水深に異状を生じたおそれがあるときは、必要に応じて調査を行うととも

に、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

キ 航路標識が損壊し、又は流失したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じ

て応急標識の設置に努める。 

(2)  航路の障害物除去等 

ア 港湾管理者及び漁港管理者は、所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等につい

て、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、関係機関に報告

するとともに、障害物除去に努めるものとする。  

イ 港湾施設及び漁港施設の利用者等は、港湾管理者及び漁港管理者の指導のもと、自

動車、コンテナ、ドラム缶、有害物資等が海域に流出し、転落しないよう措置すると

ともに、地震・津波発生時には、調査点検の実施及び異状を認めた場合の防災関係機

関への通報や回復措置をとるものとする。 

 

５ 交通マネジメント 

(1)  中国地方整備局は、応急復旧時に、渋滞緩和や交通量抑制により、復旧活動、経済活

動及び日常生活への交通混乱の影響を最小限に留めることを目的に、交通システムマ

ネジメント及び交通需要マネジメントからなる交通マネジメント施策の包括的な検

討・調整等を行うため、「災害時交通マネジメント検討会（以下「検討会」という。）」

を組織する。 

(2)  県は、市の要請があったとき又は自ら必要と認めたときは、国土交通省中国地方整 

備局に検討会の開催を要請することができる。 

(3)  検討会において協議・調整を図った交通マネジメント施策の実施にあたり、検討会 

の構成員は、自己の業務に支障のない範囲において構成員間の相互協力を行う。 
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(4)  検討会の構成員は、平時から、あらかじめ連携に必要な情報等を共有しておくとと 

もに、連携強化のための協議・訓練等を行うものとする。 

※ 交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通機関への利用転換など、 

交通行動の変更を促して、発生交通量の抑制や集中の平準化などの交通需要の調整を

行うことにより、道路交通の混雑を緩和していく取組 

※ 交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される箇所において実効性を

伴う通行抑制や通行制限を実施することにより、円滑な交通を維持する取組 
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第２項 交通、輸送応急対策計画 

１ 方針 

地震・津波が発生した場合には、市、県及び関係機関は、災害応急対策の実施に必要な

要員、資機材等の輸送を、各機関の保有する車両、船舶、航空機等又は運送業者等の保有

する車両、船舶、航空機等の調達により実施し、緊急輸送体制を確保する。 

 

２ 緊急輸送の対象とする者及び資機材の範囲 

緊急輸送の対象とする者及び資機材の範囲は、次のとおりとする。 

(1)  被災者 

(2)  災害対策要員 

(3)  救助用物資・資機材 

(4)  救急医薬品、緊急医療用水、衛生材料及び医療用具 

(5)  食料、飲料水、生活必需品等 

(6)  応急復旧用資機材 

(7)  その他必要な人員、物資等 

 

３ 輸送車両等の確保 

(1)  市の措置 

ア 市は、あらかじめ定める地震・津波時における輸送車両等の運用計画又は調達計画

により、車両、船舶等及びそれらの燃料等の調達先を明確にしておき、人員及び物資

等の輸送手段を確保する。 

イ 市が運用又は調達する輸送車両等で不足が生じた場合は、次の事項から、必要な項

目を明示して他の市町又は県にあっせんを要請する。 

(ｱ)  輸送区域及び借り上げ期間 

(ｲ)  輸送人員又は輸送量 

(ｳ)  車両、船舶等の種類及び台数 

(ｴ)  集結場所及び日時 

(ｵ)  車両、船舶等の燃料の給油場所及び給油予定量 

(ｶ)  その他必要事項 

(2)  県の措置  

ア 県の各局（部）は、それぞれの配車計画及び運用計画により配備体制を敷き、所管

の車両、船舶、航空機等を運用する。ただし、必要に応じて災害対策本部長が集中管

理して運用する。 

イ 市から輸送手段の確保について、県に要請があった場合又は災害対策本部長が必

要と認める場合は、関係機関に対し、協力を要請する。 

ウ 知事は、輸送車両等が不足して災害応急対策の実施に支障があると認められる場

合、中国運輸局長と協議して、基本法及び災害救助法に基づく従事命令を発し、緊急

輸送に必要な車両等を確保する。 

(3)  中国運輸局の措置 

中国運輸局は、緊急輸送の必要があると認めるときは、船舶運航事業者、港湾運送事

業者、自動車運送事業者等の関係輸送機関に対して、輸送力の確保に関しての措置をと

るよう指導を行うとともに、県の要請により車両、船舶等のあっせんを行う。 
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(4)  西日本旅客鉄道株式会社の措置 

西日本旅客鉄道株式会社は、県の要請又は必要により臨時列車の運転、迂回運転等を

行い、人員の緊急輸送に努める。 

なお、西日本旅客鉄道株式会社は、日本貨物鉄道株式会社から、物資輸送のための要

請を受けた場合には、臨時列車の運転の設定を検討する。 

(5)  日本貨物鉄道株式会社の措置 

日本貨物鉄道株式会社は、県の要請又は必要により救援物資の輸送に努める。 

(6)  第六管区海上保安本部の措置 

傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要

請に基づき、迅速かつ積極的に実施するものとする。 

輸送対象の想定は次のとおりとする。 

ア 第１段階（避難期） 

(ｱ)  救助・救急活動及び医療活動の従事者並びに医薬品等人命救助に要する人員及 

び物資 

(ｲ)  消防、水防活動等災害拡大防止のための人員及び物資 

(ｳ)  政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス施設保安

要員等初動の応急対策に必要な要員等 

(ｴ)  負傷者等の後方医療機関への搬送 

(ｵ)  緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及 

び物資 

イ 第２段階（輸送機能確保期） 

(ｱ)  前記アの続行 

(ｲ)  食料、水等生命の維持に必要な物資 

(ｳ)  傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

(ｴ)  輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

ウ 第３段階（応急復旧期） 

(ｱ)  前記イの続行 

(ｲ)  災害復旧に必要な人員及び物資 

(ｳ)  生活必需品 

 

４ 港湾の輸送拠点としての活用 

本市は、瀬戸内海に開けた都市であり、尾道港等は物資の輸送のみならず市民の通勤・

通学などに広く利用されている。したがって、地震等の発生時には陸路による輸送体制に

とどまらず、尾道港を拠点とした海上からの輸送体制を取るものとする。 

尾道港を地震等の発生時の輸送拠点として活用する場合、津波の動向を注視するとと

もに、市災害対策本部から要員を派遣し、港湾管理者との協議に基づき、適切な輸送活動

等を行うよう努める。 
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 路　線　名

山陽自動車道

（広島岩国道路含む）

岡山県境

（福山東IC）
～

山口県境

（大竹IC）

中国自動車道
山口県境

（吉和IC）
～

岡山県境

（東城IC）

松江自動車道 三次東JCTIC ～
島根県境

（高野IC）

尾道自動車道 尾道JCT ～ 三次東JCTIC

浜田自動車道 千代田JCT ～
島根県境

（大朝IC）

広島呉道路 仁保JCT ～ 呉IC

東広島呉自動車道 阿賀IC ～ 高屋JCTIC

広島自動車道 広島北JCT ～ 広島JCT

尾道福山自動車道 福山西IC ～ 西瀬戸尾道IC

西瀬戸自動車道 西瀬戸尾道IC ～
愛媛県境

（生口島南IC）

広島高速１号線 広島東IC ～ 温品JCT

広島高速２号線 温品JCT ～ 仁保JCT

広島高速３号線 仁保JCT ～ 商工センターIC

海田大橋

（臨港道路 出島海田線）
海田料金所 ～ 仁保JCT

※　緊急交通路は、災害状況や道路状況に応じて指定又は変更する。

緊急交通路指定予定路線一覧
区　　　　　間
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第３項 貯木対策計画 

１ 方針 

津波によって生ずる水面貯木場からの木材の流出、あるいは在港船舶の転覆座礁等の

事故を防止するため、関係機関は平素から連絡を密にし、貯木場施設、係留施設の整備及

び船舶の安全指導等を行い、財産の損失及び沿岸住民への被害の未然防止を図る。 

 

２ 貯木対策 

(1)  実施責任者 

貯木場管理者、木材取扱者及びその他木材に関して直接責任を有する者が管理上の

責任を有するため、市長、警察署長及び海上保安部長は、災害の発生のおそれがある場

合に管理者等に対し、除去、保安等必要な措置をとるよう指示する。 

(2)  実施方法 

ア 実施責任者の実施事項 

(ｱ)  木材貯蔵の実態を把握し、常時収容能力を超えて貯木しないよう留意すること。 

(ｲ)  木材の係留施設を特に強化し、強化に必要な資材を準備すること。 

(ｳ)  木材は強固ないかだを組み、固縛するなどの措置を行い、津波又は高潮による 

流出を防止すること。 

(ｴ)  津波により木材の流出が予想される場合は、他の安全な区域への移転を行うこ 

と。 

(ｵ)  木材が流出した場合には、速やかに収容対策を講じる。 

収容できない木材については、海上保安部長等の関係機関に通報すること。 

イ 市長等の指示 

市長、警察署長及び海上保安部長（ただし、特定港湾内の流木については港長）は、

災害の発生が予測されるときは、その災害によって流出するおそれがある貯木につ

いて、除去、保安その他必要な措置をとることを指示する。 
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第８節 避難生活及び情報提供活動 

第１項 避難対策計画 

１ 方針 

地震・津波により、建築物、工作物の破損や広範囲な火災、がけ崩れ、土石流、津波等

が発生した場合には、市長又はその他関係法令の規定に基づく避難の措置の実施責任者

は、必要に応じ避難のための措置をとり、人命の安全確保に努める。 

この計画では、指定避難所の運用について定める。 

 

２ 指定避難所の開設 

(1)  指定避難所の管理運営 

指定避難所の運営に当たっては、市、自主防災組織、ボランティア団体その他防災関

係機関職員のそれぞれの役割分担を明確にし、相互に協力して指定避難所での安全の

確保と秩序の維持に努める。 

特に、市はあらかじめ施設管理者との調整や指定避難所毎の担当職員を定めるなど、

発災後の迅速な指定避難所開設や人員配置に努める。また、町内会や自主防災組織等と

協力し、施設の速やかな開錠体制の構築及び円滑な指定避難所の運営に努め、避難者が

相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その

立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有す

る地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよ

う留意すること。 

避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得られるよう努めるもの

とする。 

なお、市及び県は、相互に連携を図り、避難者の健全な住生活の早期確保を図ること

とし、保護者等への引取や応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅、民間賃貸住宅等利用

可能な既存住宅のあっせん及び活用等によって指定避難所の早期解消に努めるととも

に、災害の規模、被災者の避難及び受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、必要に応

じ旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

指定避難所の具体的な管理運営に係る主な業務については、次の点に留意するとと 

もに、人道憲章と人道対応に関する最低基準（スフィア基準）を踏まえた生活環境の確

保に努めるものとする。 

ア 情報伝達手段を確保し、避難住民に対して正確な情報及び指示を与えるとともに、

避難者数の確認、避難者名簿の作成等により指定避難所及び避難者の状況を早期に

把握し、関係防災機関へ連絡する。 

また、指定避難所で生活せず食事のみ受け取っている被災者等の情報把握に努め

関係防災機関へ連絡する。 

  イ 食事提供の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、指定避難所の衛生管理など必 

要な対策を講じるとともに、救護所の設置等の医療体制の確保や、避難者の心身の健 

康及び福祉的な支援体制の確保のため保健師等による健康相談、心のケアなど必要 

な対策を行う。  

    また、プライバシー確保や様々なニーズの違いに対応できるよう男女双方の視点 

等に配慮するなど、良好な生活環境を維持するよう注意を払う。 
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 ウ 避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置する 

よう努めるとともに、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴 

施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師、保健師、管理栄養士等 

による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、ごみ処理の状況など、避難者の健康状 

態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な処置を講ずるものとする。 

    また、指定避難所での健康状態の悪化を防止するための栄養バランスのとれた適 

温の食料等の分配、食事の提供等栄養管理に努めるとともに、入浴、洗濯等の生活に 

必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措置を講ずるものとする。 

エ 指定避難所における食料、飲料水及び生活必需品等の必要量を把握し、効率的に配

給する。 

オ 要配慮者用の窓口を設置し、ニーズを把握し支援を行う。 

また、心身双方の健康状態には特段の配慮を行い、福祉避難所への避難や必要に応

じ福祉施設等への入所、介護職員等の派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボラン

ティア団体等の協力を得つつ、計画的に実施するものとする。 

カ 県及び市は、被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大

がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策として

必要な措置を講じるよう努め、また、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を

考慮し、保健福祉担当部局は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共

有するものとする。 

キ 市は、指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、避

難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レイ

アウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

ク 市は、指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女等のニーズ

の違い等、男女共同参画の視点に配慮するものとする。特に、女性専用のトイレ、物

干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペア

による巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難所における安全性の確保など、

女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営に努めるものとする。 

ケ 市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止する

ため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設

等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶ

についての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮

するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者

への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。 

コ やむを得ない理由により指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、

食料等物資の提供、保健師等による健康相談の実施及び正確な情報の伝達等に努め

るものとする。 

サ 市は、「ペット受け入れのための避難所等運営ガイドライン」を活用して、指定避

難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるとともに、指定避難所の形

態や動物の数に応じた飼養ルールを設定し、他の避難者に対しても周知を行い、飼い

主が適正に飼養するための指導助言を行うものとする。 

また、指定避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れると

ともに、指定避難所における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握及び、獣医

師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

さらに、避難動物の種類や頭数について把握し、避難所での受入れが難しい場合は、 

各動物愛護センターに対し、一時預かり先等について相談する。 
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シ 市は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物 

資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る 

情報を支援のための拠点の利用者に対しても提供するものとする。 

ス 市は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難者数、食 

料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被 

災者支援に係る情報を車中泊避難者に対しても提供するものとする。この際、車中泊 

避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めるものとする。 

(2)  広域的避難 

市は、災害の規模、被災者の避難、受入れ状況、避難の長期化等を考慮して、市外へ

の広域的な避難、指定避難所や応急仮設住宅等への受入れ等が必要であると判断した

場合には、県に広域避難受入れに関する支援を要請するものとする。 

県は、市からの要請を受けた場合など、支援が必要と考えられる場合には、他の市町

や他都道府県との連絡調整等を行う。 

また、大規模災害の発生による市機能の喪失等により、市において広域的避難に係る

事務が行えなくなった場合、県は、市に代わり必要な手続きを行うものとする。 

被災県及び市等は、居住地以外の市町村へ避難する避難者に対して、避難先の自治体

と連携のうえ、必要な情報等の提供に努めるものとする。 

なお、被災者の広域避難にあたり輸送手段の確保が必要な場合、県は、運送事業者で

ある指定地方公共機関等に対し、被災者の運送を要請するものとする。 

(3)  市が指定避難所を開設したときは、次の事項について、県危機管理監（災害対策本部 

を設置した場合は、本部情報連絡班）に報告する。 

ア 開設の日時 

イ 開設の場所 

ウ 受入れ人員 

エ 開設期間の見込み 

オ その他必要と認められる事項 

(4)  県は、指定避難所の設置・運営について、必要に応じ、応援職員を派遣するなど、

市を支援するものとする。 

 

３ 避難行動要支援者の避難等 

市は、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防

災組織、民生委員・児童委員等の多様な主体の協力を得ながら、平常時から避難行動要支

援者に関する情報を把握の上、関係者との共有に努める。また、情報伝達体制の整備、避

難誘導体制の整備、避難訓練の実施を図るものとする。 

指定避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者が避難所で生活するために

必要な設備やスペースを確保するとともに、福祉避難所の設置や、避難場所として宿泊施

設を借上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

避難行動要支援者の避難等の措置について、市のみで対応できない場合は、他の市町や

関係機関等の協力を求めて、市外の社会福祉施設等へ避難させる。 

県は、市が避難行動要支援者を他の市町へ避難させるための協力要請をした場合など、

市への支援が必要と考えられる場合には、他の市町や他都道府県との連絡調整等を行う。 
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第２項 災害広報・被災者相談計画 

１ 方針 

地震・津波発生時においては、各防災関係機関は、被災地や隣接地域の住民に対し、被

害の状況、災害応急対策の実施状況等について速やかに広報することにより、住民の不安

解消、また、被災者の生活再建等の支援に努めるとともに、住民自らの適切な判断により、

無用の混乱を排除するように配慮する必要がある。 

なお、住民への情報伝達に当たっては、報道機関の協力を得るものとする。 

また、速やかな対策を講じるために被災者相談を行い、被災地の住民の動向と要望の把

握に努める。 

 

２ 広報活動 

(1)  広報責任者 

各防災関係機関は、「災害情報計画」で得た情報及び住民が行うべき措置等を周知さ

せる必要があると認めたときは、各防災関係機関が定める広報手続きにより、広報活動

を実施する。 

(2)  広報の目的 

各防災関係機関は、災害発生直後には、パニック、余震、火災等による二次災害の防

止を中心に広報活動を実施する。 

また、応急復旧時には、食料や交通などの生活情報や被災者の生活再建支援情報を中

心に広報活動を実施する。 

なお、その際、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅

への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を

行うものとする。 

(3)  広報機関による広報の内容 

ア 市、消防局 

市、消防局は、県警察、その他の関係機関と緊密な連携のもとに、次の事項につい

て広報活動を行う。 

(ｱ)  広報の内容 

＜災害発生直後の広報＞ 

ａ 津波に関する予警報及び情報 

ｂ 地震・津波に関する情報（余震に関する情報を含む。） 

ｃ 避難に関する情報（避難場所、避難指示等） 

ｄ 医療、救護所の開設に関する情報 

ｅ 災害発生状況に関する情報 

ｆ 出火防止、初期消火に関する情報 

ｇ 二次災害防止に関する情報（デマの防止、電気・ガス・水道等の措置） 

ｈ その他安心情報等必要な情報 

＜応急復旧時の広報＞ 

ａ 食料、水、その他生活必需品の供給に関する情報 

ｂ 電気、ガス、水道の復旧に関する情報 

ｃ 交通機関、道路の復旧に関する情報 

ｄ 電話の利用と復旧に関する情報 

ｅ ボランティア活動に関する情報 

ｆ 仮設住宅、ホームステイ等に関する情報 
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ｇ 臨時相談所に関する情報 

ｈ 被災建物応急危険度判定活動及び被災宅地危険度判定活動に関する情報 

ｉ その他生活情報等必要な情報 

(ｲ)  広報の方法 

ａ デジタル防災無線（戸別受信機を含む） 

ｂ 防災アプリ 

ｃ 市ホームページ 

ｄ 尾道市公式ＬＩＮＥ 

ｅ 尾道市役所災害情報発信ツイッタ― 

ｆ 登録制メール 

ｇ 緊急速報メール 

ｈ ケーブルテレビ放送 

ｉ コミュニティＦＭ緊急放送 

ｊ 広報車、ハンドマイク等による広報 

ｋ 立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報 

ｌ ビラ配布等による広報 

ｍ 県に対する広報の要請 

ｎ 報道機関への情報提供、放送要請 

イ 県警察 

県警察は、防災関係機関と緊密な連携なもとに、前記ア(ｱ)に掲げる事項のほかに、

次の事項について広報活動を実施する。 

(ｱ)  広報の内容 

＜災害発生直後の広報＞ 

ａ 津波が予想される場合の避難等警察措置に関する情報 

ｂ 交通規制に関する情報 

ｃ 犯罪の防止に関する情報 

＜応急復旧時の広報＞ 

ａ 交通規制に関する情報 

ｂ 犯罪の防止に関する情報 

(ｲ)  広報の方法 

ａ 広報車、無線警ら車、ハンドマイク等による広報 

ｂ 立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報 

ｃ ヘリコプターによる広報 

ｄ 警察庁、中国四国管区警察局、各都道府県警察本部を通じた広報 

ｅ 報道機関への情報提供 

ｆ 日本道路交通情報センター、交通管制センター、道路管理者等を通じた道路状

況の広報 

ｇ インターネット等を利用した広報 

ウ 県 

県は防災関係機関と緊密な連携のもとに、次の事項について広報活動を実施する。 

また、市が被災し、住民に対する十分な広報が実施できない場合には、報道機関へ

の情報提供や放送要請、県の広報媒体等により、市の広報活動を補完する。 
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(ｱ)  広報の内容 

＜災害発生直後の広報＞ 

ａ 津波に関する予警報及び情報 

ｂ 地震・津波に関する情報（余震に関する情報を含む。） 

ｃ 自動車運転者のとるべき措置 

ｄ 医療、救護所の開設に関する情報 

ｅ 災害発生状況に関する情報 

ｆ 応急救助の実施状況に関する情報 

ｇ 交通規制に関する情報  

ｈ その他安心情報等必要な情報 

＜応急復旧時の広報＞ 

ａ 食料、水、その他生活必需品の供給に関する情報 

ｂ 電気、ガス、水道等公益事業施設の被害発生及び応急復旧状況に関する情報 

ｃ 電話の利用と復旧に関する情報 

ｄ 鉄道、バス等の運行状況及び道路交通に関する情報 

ｅ 緊急輸送に関する情報 

ｆ 海上交通に関する情報 

ｇ 公共土木施設等の被害発生及び応急復旧情報に関する情報 

ｈ ボランティアに関する情報 

ｉ 仮設住宅、ホームステイ等に関する情報 

ｊ 被災建築物応急危険度判定活動及び被災宅地危険度判定活動に関する情報 

ｋ 金融非常措置及び金融機関営業状況に関する情報 

ｌ 県民の心得等民心の安定及び社会秩序のための必要事項 

ｍ その他生活情報等必要な情報 

(ｲ)  広報の方法 

ａ 災害県民窓口による広報 

ｂ 広報車、ハンドマイク等による広報 

ｃ 立て看板、横断幕、貼り紙等の掲示広報 

ｄ ビラ配布等による広報 

ｅ 報道機関への情報提供、放送要請 

ｆ 文字、手話、「やさしい日本語」あるいは外国語等を用いた広報 

ｇ 広島県総合行政通信網を利用した防災関係機関や避難所へのテレビ、ファク

シミリによる広報 

ｈ 臨時災害 FM 局によるラジオ放送 

ｉ インターネット等を利用した広報（ポータルサイト運営事業者等に対するポ

ータルサイトのトップページの優先利用等の依頼を含む） 

ｊ Ｌアラート（災害情報共有システム）とのデータ連携によるテレビ・携帯電話

等からの情報伝達 

エ 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関 

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、前記のア(ｱ)、イ(ｱ)及

びウ(ｱ)に掲げた事項の中で、各機関の業務に関連した情報を県民に周知する必要が

あると認めたときは、他の防災関係機関と緊密な連携のもとに各種の広報媒体を利

用して広報活動を実施する。 
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オ 報道機関 

報道機関は、前記ア～エの中に掲げた情報、その他の有効適切な情報を、災害関係

記事又は番組を編成して報道する。 

その際には、関係機関の告知事項や、地震・津波対策のためのキャンペーン番組等

を盛り込む。 

また、県及びその他防災関係機関から災害広報の実施依頼があった場合は、積極的

に協力する。 

 

３ 被災者相談活動 

(1)  被災者相談機関 

各防災関係機関は、地震・津波災害が発生したときには、被災者又は関係者からの相

談、要望、苦情等に速やかに応じ、被災者の生活環境の早期改善のために被災者相談を

行う。 

(2)  相談方法 

各防災関係機関は、被災者の相談、要望、苦情等を広く聴取し、問題の早期解決を図

るため、相談窓口を設ける。 

また、必要に応じて、被災地及び避難場所等への臨時相談所の設置や広報車又は二輪

車（バイク、自転車）等による被災地の巡回・移動相談を実施する。 

なお、相談窓口は、関係機関が共同で設置するなどしてワンストップサービスの実現

に努めるものとする。相談所の規模及び構成員らは、災害の実情に応じたものとする。 

 

４ 安否情報の提供等 

市又は県は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利

益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発

生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答

するよう努めるものとする。 
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第３項 住宅応急対策計画                                    

１ 方針 

地震・津波が発生し、災害救助法が適用された場合には、知事は市長と協力して、被災

者を受け入れるための仮設住宅の建設をはじめとする必要な住宅応急対策を講じるもの

とする。 

   

２ 実施する応急対策の内容 

(1)  災害救助法第４条第１号に規定する避難所及び応急仮設住宅の供与（仮設住宅の建 

   設及び民間賃貸住宅の借上げ） 

(2)  災害救助法第４条第６号に規定する被災した住宅の応急修理 

(3)  公営住宅、企業所有の宿泊施設及び職員用住宅等の一時的供与 

(4)  民間賃貸住宅の情報提供等 

(5)  被災建築物応急危険度判定の実施 

(6)  被災宅地危険度判定の実施 

 

３ 実施責任者 

(1)  知事は、災害救助法及び同法施行細則の規定に基づき避難所及び応急仮設住宅の供 

与に必要な住宅（応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の借上げを含む。）及び施設の

確保に努めるものとする。 

なお、県内のみで確保が困難な場合、近隣他府県へ被災者を一時受入れするための施

設の提供を要請する。 

(2)  知事は、災害救助法及び同法施行細則の規定に基づき市長と協力して被災した住宅 

の応急修理を行う。 

(3)  災害救助法第１３条及び同法施行令第１７条の規定により、前各項の救助について 

市長に委任したときは、市長が実施する。 

(4)  市長は、地震・津波により多くの建築物が被害を受け、被災建築物応急危険度判定が

必要と判断した場合には、これを実施する。 

知事は、市長から支援の要請があった場合は、必要な支援を行う。 

 

４ 応急仮設住宅の建設及び民間賃貸住宅の借上げ 

(1)  供与の対象とする者 

応急仮設住宅の供与の対象となる者は、災害救助法に基づき、住家が全壊、全焼又は

流出、若しくは、それに準ずる者として発災後、国より通知される要件に該当し、居住

する住家がない者で、自らの資力をもってしては、住宅を確保することのできない者と

する。 

また、知事は、罹災証明の発行の状況を踏まえ、必要に応じて対象の拡充について検

討する。 

(2)  応急仮設住宅の供与の期間 

特別な場合を除き、災害救助法の定める２年以内とする。 

(3)  応急仮設住宅の管理 

応急仮設住宅の管理は、市長が行う。 

ただし、特別な事情がある場合には、市長の協力を得て、知事自ら実施するものとす

る。なお、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れについても配慮する

ものとする。 
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(4)  応急仮設住宅の建設 

応急仮設住宅の建設は、広島県応急仮設住宅建設マニュアルに従い実施する。 

ア 建設戸数 

建設戸数の決定に当たっては、市長の意見を聞き、知事が決定するものとする。こ

の場合、別途確保し供与する公営住宅、借上げ可能な民間賃貸住宅等の状況を勘案す

るものとする。 

イ 建設場所の確保 

建設場所については、保健衛生、交通、教育等について考慮し、あらかじめ把握し

ている公有地で確保する。 

ただし、やむを得ない場合は、私有地を利用することもできるものとする。この場

合利用しようとする土地の所有者との十分な協議を必要とする。 

なお、学校の敷地を建設場所として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮す

るものとする。 

ウ 関係団体との協力協定 

知事は、災害時に応急仮設住宅の建設を迅速に進めるために、住宅建設に係る関係

団体とあらかじめ協力協定を締結するなど、環境整備を図るものとする。 

また、広域かつ大規模な災害発生に対応するため、複数の関係団体との協力協定の

締結に努める。協定を締結した関係団体とは、平時から緊急時の連絡体制や制度運用

等について、情報共有を図るものとする。 

なお、協定締結団体が複数となる場合の調達方針については、広島県応急仮設住宅

建設マニュアルで定めるものとする。 

エ 資機材の調達 

県（救助実施市）は、応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要が

ある場合には、必要に応じて、国に資機材の調達に関して要請するものとする。 

県は、応急仮設住宅の提供に必要な資機材の調達等に当たっては、適正かつ円滑に

行われるよう、救助実施市及び関係団体等との連絡調整を行う。 

(5)  民間賃貸住宅の借上げ 

知事は、民間賃貸住宅の借上げを迅速に実施するため必要となる取扱い等について、

あらかじめ検討を進めるものとする。 

ア 関係団体との協力協定 

(ｱ)  知事は、災害時に民間賃貸住宅の借上げを迅速に進めるために、民間賃貸住宅 

に係る関係団体と、借上げ可能な民間賃貸住宅の空き家情報の提供について、あら

かじめ協力協定を締結するなど、環境整備を図るものとする。 

(ｲ)  知事は、民間賃貸住宅の無報酬での媒介について、宅建業関係団体に対して協 

力を要請するものとする。 

(ｳ)  知事は、民間賃貸住宅の提供について、協定締結団体に対して協力を要請するも

のとする。 

(ｴ)  知事は、広域かつ大規模な災害発生に対応するため、複数の関係団体との協力 

協定の締結に努める。 

(ｵ)  知事は、平時から協定を締結した関係団体と緊急時の連絡体制や制度運用等に 

ついて、情報共有を図るものとする。 
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５ 住宅の応急修理 

災害救助法及び同法施行細則の規定に基づく住宅の応急修理については、知事が市長

に実施を指示し市長が実施するものとする。 

 ただし、特別な事情により市長が実施することが困難な場合は市長の協力を得て知事

自ら実施するものとする。 

(1)  住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

ア 対象となる者 

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（以下「緊急の修理」という。）

の対象となる者は、住家が半壊、半焼（大規模半壊から半壊までの住家）又はこれ

に準ずる程度（準半壊程度相当）の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の

被害が拡大するおそれがある者とする。 

イ 修理の範囲 

緊急の修理は、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある

屋根、外壁、建具（玄関、窓やサッシ等）等の必要な部分とする。 

ウ 対象世帯の調査 

対象住宅の調査及び決定については、被害認定調査における損害割合の算定方

法に準じて、自治体職員が判断する。 

エ 必要資機材及び従事者の確保 

必要資機材及び従事者の確保については、協定締結団体の協力を得て、知事が行

う。 

オ 実施期間 

緊急の修理の実施期間は、災害発生の日から１０ 日以内とする。ただし、やむを

得ない事情がある場合には、内閣総理大臣と協議を行う。 

(2)  日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

ア 対象となる者 

日常生活に必要な最小限度の部分の修理（以下「応急修理」という）の対象となる

者は、住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、そのままでは当

面の日常生活を営むことができない者で、自らの資力をもってしては応急修理がで

きない者とする。 

イ 修理の範囲 

住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等のように日常生活に欠くことのできない

必要最小限度の部分とする。 

ウ 対象住宅の調査及び対象住宅の決定 

対象住宅の調査及び決定については、あらかじめ定める危険住宅判定調査・修理対

象基準により市長の意見を聞いて決定する。 

エ 必要資機材及び従事者の確保 

必要資機材及び従事者の確保については、協定締結団体の協力を得て、知事が行う

こととする。 

オ 実施期間 

住宅の応急修理の実施期間は、災害発生の日から３か月以内（ただし、国の災害対

策本部が設置された場合は、災害発生の日から６か月以内）とする。ただし、やむを

得ない事情がある場合には、事前に内閣総理大臣の承認を得て、必要最小限度の期間

の延長を行う。 
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６ 公営住宅の提供 

被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条の適用があるものについ

て、受け入れを行う。 

また、緊急対応として、災害対策基本法の規定に基づく激甚災害の指定及び災害救助法

の適用があった場合については、県内公営住宅の一時的目的外使用許可による受入れ施

設の提供も考慮する。 

市は地震・津波等により当面、居住する住宅をそう失した被災世帯に対し、空いている

市営住宅への緊急入居ができるよう必要な措置を講じておく。 

 

７ 企業等宿泊施設及び職員用住宅等の供与 

知事は、前記６の公営住宅の提供を考慮する場合には、企業等の所有する社宅・寮及び

その他宿泊施設の提供による供与について協力を要請するものとする。 

 

８ 被災建築物応急危険度判定 

多くの建築物が被害を受けた場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じ

る人的二次災害を防止するため、被災建築物応急危険度判定（以下「建築判定」という。）

を実施する。 

また、実施のための必要な事前準備を行う。 

(1)  事前対策 

ア 市長は、的確な建築判定を実施するため、次の事項についてあらかじめ定めておく。 

(ｱ)  建築判定実施の決定と被災建築物応急危険度判定実施本部（「以下「建築判定実 

施本部」という。）の設置 

(ｲ)  建築判定の実施に関する県との連絡調整及び県に対する支援要請 

(ｳ)  建築判定対象区域、対象建築物の決定等の基準 

(ｴ)  応急危険度判定士及びその他判定業務従事者（以下「建築判定士等」という。の 

確保、建築判定の実施体制等 

(ｵ)  建築判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項 

(ｶ)  建築判定資機材の調達、備蓄 

(ｷ)  その他必要な事項 

イ 市は、県に対し支援要請を行い、県は、的確な支援を行う。 

ウ 市と県は協力して、必要な判定用資機材を備蓄しておくほか、県は、建築関係団体

と協力し、建築判定士等の養成を行う。 

(2)  建築判定実施の事前準備 

ア 市長は、あらかじめ想定される地震・津波の規模、建築物の被害等を推定し、優先

的に建築判定を実施する施設、区域及び判定対象危険物の基準を準備しておく。 

イ 市及び県は、地震・津波被害に備え、市は建築判定実施本部を、県は被災建築物応

急危険度判定支援本部（以下「建築判定支援本部」という。）の体制について、あら

かじめ整備しておく。 

(3)  応急危険度判定の実施 

ア 市長は、地震・津波により多くの建築物が被害を受け、必要があると判断したとき

は、建築判定の実施を決定し、直ちに建築判定実施本部の設置その他必要な措置を講

じるものとする。また、建築判定のための支援を知事に要請することができる。 

イ 市から県に対し支援要請があった場合、県は、建築判定支援本部を設置し、必要な

支援を行う。なお、県は、建築判定士等の派遣等により、積極的に市の活動を支援す

るものとする。 



地震・津波対策編 第３章の２ 第８節 

 - 355 - 

ウ 市及び県は、建築関係団体等の協力を得て必要な建築判定士等の速やかな確保に

努めるものとする。 

エ 市及び県は、建築判定の実施の決定後速やかに、建築判定士等の食料の準備、建築

判定区域までの移動に係る輸送方法の確保及び必要に応じ宿泊場所の確保等を行う

ものとする。 

オ 県は、所定の建築判定用資機材が不足する場合には、市に代わって、これを調達す

る。 

(4)  市と県の連絡調整等 

ア 市は、建築判定実施本部の設置を決定したときは、県に速やかに連絡するものとす 

る。 

イ 建築判定実施本部は、知事が建築判定支援本部を設置したとき、現地の被災状況を 

随時報告するとともに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整し、速やか

に報告するものとする。 

(5)   国及び都道府県に対する支援の要請並びに他都道府県に対する支援等知事は、地 

震・津波被害が大規模であること等により、国及び他都道府県の支援を受け入れる必 

要があると判断した場合には、国土交通大臣及び他都道府県の知事に対し、必要な支 

援を要請する。 

 

９ 民間賃貸住宅の情報提供 

知事は、民間賃貸住宅の情報提供や無報酬での媒介について（公社）広島県宅地建物取

引業協会及び（公社）全日本不動産協会広島県本部に対して協力を要請するものとする。 

 

１０ 被災宅地危険度判定 

地震・津波により多くの宅地が被害を受けた場合、その後の余震により宅地の崩壊等

による人的被害の発生を防止するため、被災宅地危険度判定（以下「宅地判定」という。）

を実施する。 

また実施のための事前準備を行う。 

(1)  事前対策 

ア 市は、的確な宅地判定を実施するため次の事項についてあらかじめ定めておく。 

(ｱ)  宅地判定実施の決定と判定実施本部の設置 

(ｲ)  宅地判定の実施に関する県との調整連絡及び県に対する支援要請 

(ｳ)  宅地判定実施方法の決定等の基準 

(ｴ)  初動体制整備のための被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。） 

の養成、確保 

(ｵ)  宅地判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定その他必要な事項 

(ｶ)  判定資機材の調達、備蓄 

(ｷ)  その他必要な事項 

イ 知事は市からの要請に対し的確な支援を行う。 

ウ 県は、市の協力を得て、宅地判定に関する講習会を開催し、宅地判定士の養成に

努めるとともに、必要な判定用資機材を備蓄する。 

エ 県は、国、他の都道府県と連携して、宅地判定の円滑な実施のための体制の整備

を行う。 

(2)  宅地判定実施の事前準備 

ア 市長は、土砂災害警戒区域図等を参考に、宅地判定実施の可能性が高い地域等を

推定し、迅速に判定活動を実施するための環境を整備しておく。 
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イ 市長は宅地判定実施本部を、県は宅地判定支援本部の体制について、あらかじめ

準備しておく。 

(3)  宅地判定の実施 

ア 市長は、地震・津波の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、必要がある

と判断した時は、宅地判定実施本部を設置し、宅地判定の実施を決定する。また、

市長は、宅地判定実施のための支援を知事に要請することができる。 

イ 知事は、市長から支援要請を受けた場合は、宅地判定支援本部を設置し、宅地判

定士に協力を要請する等、必要な支援措置を講じる。 

ウ 被災の規模等により市が宅地判定の実施に関する事務を行うことができなくな

ったときは、知事が、宅地判定の実施に関し必要な措置を講じる。 

エ 市及び県は、宅地判定等の判定区域までの移動についての輸送手段の確保、食料

の準備及び必要に応じて宿泊場所の確保を行うものとする。 

オ 県は、所定の判定用資機材が不足する場合は、市に代わってこれを調達する。 

(4)  市と県間の連絡調整 

ア 市は、宅地判定実施本部を設置したときは、県に速やかに連絡するものとする。 

イ 宅地判定実施本部は、宅地判定支援本部に現地の被災状況を随時報告するとと

もに、支援の内容、支援開始時期等について協議、調整し速やかに報告するものと

する。 

(5)  国及び他都道府県に対する支援の要請 

知事は、市長から支援要請を受けた場合で、被災の規模等により必要があると認め 

るときは、国土交通省又は他の都道府県知事等に対し宅地判定実施のための支援を

要請することができる。 
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第９節 救援物資の調達・供給活動 

第１項 食料供給計画 

１ 方針 

市及び県は、地震・津波発生時における被災者に対し、食料の応急確保に努め、災害救

助法による食料の供給及び給食行う。 

また、災害に備え、緊急用食料の備蓄に努める。 

なお、被災者の健康状態や要配慮者、食物アレルギー患者のニーズの把握に努めるとと

もに、避難の長期化等も踏まえ、栄養管理に配慮して食料供給等を行う。 

     

２ 実施責任者及び実施内容 

(1)  市長は、地震・津波発生時に備えて食料供給計画を作成し、これにより食料の確保及

び供給並びに給食を実施する。 

(2)  市長は、必要な食料を確保できない場合は、知事に応援を要請する。 

(3)  知事は、市長の要請があった場合、又は必要があると認めた場合は、食料を調達し供給 

する。 

 

３ 実施方法  

(1)  市 

ア 市長は、災害時における食料（米穀、弁当、パン、缶詰、インスタント食品、調整

粉乳等）の供給及び給食に必要な副食調味料の確保と供給に努める。必要な食料の確

保及び供給が困難な場合は、知事に対して応援を要請する。 

なお、炊き出しは、市が開設する避難所内又はその近隣において実施する。 

イ 市長は、知事等から食料の供給を受けたとき、それを被災者に円滑に供給すること

ができるよう、あらかじめ体制を整備しておく。 

ウ 市長は、防災関係機関や販売業者等と密接に連携して、それらからの供給可能な数

量、その保管場所等をあらかじめ把握しておく。 

エ 被災者の健康状態や要配慮者、食物アレルギー患者等のニーズの把握に努めると

ともに、避難の長期化等も踏まえ、必要に応じ、関係団体と連携し栄養管理に配慮し

て、食料の供給及び給食、炊き出し等を行う。 

オ 食料確保の基準は以下のとおりである。 

 

配  給  対  象 配給限度数量 

１．被災者に対し、炊き出しによる給食を行う必要がある場合 １食当たり精米換算 200ｇ 

２．被災により配給機関が通常の配給を行うことができないた

め、その機関を通さないで配給を行う場合 
１食当たり精米換算 400ｇ 

３．災害地における救助作業が急迫した災害の防止及び緊急復旧

作業に従事している者に対して給食を行う必要がある場合 
１食当たり精米換算 300ｇ 

４．特殊災害（爆発、転覆等）の発生に伴い被災者に対して給食

の必要がある場合 
１食当たり精米換算 200ｇ 
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(2)  県  

知事は、市長から食料供給の要請があった場合、又はその必要があると認めた場合、

食料を円滑に供給できるよう、次の措置を講ずる。 

ア 備蓄食料を供給する。  

イ 米穀については、販売業者に売却を要請する。それが不可能な場合は、農林水産省

に災害救助用米穀の引渡しを要請する。 

ウ 弁当、パン、缶詰、インスタント食品等については、「災害救助に必要な物資の調

達に関する協定書」を締結している販売業者等から調達する。 

エ 防災関係機関や販売業者等と密接に連携して、それらからの供給可能な数量、その

保管場所等をあらかじめ把握しておく。  

オ 必要に応じ、近隣市町、他府県又は国に食料援助を要請する。 

なお、他県等から受けた援助食料は、被災者に適正かつ円滑に供給することに努め

る。 

カ 避難の長期化等を考慮して、必要に応じ関係団体と連携して町が栄養管理に配慮

して食料の供給及び給食、炊き出し等が実施できるよう支援する。 

 

４  食料供給の適用範囲及び期間  

(1)  避難所に受入れされた者  

(2)  住家の被害が全壊、半壊、床上浸水等であって炊事のできない者 

(3)  水道、電気、ガス等の供給がなく、炊事のできない者（医療機関や社会福祉施設等へ

入院や入所している者も含む。）   

(4)  旅館やホテルの宿泊人及び前記(2)、(3)の住家への宿泊人、来訪者   

(5)  被災地内に停車、停船した列車、船舶等の旅客で、責任者の能力によって給食を受け

ることが期待できない者 

(6)  食料供給を行う期間は、災害の発生した日から７日以内とし、特に必要がある場合 

は期間の延長を行う。 

 

５ 使途及び経費 

災害救助法が適用された場合は、原則として、災害救助法施行細則に定める使途及び支

出限度額の範囲で行う。 
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第２項 給水計画 

１ 方針 

地震・津波災害により、水道、飲用井戸等の給水施設が破壊され、又は飲料水が汚染さ

れたため、飲料水を得ることができない者に対し、市、県、水道事業者及び水道用水供給

業者は飲料水の確保及び供給に努めるものとする。 

 

２ 実施責任者 

災害等により次の事態が発生した場合、それぞれ次に定める者が供給の責務を有する。 

飲料水供給の実施は原則として市が行うものとするが、市において実施できないとき

は、隣接市町の協力を得て実施していく。 

 

３ 実施内容 

(1)  水道施設の被害状況を速やかに調査し、応急復旧工事により給水できる場合には、 

直ちに仮工事を実施し、水道による給水を行う。なお、感染症等の発生を予防するため、

給水に際しては必ず消毒の強化を実施、かつ残留塩素の確認を十分に行う。 

(2) (1)により給水できない場合は、上水道水源から給水タンク車及び給水容器で現地に 

輸送する。 

(3)  給水については、給水場所、給水時間等を住民に事前に周知徹底を図る。 

(4)  災害の規模に応じ、１戸当たりの給水量を把握する中で、住民に公平な給水に努め 

ること。 

 

４ 飲料水等供給方法 

(1)  市 

給水活動を迅速かつ円滑に実施するため、次の措置を講ずる。 

ア 給水車、給水船等による応急給水を実施する。特に、災害拠点病院や救急告示病

院、透析医療機関など、優先的に給水を実施する。 

イ 浄水場、配水池、避難所等で拠点給水を実施する。拠点給水には、受水槽、仮設

水槽の活用を図るよう努める。 

ウ 避難場所周辺のビル等の受水槽の活用を図る。 

給水を必要とする場合 実施責任者 法 令 名 

災害により、現に飲料水を得ること

ができない場合 

知事（知事が実施を指

示したときは市町長） 

災害救助法第４条、第１３条 

災害救助法施行令第１７条 

知事が生活の用に供される水の使

用又は給水を制限し、又は禁止すべき

ことを命じた場合で、その期間の供給

を知事が指示したとき 

市長 

感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１

０年法律第１１４号）第３１条 

災害時に緊急に水道用水を補給す

ることが公共の利益を保護するため

必要と知事が認め、命令を発した場合 

水道事業者又は 

水道用水供給事業者 

（以下、水道事業者等

という） 

水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第４０条 
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エ 必要に応じ水質班を組織し、水質検査及び消毒等を実施する。 

オ 給水用資機材の調達を行う。 

カ 関連事業者等の協力を得て、応急仮配管の敷設、共用栓の設置等を行う。 

キ 市のみでは、飲料水の確保、給水活動（応急復旧を含む。）が困難なときは、隣

接市町又は県に応援を要請する。 

ク 大規模災害に備えた広域的な相互応援対策などの緊急対応体制の確立に努める。 

ケ 自己努力によって飲料水を確保する住民に対し、衛生上の注意を広報する。 

コ 応急給水場所や通水状況、通水の見通し等を広報し、住民への周知を図る。 

サ 遊休井戸等の緊急時に活用できる水源の確保・管理に努める。 

(2)  県 

市及び水道事業者等の給水活動（応急復旧を含む。）が円滑に実施されるよう次の

措置を講ずる。 

ア 被害の程度や給水活動（応急復旧を含む。）の実施状況等の把握に努め、その適

切な実施に必要な助言・指導を行うよう努める。 

イ 必要に応じ水質班を組織し、水質検査及び飲料水の衛生指導を行う。 

なお、水質検査の円滑な実施のため、検査体制及び実施方法について定めてお 

く。 

ウ 水道事業者等の給水能力、被害の程度等から飲料水の確保、給水活動（応急復旧

を含む。）が困難と認められる地域については、必要に応じ、他の市町、他府県、

国又は自衛隊、第六管区海上保安本部、西日本高速道路株式会社等の防災関係機関

に給水応援（応急復旧を含む。）を要請する。 
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第３項 生活必需品等供給計画 

１ 方針 

市及び県は、被災者に対し衣服、寝具その他生活必需品（以下「生活必需品等」という。）

を円滑に供給するため、平素から物資の備蓄に努めるとともに、区域内の卸売業者、大規

模小売店等における生活必需品等の放出可能量の把握、確認に努め、災害時において速や

かに調達できるよう体制の確立に努める。 

また、県と相互に協力し、被災者に対し生活必需品等を給与又は貸与し、被災者の応急

救助を行う。 

 

２ 実施責任者 

市長は、知事が災害救助法を適用し、生活必需品等を被災者に給与又は貸与する場合

はその補助を行う。 

なお、同法第１３条及び同法施行令第１７条の規定により、知事が市長に生活必需品

等の給与及び貸与の実施を委任したときは、市長が実施責任者となり実施する。 

 

３ 実施基準 

(1)  生活必需品等の給与又は貸与を受ける者 

地震・津波により住家に被害（全壊（焼）、流失、半壊（焼）、及び床上浸水）の被

害を受け、日常生活に欠くことができない衣服、寝具、その他生活上必要な最小限度

の家財を喪失した者であって、物資の流通機構等の混乱により資力の有無にかかわら

ず、これらの家財を入手することができない状態にある者。 

(2)  適用期間 

災害の発生の日から１０日以内とし、特に必要がある場合は、期限の延長を行う。 

(3)  生活必需品等の範囲 

ア 寝具（毛布等） 

イ 外衣（ジャージ等） 

ウ 肌着（シャツ、パンツ等の下着、靴下等） 

エ 身の回り品（タオル、サンダル等） 

オ 炊事用具（鍋、包丁、缶切り、カセットコンロ、カセットコンロ用燃料等） 

カ 食器（コップ、皿、箸等） 

キ 日用品（トイレットペーパー、歯ブラシ、歯磨き、ビニールシート、軍手、ポリタ

ンク、生理用品、紙オムツ等） 

ク 光熱材料（ＬＰガス、灯油、マッチ、懐中電灯、電池等） 

 

４ 実施方法  

(1)  市 

あらかじめ生活必需品等供給計画を作成し、被災者のための生活必需品等の確保と

供給に努め、必要量が確保できないときは、県及び他の市町に対し応援を要請する。 

(2)  県 

ア 市から生活必需品等の調達の要請があったときは、原則として、災害救助法施行細

則の支出限度額の範囲内で、購入計画をたてる。 

イ 前号の購入計画に基づき、県の備蓄物資及び卸売業者又は大規模な小売店等から

購入した生活必需品等を市に緊急輸送する。 

ウ 県内で生活必需品等の必要量の確保が困難な場合、近隣他県への応援を要請する。 
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(3)  中国経済産業局 

県からの生活必需品等の調達の要請を受けたとき又は局が必要と判断したときは、その

所管に係る生活必需品等を取り扱う業者及びその団体から、生活必需品等が調達できるよ

う必要な措置を講ずる。 
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第４項 救援物資の調達及び配送計画  

１ 方針 

市内で大規模な災害が発生し、市単独での物資の確保が困難な場合には、市は県に対し

物資の供給について要請する。県は市の要請を取りまとめて民間事業者等に対して、物資

の調達及び輸送等を要請するほか、県単独での対応が困難な場合は、国や他の都道府県等

へ物資の供給を要請する。 

また、県単独での対応が困難な場合は、国や他の都道府県等へ物資の供給を要請する。 

なお、大規模災害により物資等が不足し、災害応急対策を的確かつ迅速に実施すること

が困難であると認められ、かつ、市の要請を待ついとまがないと認められるとき、県は、

市からの要請を待たずに必要な物資の供給を行うことができる。 

 

２ 物資の調達及び受入体制 

(1)  市 

ア 被災者に速やかに物資を供給することができるよう、指定避難所等での分散備蓄

や救援物資輸送拠点の複数箇所の選定に努めるものとする。 

また、地震・津波災害等により救援物資輸送拠点が使用出来ない場合等を想定して、

民間施設の選定に努める。 

イ 物資の調達が困難な場合は、知事に対して応援を要請する。 

ウ 救援物資の受入窓口をあらかじめ定めるとともに、県、事業者との間で救援物資輸

送拠点の情報共有に努める。 

(2)  県   

ア 市から物資の要請があった場合、又はその必要があると認めた場合、備蓄物資を速 

やかに市へ供給する。 

イ 「災害救助に必要な物資の調達に関する協定」を締結している小売事業者等に物資

を要請するとともに、必要に応じ、県災害対策本部へ連絡員の派遣を要請する。 

ウ 県単独での物資の確保が困難な場合、国や中国５県及び中国・四国地方における災

害時の相互応援協定等に基づき物資の要請を行う。 

エ 地震・津波災害等により救援物資輸送拠点が使用出来ない場合等を想定して、民間

施設の選定に努めるとともに、災害時に市町から要請があった場合、県倉庫協会等に

対して民間施設の確保を要請する。 

 

３ 物資の輸送 

(1)  県は、広島県トラック協会及び広島県旅客船協会等へ物資輸送の要請を行う。 

(2)  県は、広島県トラック協会等に対して、県や市町の災害対策本部又は救援物資輸送 

拠点等への物流専門家の派遣を要請する。 

(3)  物資の輸送に協力する広島県トラック協会等は、物資を輸送する際に、必要に応じ、 

避難所のニーズ等の聞取りを行い、市町等への報告に努めるものとする。 

(4)  物資輸送車両等の燃料確保について、県は、国への要請や関係機関との連携により

確保に努めるものとする。また、必要に応じ、西日本高速道路株式会社等に対して、

高速道路の給油所において物資輸送車両へ給油を行うよう要請する。 
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第１０節 防疫・保健衛生・遺体の対策に関する活動 

第１項 防疫計画 

１ 方針 

市及び県は、地震・津波災害発生時において、生活環境の悪化、被災者の病原体に対す

る抵抗力の低下などにより感染症の発生が予想されるため、防疫について必要事項をあ

らかじめ定め、感染症の予防及びまん延の防止のための防疫活動を実施する。 

津波被害の被災地においては、津波汚泥の堆積や水産加工施設から発生する廃棄物等

により、悪臭、害虫の発生など衛生上の課題が生じうることから、防疫活動に万全を期す

よう、十分に留意するものとする。 

     

２ 実施責任者及び実施内容 

感染症の発生予防及びまん延防止のための措置として、知事は、次の方法を用いること

ができる。このうち、感染症の病原体に汚染された場所等の消毒、ねずみ族・昆虫類の駆

除及び感染症の病原体に汚染された飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒・廃棄等につ

いては、知事が感染症患者若しくはその保護者又はその場所を管理する者若しくはその

代理をする者に対して命ずることができるが、これらの命令によって感染症の発生予防・

まん延防止が困難であると認められるときは、市に当該措置を実施するよう指示するこ

とができる。 

また、生活の用に供される水の使用制限等を実施した場合には、市は生活の用に供され

る水を供給しなければならない。 

実施の内容 条  項 対 象 

病原体に汚染された場所等の消毒 

感染症の予防及び感

染症の患者に対する

医療に関する法律

（以下、「法」とい

う。）第 27 条 

一類感染症 

二類感染症 

三類感染症 

四類感染症 

新型インフルエンザ等感染症 

新感染症 

指定感染症 

病原体に汚染された飲食物、衣類、寝具

その他の物件の消毒・廃棄等 
法第 29 条 

生活の用に供される水の使用制限等 法第 31 条 

ねずみ族・昆虫類等の駆除 法第 28 条 

一類感染症 

二類感染症 

三類感染症 

四類感染症 

新感染症 

指定感染症 

病原体に汚染された建物等への立入制限

等 
法第 32 条 

一類感染症 

新型インフルエンザ等感染症 

新感染症 

指定感染症 
病原体に汚染された場所の交通制限等 法第 33 条 

 

 



地震・津波対策編 第３章の２ 第１０節 

 - 365 - 

３ 県の防疫活動 

(1)  防疫指導 

市に対し、関係法令等に基づき、被害状況に即応した防疫指導を行う。 

(2)  市に対する防疫指示等 

市における災害の規模、態様に応じ、次の事項について、範囲及び期間を定めて速や

かに行う。 

ア 感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の指示（感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律第２７条） 

イ ねずみ族、昆虫類の駆除の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律第２８条） 

ウ 物件に係る措置の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第２９条） 

エ 生活の用に供される水の供給の指示（感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律第３１条）  

オ 臨時予防接種に関する指示（予防接種法第６条） 

(3)  応援体制 

保健所は、市が防疫活動に必要な人的能力に不足を生じたときは、その内容を災害対

策本部に報告し、必要な職員の派遣を要請する。 

知事は、状況に応じて市長と協議のうえ、自衛隊へ応援を要請する。 

(4)  健康診断又は入院の勧告 

一類感染症、二類感染症及び三類感染症のまん延を防止するため必要があると認め

るときは、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者に健康診断の勧

告を行うことができる。 

また、一類感染症及び二類感染症のまん延を防止する必要があると認めるときは、患

者等を第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関に入院させるべきこ

とを勧告することができる。 

(5)  各種感染症に関する知識・情報の提供 

結核・感染症発生動向調査情報等に基づき、市及び住民に対し、流行のおそれのある

感染症予防に関する正しい知識の周知、徹底を図る。 

 

４ 市の防疫活動 

(1)  県の指示に基づき、清掃・消毒、ねずみ・ハエ・蚊等の駆除、飲料水等の家庭用水の

供給を実施する。 

(2)  避難所における防疫を実施する。 
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第２項 遺体の捜索、取扱い、埋火葬計画 

１ 方針 

地震・津波時において死亡者が発生した場合、市、県及びその他防災関係機関は、相互

に連絡を密にして、遺体の捜索、処理及び埋火葬を実施する。また、大規模な災害により

多数の死者が生じた場合には遺体の取扱いを遅滞なく進める。 

 

２ 遺体の捜索 

知事は、災害救助法を適用した場合、市長を補助者として消防機関その他関係者の協力

のもとに、災害救助法施行細則の基準に従い、遺体の捜索を行う。 

なお、知事が市長に実施を委任したときは、市長が実施責任者となり遺体の捜索を行う。 

(1)  陸上における捜索 

知事は、県警察の協力を得て遺体の捜索を行い、遺体を発見したときは速やかに受入

れる。 

(2)  海上における捜索 

知事は、第六管区海上保安本部及び県警察の協力を得て遺体の捜索を行い、遺体を発

見したときは速やかに受入れる。 

 

３ 遺体の取扱い 

遺体を発見したときは、第六管区海上保安本部、県警察及び市は次の措置を行う。 

(1)  第六管区海上保安本部、県警察                

ア 遺体の見分及び検視（以下「検視等」という。）を行うとともに、市と連携をとり

所要の措置を行う。 

なお、多数の遺体がある場合は、遺族感情への配慮や効率的な検視業務の遂行のた

め、検視場所の確保、検視に必要な資機材（水、電気、手袋、エプロン等）の準備・

保管・提供、検視等が終了した遺体の洗浄処理等について市町と連携して対応すると

ともに、県公安委員会にあっては、必要に応じて警察災害派遣隊を要請し、体制の確

保に努めることとする。 

イ 身元不明遺体については、写真の撮影、指紋の採取、遺品の保存等を行い、速やか

に身元確認に努める。 

(2)  県 

市の行政機能が喪失又は低下した場合、検視場所の確保、身元不明遺体の引き渡し等

の措置を円滑に進めるため、市を積極的に支援する。 

(3)  市 

ア 遺体について、県警察と協議の下、医師による死因その他医学的検査を実施する。 

イ 遺体の身元特定のために必要な資料等について、県警察等に積極的な提供を行う。 

ウ 多数の遺体がある場合は、遺族感情への配慮や効率的な検視業務の遂行のため、検

視場所の確保に努めるとともに、検視に必要な資機材（水、電気、手袋、エプロン等）

の準備・保管・提供について県警察等と連携して対応する。 

エ 検視及び医学的検査を終了した遺体については、おおむね次により処理する。 

(ｱ)  感染症の予防等に配意し、遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理を行う。 

(ｲ)  遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短時日 

に埋火葬ができない場合においては、遺体の腐敗防止措置を行った上で特定の場

所（寺院などの施設の利用又は神社、仏閣、学校等の施設に仮設）に集め、埋火葬

の処置をとるまで一時保存する。 
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４ 遺体の埋火葬 

市は、自ら遺体を埋葬若しくは火葬に付し、又は棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物

支給を行う。 

なお、市が平常時使用している火葬場の火葬能力では遺体の火葬を行うことが不可能

になった場合、「広島県広域火葬計画」（平成２５年１０月１日施行）に基づき、県に対

して応援を要請する。また、棺、骨つぼ等埋火葬等に必要な物資が十分に確保できない場

合も、同様とする。 

県は市から応援要請を受けたときは、火葬場、棺等関連する情報を広域的かつ迅速に収

集するとともに県内市町に対して応援要請する。また、状況に応じて災害時の相互応援協

定に基づき近隣県に対して応援要請を行う。 

なお、埋火葬に当たっては、次の点に留意する。 

(1)  身元不明の遺体については、県警察その他関係機関に連絡した後に、措置する。 

(2)  身元不明でかつ原因不明の遺体については、行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治 

３２年法律第９３号）の規定により措置する。ただし、災害救助法が適用されている場

合で、災害により死亡したことが明らかな遺体については、同法に基づき埋火葬を実施

する。 

(3)  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による遺体の移動制限等 

ア 知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新

感染症又は指定感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある

と認めるときは、遺体の移動を制限し、又は禁止する場合がある。 

イ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症又

は指定感染症の病原体に汚染等された遺体は、火葬しなければならない。ただし、十

分な消毒を行い、知事の許可を受けたときは埋葬することができる。 

ウ 一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症又

は指定感染症の病原体に汚染等された遺体は、２４時間以内に火葬し、又は埋葬する

ことができる。 
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第１１節 応急復旧、二次災害防止活動                                                

第１項 公共施設等災害応急復旧計画  

１ 方針 

地震・津波災害によって被害を受けた公共施設の管理者は、住民生活の安定に重大な影

響を及ぼす施設を重点に、速やかに応急復旧工事を実施し、降雨等による水害・土砂災害

等に備え、二次災害防止施策を講じることとする。特に津波により海岸保全施設等に被害

があった地域では、二次災害の防止に十分留意するとともに、応急対策の円滑な実施に支

障ないように努める。 

なお、応急復旧終了後、被害の程度を十分検討し、必要な施設の新設又は改良等を行う。 

 

２ 防災上重要な拠点施設の応急復旧活動 

防災上重要な拠点となる施設の管理者は、地震・津波により施設に被害を受けた場合は、

被災状況を速やかに調査し、応急復旧を図る。 

 

３ 交通施設の応急復旧活動 

(1)  鉄道施設 

鉄道管理者は、地震・津波により設備に被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調 

査し、重要度の高い線区から速やかに応急復旧をする。 

(2)  道路 

道路、橋梁等の管理者は、地震・津波により施設に被害を受けた場合は、被害状況を 

速やかに調査し、設定された緊急交通路を早急に確保するため、沿道等の応急復旧計画

と調整の上、応急復旧工事を実施する。 

なお、高速道路については、緊急交通路としての機能を確保するため、上下線各１車

線の確保に向けて最大限の努力をする。 

(3)  港湾及び漁港 

湾管理者及び漁港管理者は、港湾施設及び漁港施設が地震・津波により被害を受けた 

場合は、被害状況を災害応急対策のため緊急性の高いものから速やかに調査し、沿道等

の応急復旧計画と調整の上、災害応急対策のため緊急性の高いものから応急復旧工事

を実施する。 

 

４ 治水施設等の応急復旧活動 

(1)  河川、海岸 

河川、海岸管理者は、地震・津波により管理する施設に被害を受けた場合には、被害

状況を速やかに調査し、二次災害防止のための応急復旧工事を実施する。 

(2)  砂防設備等 

市及び県は、砂防設備等の損傷や土石流、山崩れ、がけ崩れ等の発生により、二次災

害が発生するおそれのある場合には、被害状況を速やかに調査し、崩落土砂の除去や仮

設防護柵設置等の応急工事を実施する。 

 

５ 治山施設等の応急復旧活動 

市、県及び近畿中国森林管理局は、治山事業施工地又は計画地において山腹崩壊等によ

り土砂が流出した場合は、排土等による原状回復に努め、二次災害防止のための応急工事

として編柵、土のう積み等を行う。 



地震・津波対策編 第３章の２ 第１１節 

 - 369 - 

６ その他公共、公益施設の応急復旧活動 

その他住民生活に重要な影響を及ぼす公共、公益施設については、緊急度に応じて速や

かに応急復旧を図る。 

 

７ 住民への広報活動 

市、県及び公共施設の管理者は、公共施設の損傷等により、二次災害が発生するおそれ

のある場合等必要に応じて、住民に対し広報する。 
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第２項 電力・ガス・水道・下水道施設応急復旧対策計画              

１ 方針 

電力施設、ガス施設、水道施設及び下水道施設の復旧は、他機関の復旧作業や民生安定

に大きな影響を及ぼすため、これらの施設の設置者又は管理者は、地震・津波時には被害

状況を迅速かつ的確に把握し、必要な要員及び資機材を確保するとともに、機動力を発揮

し応急復旧を迅速に実施する。 

 

２ 電力施設の応急対策 

(1)  実施責任者 

中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社 

(2)  地震・津波災害時における危険防止措置 

地震・津波災害時において送電又は配電を行うことが危険であると認められる地域

に対しては、送電又は配電の遮断等の適切な危険予防措置を講ずる。 

(3)  復旧方針 

復旧に当たっては、電力確保に重要な電力施設の復旧を優先するとともに、需要者に

対する復旧に当たっては、次の需要者の復旧を優先させる。 

ア 人命救助に関わる病院 

イ 災害復旧の中枢となる災害対策本部、官庁、警察、ガス、水道、交通、通信、報道

等の機関 

ウ 被災者受入れ施設（学校など避難場所や避難所に指定された施設） 

(4)  要員及び資機材等の確保 

ア 復旧要員 

あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するとともに、

必要に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。また、状況によっては、広域的な応

援・受援計画により他の電力会社へ応援を依頼する。 

イ 復旧資機材 

応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施するものとし、不足する場

合は他の電力会社に融通を依頼する。 

(5)  広報サービス活動の実施 

電力施設の停電状況、復旧の見通し、電気使用上の注意等の広報活動をホームページ

への掲載を含むインターネットによる発信、防災無線の活用及び広報車による周知等

により行い、必要に応じてテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとす

る。 

 

３ ガス施設の応急対策 

(1)  一般ガス導管事業 

ア 実施責任者 

一般ガス導管事業者 

イ 情報の収集 

地震計による地震の強さ、テレメータによる主要導管の圧力変化、移動無線車によ

る緊急巡回点検及び事業所等の情報に加え、関係機関からの情報を得て総合的に被

害状況を把握する。 

ウ 二次災害発生の防止 

ガス施設の損傷によって、二次災害の発生が懸念される場合には、ブロック化され
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た導管網を用い、他地域の供給を維持しながら、被害を受けた地域のガス供給を停止

する。 

エ 要員及び資機材等の確保 

(ｱ)  復旧要員 

あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保するととも

に、被害状況に応じて請負工事業者等へ応援を依頼する。また、単独復旧が困難な

場合には、「非常事態における応援要綱」（一般社団法人日本ガス協会）に基づき、

他のガス会社へ応援を依頼する。 

なお、他のガス会社に応援を依頼する場合は応援要員の宿舎と工事用車両の駐

車場を確保する。 

(ｲ)  復旧資機材 

応急復旧は、あらかじめ備蓄する復旧資機材により実施する。不足する場合は、

資材メーカーに融通を依頼する。 

オ 広報活動 

ガス施設の被害状況、復旧の見通し、ガス使用上の注意等の広報活動を広報車及び 

ホームページへの掲載を含むインターネットによる発信等により行い、必要に応じ

てテレビ、ラジオ等による放送を報道機関に依頼するものとする。 

(2)  ガス小売事業 

ア 実施責任者 

ガス小売事業者 

イ 応急対策、広報活動等 

一般ガス導管事業者に準じた応急対策、広報活動等をとるものとする。 

ウ 相互援助活動 

一般社団法人日本コミュニティーガス協会中国支部の「中国支部コミュニティー

ガス事業の防災に係る通報・応援措置要領」に基づき、災害の発生又はその拡大を防

止し相互に必要な援助活動を行う。 

(3)  液化石油ガス販売事業 

ア 実施責任者 

液化石油ガス販売事業者 

イ 応急対策、広報活動等 

一般ガス導管事業者に準じた応急対策、広報活動等をとるものとする。 

 

４ 水道施設の応急対策 

(1)  災害復旧用資機材の整備 

復旧に必要な資機材については、平常業務との関連において市水道局が保有、整備し

ているものもあるが、不足するものについては他市町、関係業者から調達して対処する。 

(2)  施設の点検 

地震・津波発生後速やかに水道施設の被害状況を把握する。 

ア 取水、導水、浄水施設及び配水施設の被害調査は、施設ごとに速やかに行う。 

イ 管路については、水圧状況や漏水、道路陥没等の有無、地上建物の被害状況の把握

に努める。 

なお、以下の管路については、優先的に点検する。 

(ｱ)  主要配水管路 

(ｲ)  給水拠点における管路 

(ｳ)  河川、鉄道等の横断箇所 
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(3)  応急措置 

ア 取水施設及び導水施設に亀裂・崩壊等の被害が生じた場合は、必要に応じて取水、

導水の停止、又は減量を行う。 

イ 漏水等により路陥没等が発生し、道路交通上危険が予測される箇所は、断水後、可

能な限り危険防止措置を実施する。 

ウ 倒壊家屋、焼失家屋及び所有者不明の給水装置の漏水は、仕切弁により閉栓する。 

(4)  地震・津波災害時の広報 

地震・津波の発生時には、市災害対策本部と一体となって、水道施設の被害状況、復

旧の見通し、給水拠点等を住民に周知するため、水道局の車両及び職員を動員して広報

活動を行う。 

 

５ 下水道施設の応急対策 

(1)  災害復旧用資機材の整備 

下水道施設の被害に、迅速に応急措置を実施するための資機材、工器具等を整備する。 

(2)  応急措置 

ア ポンプ場において、停電のため機能が停止した場合、発電機又はエンジン排水ポン

プにより機能停止による配水不能の事態が起こらないよう対処する。 

イ 各施設の点検を行い、管渠の被害に対しては被害の程度に応じて応急措置を実施

する。 

ウ 工事中の箇所においては、請負者に対し被害を最小限にとどめるよう指導監督を

行うとともに、状況に応じて現場要員、資機材の補給に協力してもらう。 

エ 迅速に応急復旧等が行えるよう、あらかじめ、関連事業者等との災害時における復

旧支援に関する協定を締結するなど支援体制の確立に努めるものとする。 

オ あらかじめ定める動員計画に基づき、災害復旧に必要な要員を確保し、応急対策を

実施する。 

カ 応急復旧等が実施責任者のみでは困難な場合には、関連事業者、近隣市町又は県に

応援を要請する。県は、県を越える広域的な支援を必要と認めるときは、「下水道事

業における災害時支援に関するルール」に基づき支援体制を整える。 
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第３項 その他施設災害応急対策計画 

１ 目的 

この計画は、災害時に応急対策が必要なその他の施設について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

２ 防災重点ため池対策 

市は、管理者等による応急措置では十分に安全を確保できない場合、防災上必要な措置

を行う。 

市での措置が極めて困難な場合などにおいては、災害対策基本法に基づく応援の要請

を検討する。 

 

３ 空家対策 

市は、災害時等に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保する

ための必要最小限の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分の撤去

又は修繕等の措置や、応急措置の支障となる空家等の除却その他必要な措置を行う。 
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第４項 廃棄物処理計画 

１ 方針 

し尿、ごみ等による公衆衛生や生活環境の悪化や、一時的に大量に発生した廃棄物が早

期の復旧・復興の妨げになることを防ぐため、安全性や生活環境の保全を確保しつつ、廃

棄物の適正かつ迅速な処理を実施する。 

災害廃棄物の処理にあたっては、可能な限り廃棄物の再生利用を図り、最終処分量を低

減させる。また、県内の既存処理施設を最大限に活用しつつ、関係機関と協力して処理体

制を構築する。 

 

２ 災害廃棄物処理計画 

 市及び県は、平時に作成された災害廃棄物処理計画に基づき対応を行う。 

(1)  市災害廃棄物処理計画 

市は、仮置場候補地の選定・設置運営に係る事項など、災害廃棄物の処理主体として

の実施事項や周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・協力に係る事項、市におけ

る災害廃棄物の発生推計量等の基礎データを平時から整理し、市災害廃棄物処理計画

において具体的に示す。 

(2)  県災害廃棄物処理計画  

県は、災害廃棄物処理の基本的な考え方や手順、近隣他県や民間事業者等との連携・

協力に係る事項、想定災害における県内の災害廃棄物発生推計量等の基礎的データ等

を平時から整理し、県災害廃棄物処理計画において具体的に示す。 

 

３ 実施主体等 

災害廃棄物（一般廃棄物）は、市が主体となって処理する。県は、市を中心とした処理

体制構築のための連絡調整や市の支援を行う。 

加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物の処理を進める場合には、

社会福祉協議会、ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどし

て、効率的に災害廃棄物等の搬出を行うものとする。 

市及び県の役割 

市 県 

・ 自ら主体となって災害廃棄物の処理を実施 

・ 仮置場の設置運営 

・ 廃棄物の運搬・処分等 

・ 県、他市町、民間支援団体との協力体制に係る

連絡調整・支援要請 

・ 県内市町、他都道府県、国、民間支援団体等の協力

支援体制の整備に係る連絡調整 

・ 被災市町への事務支援、人的支援 

・ 被災市町による処理が困難な場合に、事務委託によ

り災害廃棄物の処理を実施 

 

４ 災害廃棄物の処理 

(1)  収集運搬 

市は平時の体制に加え、民間事業者への委託等により収集運搬体制を確保する。県は

必要に応じ他市町や民間事業者による支援について調整を行う。 

(2)  損壊家屋等の撤去等 

損壊家屋等の解体・撤去は原則として所有者が行うが、大規模災害時等において市町 

が必要と認める場合は、市町が解体・撤去を行う。 

解体工事や廃棄物の処理にあたっては、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱い

マニュアル（第３版）」（令和５年４月環境省）を参照し、石綿の飛散防止に努める。 
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(3)  仮置場での保管・分別・処理 

市は廃棄物の処理を進めるために必要な仮置場を設置する。県は仮置場の設置に係

る支援を行う。 

仮置場の区分 

区分 機能 

住民用仮置場 被災住民の自己搬入用仮置場 

一次仮置場 二次仮置場へ搬入するまでの一時保管・分別 

二次仮置場 
各処理施設へ搬入するまでの一時保管、破砕・選別等の中間処

理 

(4)  処理困難廃棄物等の処理 

有害性・危険性のある処理困難廃棄物は、性状に応じて優先的に回収し、製造元、業

界団体等、適切に処理できる者に処理を依頼する。 

(5)  し尿・生活ごみ等の処理 

被災地域や避難所等で発生するし尿・生活ごみは速やかな処理が必要となる。市はこ

れらの収集・運搬体制を速やかに構築する。 

(6)  連携の促進等 

ア 災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努める。 

イ 災害廃棄物に関する情報のほか、国（環境省）による災害廃棄物処理支援ネットワ

ーク（D.Waste-Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）、地方公共団体等の

関係者によって組織する地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等で

周知に努める。 

 

５ 災害廃棄物処理実行計画の作成 

市町は、発災後、国が作成するマスタープランや市町災害廃棄物処理計画等をもとに、 

実際の被災状況を踏まえ、具体的な処理方法等を定めた「災害廃棄物処理実行計画」を作

成する。併せて、広域的な対応が必要となる場合及び県が市町に代わり廃棄物処理を行う

場合には、県が「災害廃棄物処理実行計画」を作成し、全体的な管理を行う。 
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第５項 有害物質等による環境汚染防止計画 

１ 目的 

被災した工場又は事業場等からの有害物質及び建築物等からの石綿の飛散・流出を防止

するため、被害の状況を把握し、適切な措置を講じることにより、災害の拡大及び二次被

害の防止を図り、もって住民の健康被害を防止するとともに、生活環境を保全する。 

 

２ 実施方法 

災害発生時において、関係行政機関は、次のとおり実施する。 

(1)  有害物質の飛散・流出防止措置 

ア 被災状況の把握 

関係行政機関は、被災地域における有害物質使用等事業者に対して施設の点検を

指導するとともに、有害物質の飛散・流出の有無等の状況について、速やかに把握す

る。 

イ 環境汚染事故対応 

環境汚染事故が発生した場合は、広島県危機対策運営要領（水質汚染事故・大気汚

染事故）により、必要な措置を講じる。 

ウ 環境影響の把握 

有害物質の飛散・流出により、周辺環境への影響が懸念される場合は、大気、土壌、

公共用水域等の水質の採取・分析を行い、環境影響の有無を把握する。また、測定結

果は、速やかに公表する。 

(2)  建築物等からの石綿の飛散防止措置 

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（第３版）（令和５年４月環 

境省）」に基づき、必要な措置を講じる。 

なお、被災建物等の解体及び解体廃棄物の処理に伴い石綿の飛散が懸念される場合 

は、大気中のアスベスト濃度のモニタリングを行い、測定結果は、速やかに公表する。 

測定地点の選定にあたっては、被災状況、関係市町の意見等を勘案して定める。 

 

３ 環境汚染防止の推進等 

災害発生時の措置の実施を円滑に行うため、広島県危機対策運営要領及び「災害時にお

ける石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（第３版）」（令和５年４月環境省）に定めるも

ののほか、次の事項について実施する。 

(1)  水質汚濁防止法、ＰＲＴＲ法（化学物質排出管理把握促進法）等の届出情報による有

害物質使用等事業場の把握 

(2)  大気汚染防止法による石綿飛散防止対策の推進 

(3)  事業者の化学物質の管理体制の整備の促進 
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第１２節 自発的支援の受け入れ（ボランティアの受け入れ等に関する計画） 

１ 方針 

市、県及び関係団体は、ボランティアによる活動が災害時において果たす役割の重要性

を踏まえ、災害時のボランティア活動が円滑に行われるよう相互に連携・協力し、ボラン

ティアに対する被災地のニーズの把握に努めるとともに、迅速かつ円滑なボランティア

の受け付け、調整等その受け入れ体制を確保するため、受け入れに携わる要員の育成に努

めるものとする。ボランティアの受け入れに際して、老人介護や外国人との会話力等ボラ

ンティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランテ

ィアの活動拠点を提供する等、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ボランティアの活動

の円滑な実施が図られるよう支援に努めるものとする。 

 

２ ボランティアの受け入れ 

(1)  ボランティアの受け入れ体制 

市社会福祉協議会と市及び関係団体が連携し、ボランティア活動を円滑に推進する

ためのマニュアルを策定するなど、平常時からボランティアの受け付け・調整等その受

け入れ体制を確保するよう努めるものとする。 

災害時において、県は、災害対策本部を設置した際には、広島県社会福祉協議会が設

置する広島県被災者生活サポートボランティアセンターへの支援を行う。広島県被災

者生活サポートボランティアセンター及び市社会福祉協議会が設置する市被災者生活

サポートボランティアセンターは、連携を図り、ボランティアなどの受け入れや活動支

援、情報収集・発信などを行う。 

また、特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター等の中間支援組織は、必要に応じ

て、広島県被災者生活サポートボランティアセンター・市被災者生活サポートボランテ

ィアセンターの活動と連携して被災者支援を効果的に展開するため、情報共有の機会

を設ける。 

(2)  県災害対策本部の役割 

県災害対策本部は、ボランティアの受け入れ体制の確保について、市、日本赤十字社

広島県支部、広島県社会福祉協議会及びその他防災関係機関並びにボランティア団体

と緊密に連絡、協議し、支援等を行うものとする。 

また、県災害対策本部は、広島県被災者生活サポートボランティアセンター等へ被災

地の状況、救援要請や救援活動の状況などの情報提供や情報収集を行う。 

(3)  市災害対策本部の役割 

本部は、ボランティアの受け入れ体制の確保について、市被災者生活サポートボラン

ティアセンター等と連携し、ボランティアの受入窓口や連絡体制を定め、ボランティア

活動の円滑な実施を支援する。 

また、本部は、市被災者生活サポートボランティアセンター等に対して、情報提供等

の支援を行う。また、本部は、市被災者生活サポートボランティアセンターに対して、

情報提供等の支援を行う。 

(4)  広島県被災者生活サポートボランティアセンターの役割 

市被災者生活サポートボランティアセンターや県災害対策本部等と連絡・調整し、市

被災者生活サポートボランティアセンターの後方支援を行うものとする。 

ア 市被災者生活サポートボランティアセンターの運営支援 

情報発信、人材の派遣、資機材、資金の調整等の支援を行う。 
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イ 県内関係機関・団体及び全国への支援要請及び情報発信 

県域の災害時の協働ネットワークである「広島県被災者生活サポートボラネット」

の構成機関・団体及び全国へ、被災地支援に向けた情報、人材、資機材の確保、資金

の呼びかけ等を行う。 

(5)  市被災者生活サポートボランティアセンターの役割 

広島県被災者生活サポートボランティアセンター等や市災害対策本部等と連絡・調

整し、ボランティアなどの受け入れや活動支援を行うものとする。 

ア 被災者の支援ニーズ等の把握 

各災害応急対策責任者や被災者、ボランティア、関係機関・団体等から、被災者の

生活支援にかかるニーズを把握する。 

イ ボランティアの募集 

ボランティアのあっせん要請等の需要に対し、ボランティアが不足すると考えら

れる場合、ボランティア活動の必要な状況を広報し、ボランティアの募集を行う。 

ウ ボランティアのあっせん・活動支援 

災害発生時におけるボランティア申出者を受け付け、各ボランティアの活動内容、

活動可能日数、資格、活動地域等を把握する。 

各災害応急対策責任者から市被災者生活サポートボランティアセンター等に対し

ボランティアのあっせん要請が出された場合、平常時からのボランティア登録者及

び災害後に受け付けたボランティア申出者の中から必要なボランティアをコーディ

ネートする。 

また、ボランティアのあっせん要請がない場合でも必要と認められるときは、ボラ

ンティアのあっせんを行うことができるものとする。 

エ ボランティア関連情報の収集・発信 

被災地の状況、救援活動の状況などの情報を、ボランティアに対して的確に提供す

る。 

(6)  被災者生活サポートボランティアセンター（災害ボランティアセンター）への国庫 

負担 

市に災害救助法が適用された際、県又は県から事務の委託を受けた市が、共助のボラ

ンティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等

が設置する被災者生活サポートボランティアセンター（災害ボランティアセンター）に

委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象と

することができるものとする。 
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３ 専門ボランティアの派遣等 

県は、各災害応急対策責任者から専門ボランティアのあっせん要請があった場合、市被

災者生活サポートボランティアセンター等で受け付けた専門ボランティアをあっせんす

る。市は、専門ボランティアの受け入れ及びあっせんの調整等を行う。 

 

４ ボランティアの活動拠点及び資機材の提供 

市及び県は、庁舎、公民館、学校などの一部を、ボランティアの活動拠点として積極的

に提供する。また、ボランティア活動に必要な事務用品や各種資機材については、可能な

限り貸し出し、ボランティアが効率的に活動できる環境づくりに努めることとする。 

 

５ 災害情報等の提供 

 市は、市被災者生活サポートボランティアセンター等へ、県は広島県被災者生活サポー

トボランティアセンター等へ、ボランティア活動に必要な災害情報等を積極的に提供す

るとともに、必要により、被災者生活サポートボランティアセンター等が行う情報共有会

議等に参加し、情報の共有を図る。 

 

６ ボランティアとの連携・協働 

市及び県は、社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の

ボランティア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動

の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティア

を行っている者の生活環境について配慮するものとする。 

また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を

行うよう努める。 
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７ 市被災者生活サポートボランティアセンターの機能喪失時の補完体制 

大規模災害の発生により市被災者生活サポートボランティアセンター機能の一部又は

全部が喪失した場合、広島県被災者生活サポートボランティアセンター及び近隣の市町

社会福祉協議会（被災者生活サポートボランティアセンター）は、協働して、センター機

能の一部又は全部を担える体制を整備する。 

 

８ ボランティア保険制度 

 市及び県は、ボランティアの活動中における負傷等に備え、ボランティアが保険へ加入

するよう努める。 

  

９ 海外からの支援活動の受け入れ 

海外からの支援活動は、国が受け入れたものについて、国の受け入れ計画に基づき、

県が受け入れるものとする。 

その際には、ボランティアセンター等から通訳ボランティアを確保するなどの活動

支援を行うものとする。
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第１３節 文教計画 

１ 方針 

市及び県は、地震・津波発生時において園児、児童、生徒及び学生（以下「生徒等」と

いう。）の安全を確保し、地震・津波発生後の生徒等の不安感の解消に努めるとともに、

学校教育の万全を期するため、教育施設、教材等を早期に確保し、応急教育の円滑な実施

を図る。また、地震・津波発生時において学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）

や公民館等社会教育施設が被災者の避難所として使用されることとなった場合、その使

用に支障のないよう適切な運営に努める。 

 

２ 避難対策 

(1)  学校の管理者 

ア 市立学校 

市教育委員会 

イ 市立高等学校 

市立高等学校長 

ウ 県立学校 

県立学校長 

エ 私立学校 

私立学校長 

オ 国公立大学 

国公立大学長 

(2)  避難の実施 

学校の管理者は、地震・津波が発生した場合又は市長が避難の指示を行った場合には、

あらかじめ作成された避難計画に基づいて、生徒等及び教職員等を安全な場所に避難

させ、その安全の確保に努める。 

 

３ 生徒等への相談活動 

学校の管理者は、災害による生徒等の被災状況を迅速に把握し、生徒等への相談活動を

行いながら精神的な不安感の解消に努める。 

 

４ 応急教育対策 

(1)  応急教育の実施    

ア 応急教育の実施責任者 

(ｱ)  市立学校（幼稚園を除く。） 

市教育委員会 

(ｲ)  県立学校 

県立学校長  

(ｳ)  私立中・高等学校 

学校長 

イ 応急教育の実施場所 

(ｱ)  応急教育を実施するため、あらかじめ作成された応急教育計画に基づいて、校 

内施設の活用又は市内の他の学校、公共施設の利用等について関係者と協議のう

え、実施場所を選定する。 
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(ｲ)  応急教育実施場所が市内で得られない場合は、実施責任者の要請により県教育 

委員会（私立中・高等学校にあっては知事）がその確保のためあっせんに当たる。 

ウ 応急教育の実施方法 

応急教育は、被害の実情に即した方法により実施する。 

(ｱ)  児童生徒、保護者、教職員及び学校施設・設備・通学路の状況を把握する。 

(ｲ)  教職員を動員し、授業再開に努める。なお、被害の状況により、必要があるとき

は、市又は地域住民等の協力を求める。 

(ｳ)  学校施設及び設備の応急復旧状況を把握し、必要に応じて速やかに応急教育計 

画の修正を図り、応急教育計画の開始時期及び方法を確実に児童生徒及び保護者

に連絡する。 

(ｴ)  児童生徒を学校へ一度に受け入れることができない場合は、二部授業又は地域 

の公共施設を利用した分散授業の実施に努める。 

また、特別支援学校にあってはスクールバス等の利用が困難となった場合は、通

学区域を分割し、公共施設を利用した分散授業の実施に努める。 

(ｵ)  応急教育の実施に当たって、施設の確保ができない場合は、仮校舎等の建築も 

検討する。 

(ｶ)  児童生徒の登下校時における安全の確保に努める。 

(2)  学用品の調達 

ア 教科書等の確保 

市教育委員会、私立中・高等学校並びに県立学校及び市立高等学校の長は、災害に 

より教科書及び教材を喪失又は損傷した児童、生徒がある場合には、県教育委員会の 

協力を得て、その確保に努める。 

イ 教科書等学用品の支給 

知事は、災害救助法を適用した場合は、教科書等学用品を災害救助法施行細則に則 

り、次により調達し、支給する。また、知事がその実施を市長に委任した場合は、市

長が実施責任者となり実施する。なお、教科書及び教材の支給に関しては、県教育委

員会の協力を得るものとする。 

(ｱ)  支給対象者 

災害により住家に被害（全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水）を受け、 

教科書等学用品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒

（特別支援学校の小学部児童及び中学部生徒並びに義務教育学校の児童生徒並び

に中等教育学校の前期課程の生徒を含む。）並びに高等学校等生徒（特別支援学校

の高等部生徒、中等教育学校の後期課程の生徒並びに高等専門学校、専修学校等の

生徒を含む。） 

(ｲ)  支給範囲 

ａ 教科書及び教材（県又は市教育委員会に届け出又は承認を受けて使用してい 

るもの） 

ｂ 文房具（ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷、定 

規等） 

ｃ 通学用品（運動靴、傘、かばん、長靴等） 

(ｳ)  支給限度額 

ａ 教科書及び教材    給与に要した実費 

ｂ 文房具及び通学用品  災害救助法施行細則に定めるところによる。 

(ｴ)支給申請の期限 

ａ 教科書及び教材    １か月以内 
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ｂ 文房具及び通学用品  １５日以内 

 ただし、やむを得ない特別な事情がある場合は、厚生労働大臣の承認を得て期

間を延長する。 

(3)  教職員の確保 

被災した教職員が多いため、正常な授業や校務運営の実施が困難な場合は、応急教育

の実施責任者は、県教育委員会（私立中・高等学校にあっては知事）にその状況を報告

する。 

この場合において、県教育委員会（又は知事）は、応急教育の円滑な実施のために必

要な教職員の確保に努める。 

(4)  給食 

ア 給食施設及び給食用物資等に被害を受けた場合、設置者（県立学校にあっては校長）

は、その状況を県教育委員会に報告する。 

イ 設置者（市教育委員会又は県教育委員会）は、被害物資量を把握し、関係機関と連

携して、処分方法、給食開始に必要な物資の確保・配分等について指示する。 

ウ 避難場所として使用される学校において、その給食施設が被災者炊き出し用に利

用されることになる場合は、学校給食と被災者炊き出しとの調整に留意する。 

エ 被災地においては、感染症発生のおそれが多いので、保健衛生について、特に留意

する。 

(5)  高等学校生徒等の災害応急対策への協力 

高等学校において、登校可能な生徒を教職員の指導監督のもとに学校の施設、設備等

の応急復旧整備作業や地域における救援活動及び応急復旧等に協力するよう指導する。 

大学、専修学校及び各種学校についても、高等学校に準じて、災害応急対策への協力

を指導又は要請する。 

(6)  授業料等の減免 

県教育委員会は、県立高等学校の生徒が被害を受けた場合は、必要に応じ、授業料・

受講料の減免措置を講ずる。 

また、県は、私立幼稚園、私立中・高等学校の園児、児童及び生徒が被害を受けた場

合で、学校設置者が授業料・入学時納入金の減免措置を講じた場合、必要に応じて当該

学校設置者に対して助成する。 

(7)  奨学金の貸付 

県教育委員会は、災害等による家計急変のため、緊急に奨学金の貸付けが必要な場合

は、奨学金を貸し付ける。 

(8)  就学奨励費の再支給 

県教育委員会は、災害により学用品等を喪失又は損傷した幼児、児童、生徒がある場

合には、就学奨励費の再支給等必要な措置を講ずる。 

 

５ 学校が地域の避難所となる場合の対策 

(1)  学校の管理者は、避難所に供する施設・設備の安全を確認したうえ、市長に対し、そ

の利用について必要な情報を提供する。 

また、避難所として必要な人員を確保し、施設・設備の保全に努め、有効かつ的確な

利用に万全を期する。 

さらに、学校が有する情報伝達機能を有効に活用し、的確な情報提供に努める。 

(2)  学校の管理者は、避難生活が長期化する場合には、応急教育活動と避難者への支援 

活動との調整について市と必要な協議を行う。 
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６ 公民館等社会教育施設が地域の避難所となる場合の対策 

(1)  公民館等社会教育施設の管理者は、避難所に供する施設・設備の安全を確認したう 

え、市長に対し、その利用について必要な情報を提供する。 

さらに、避難所として必要な人員を確保し、施設・設備の保全に努め、有効かつ的確

な利用に万全を期する。 

(2)  公民館等社会教育施設の管理者は、避難生活が長期化する場合には、避難者への支 

援活動について市と必要な協議を行う。 

 

７ 文化財に対する対策 

(1)  文化財が被災した場合には、所有者又は管理者は消防機関等に通報するとともに、 

速やかに市に被災状況を報告する。 

(2)  市長は、市指定文化財については所有者又は管理者に対し、必要な応急措置を取る 

よう指示し、国指定等及び県指定の文化財については、県教育委員会へ被災状況を報告 

する。 

(3)  県教育委員会は、前項の報告を受けたときは、市長に対し必要な措置を取るよう指 

示し、国指定等の文化財については文化庁へ被災状況を報告する。 

(4)  県教育委員会は、平成２５年１２月２７日に中国・四国地方の９県並びに広島市及 

び岡山市と共に策定した「中国・四国地方における被災文化財等の保護に向けた相互支

援計画」に基づき、日頃から指定文化財等の情報を整備・共有するとともに、文化財が

被災した場合には必要な救出や応急措置を行う。 
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第１４節 災害救助法適用計画                                   

１ 方針 

この計画は、災害に際して被災者の救難、救助その他応急的保護に関して必要な事項

を定めることを目的とする。 

応急救助は、関係法令の規定により、実施責任者が定められている場合はその実施責

任者が、その他の場合は市長が、その市内の住民、団体の協力を得て第一次的に実施す

べき責任を有するものであるが、この節においては、主として各法令の適用を受けて実

施する応急救助について、その実施責任者、実施の大綱及び相互の総合調整等を定める

ものとする。 

 

２ 災害救助法適用 

(1)  趣 旨 

知事は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある市町に対し、災害救助法  

を適用し、同法に基づく次の応急救助を実施し、被災者の保護と社会秩序の保全を図 

る。 

なお、災害が発生するおそれがある段階において、災害救助法を適用した場合に

は、避難所の設置による応急救助を実施する。 

ア 避難所の設置 

イ 応急仮設住宅の供与 

ウ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

オ 医療及び助産 

カ 被災者の救出 

キ 被災した住宅の応急修理 

ク 学用品の給与 

ケ 埋葬 

コ 遺体の捜索及び処理 

サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支

   障を及ぼしているもの（以下、「障害物」という。）の除去 

(2)  災害救助法の適用基準 

ア 災害が発生した場合、災害救助法は、次のいずれかに該当する場合に適用され

る。（同法第２条第１項に定める適用） 

(ｱ)  本市において、１００世帯以上の世帯の住家が滅失した場合。 

(ｲ)  県の区域内の住家の滅失世帯数が２、０００世帯以上であって、本市におい 

て５０世帯以上の世帯が滅失した場合。 

(ｳ)  県の区域内の住家の滅失世帯数が９、０００世帯以上であって、本市の区域 

内の住家の滅失世帯数が多数である場合。 

(ｴ)  災害が隔絶した地域に発生したものであるなど被災者の救護を著しく困難と 

する特別の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失したこと。 

(ｵ)  多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと。 
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イ 災害が発生するおそれがある場合、災害救助法は、次の全てに該当する場合に適   

用される。（同法第２条第２項に定める適用） 

(ｱ)  災害が発生するおそれがある場合に、国が災害対策基本法に規定するいずれ 

かの災害対策本部（特定・非常・緊急）を設置し、当該災害対策本部の所管区域 

  として、広島県が告示されていること。 

(ｲ)  県内市町において、当該災害により、被害を受けるおそれがあること。 

(3)   災害救助法の適用手続き 

ア 市における災害が前記(2)のいずれかに該当し、又は該当する見込みがあるとき 

は、当該市町は、直ちにその旨を県に情報提供する。 

イ 県は、市からの情報提供又は要請に基づき、災害救助法を適用する必要があると

   認めたときは、国（内閣府）から必要な助言を受けて、災害救助法の適用を決定し、

   国（内閣府）へ情報提供するとともに、法に基づく救助の実施について、市、各関

   係機関及び関係部局に連絡・指示する。 

ウ 県は、災害救助法を適用したときは、速やかに公示する。 

(4)  救助の種類、対象及び期間 

災害救助法に基づく救助の種類、対象及び期間は、次のとおりである。 

なお、期間内における救助の適切な実施等が困難な場合には、県は、内閣総理大臣

  に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

 

 

 

救助の種類 対   象 期   間 

避難所の設置 現に被害を受け、又は被害を受けるおそれのある者 災害発生の日から 7日以内 

応急仮設住宅の供
与 

住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって
自らの資力では住宅を得ることができない者 

災害発生の日から 20 日以

内に着工 
供与期間 
完成の日から 2 年以内 

炊き出しその他に

よる食品の給与 

１ 避難所に収容された者 
２ 住家に被害を受けて炊事のできない者 
３ 住家に被害を受け、一時縁故地等へ避難する必要のある者 

災害発生の日から 7日以内 

飲料水の供給 現に飲料水を得ることができない者 災害発生の日から 7日以内 

被服、寝具、その
他生活必需品の給
与又は貸与 

全半壊（焼）、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、
寝具、その他生活必需品を喪失又はき損し、直ちに日常生活を
営むことが困難な者 

災害発生の日から 10 日以

内 

医療 医療の途を失った者 
災害発生の日から 14 日以

内 

助産 
災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であって
災害のため助産の途を失った者（出産のみならず、死産及び流
産を含み助産を要する状態にある者） 

分べんした日から 7日以内 

災害にかかった者

の救出 

１ 現に生命、身体が危険な状態にある者 

２ 生死不明な状態にある者 
災害発生の日から 3日以内 

（注）滅失世帯数の算定 

    住家滅失世帯数の算定に当たっては、住家が半壊、半焼等著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸

水、土砂のたい積等により一時的に居住不能になった世帯は３世帯をもって、それぞれ住家が滅失した１の世帯と

みなす。 
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(5)  市長への委任 

市及び県は、災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらか 

じめ救助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、災害救助法

  が適用された場合、同法に基づく救助は、知事が実施機関となり、市長が補助機関と

  なって実施されるが、より迅速な災害対策を行うため、同法第１３条第１項及び同

  法施行令第１７条の規定に基づき、救助の実施に関する事務の一部を市長に委任す

  る。県から、市長への事務委任は、原則として下表のとおりとする。 

ただし、複数の市における災害や市の行政機能が損なわれる被災状況等、市の実情

  に応じて、委任する事務を決定する。 

なお、救助事務の委任は災害救助法が適用された都度、県から市に通知することに

  より行うとともに、市へ救助事務を委任した場合であっても、その救助の実施責任

  者は県にあるため、県は常にその状況把握に努め、万一、市において、事務遂行上不

  測の事態等が生じた場合等には、県において委任元としての責任をもって、市に対

  する助言等を行う等、適切な事務の遂行に努める。 

救助の種類 対   象 期   間 

被災した 

住宅の応急修理 

・住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

住宅が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、
雨水の浸入等を放置すれば被害が拡大するおそれのある者 

災害発生の日から 10 日以
内に完了 

・日常生活に必要な最低限度の部分の修理 
住宅が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、
自らの資力により応急修理をすることができない者 

災害発生の日から 3か月以
内に完了 
（ただし、国の災害対策本

部が設置された場合は、災
害発生の日から 6か月以内
に完了） 

学用品の給与 

住宅が全壊（焼）、流失、半壊（焼）、又は床上浸水により学用

品を喪失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童、中学校生
徒及び高等学校等生徒 

災害発生の日から 
(教科書)1 か月以内 
(文房具及び通学用品)15日以

内 

埋葬 
災害の際死亡した者 

（実際に埋葬を実施する者に支給） 

災害発生の日から 10 日以

内 

遺体の捜索 
行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡して
いると推定される者 

災害発生の日から 10 日以
内 

遺体の処理 災害の際死亡した者 
災害発生の日から 10 日以
内 

障害物の除去 

居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障

害物が運びこまれているため一時的に居住できない状態にあ
り、かつ、自らの資力では当該障害物を除去することができな
い者 

災害発生の日から 10 日以
内 

輸送費及び賃金職
員等雇上費 

次に掲げる応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費 
１ 被災者の避難 

２ 医療及び助産 
３ 被災者の救出 
４ 飲料水の供給 

５ 遺体の捜索 
６ 遺体の処理 
７ 救助用物資の整備配分 

各応急救助の実施が認め
られる期間以内 

実費弁償 

災害救助法施行令第 4 条第 1 号から第 4 号までに規定する次

の者 
１ 医師、歯科医師又は薬剤師 
２ 保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨

床検査技師、臨床工学技士、救急救命士又は歯科衛生士 
３ 土木技術者又は建築技術者 
４ 大工、左官又はとび職 

各応急救助の実施が認め
られる期間以内 
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市長及び知事それぞれが担当する救助事務 

実施者 担当する救助事務 

市長 １ 避難所の設置 

２ 炊き出しその他による食品の給与 

３ 飲料水の供給 

４ 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与 

５ 医療・助産（救護所における活動） 

６ 被災者の救出 

７ 被災した住宅の応急修理 

８ 学用品の給与 

９ 埋葬 

１０ 死体の捜索・処理 

１１ 障害物の除去 

知事 １ 応急仮設住宅の供与 

【建設型応急住宅】 

 広島県応急仮設住宅 

建設マニュアルに定められた役割分担に基づき、県及び市

が事務を実施 

【賃貸型応急住宅】 

 被害状況等を考慮して、県及び市が事務を実施 

２ 医療（ＤＭＡＴの派遣など） 

 

 


